
2-1 

第１回日野町議会定例会会議録 

 

平成２９年３月１３日（第２日） 

開会  ９時２０分 

散会 １７時４４分 

 

１．出席議員（１４名） 

 １番  堀 江 和 博   ８番  蒲 生 行 正 

 ２番  後 藤 勇 樹   ９番  冨 田  幸 

 ３番  奥 平 英 雄  １０番  髙 橋  渉 

 ４番  山 田 人 志  １１番  東  正 幸 

 ５番  谷  成 隆  １２番  池 元 法 子 

 ６番  中 西 佳 子  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  齋 藤 光 弘  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教 育 長  今 宿 綾 子  総 務 政 策 主 監  池 内 俊 宏 

 教 育 次 長  古 道  清  総 務 課 長  髙 橋 正 一 

 企 画 振 興 課 長  安 田 尚 司  税 務 課 長  増 田 昌一郎 

 住 民 課 長  橋 本 敦 夫  福 祉 課 長  宇 田 達 夫 

 介 護 支 援 課 長  夏 原 英 男  農 林 課 長  藤 澤  隆 

 商 工 観 光 課 長  外 池 多津彦  建 設 計 画 課 長  望 主 昭 久 

 上 下 水 道 課 長  長 岡 一 郎  生 涯 学 習 課 長  山 本 和 宏 

 会 計 管 理 者  福 本 喜美代  総 務 課 参 事  池 内  潔 

 住 民 課 参 事  山 田 敏 之  学校教育課参事  野 瀬  薫 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  西 河  均  総 務 課 主 査  山 添 史 郎 
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５．議事日程 

日程第 １ 報第 １号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（防災機能強化日野町役場庁舎別館改築（建築）工事）） 

 〃  ２ 報第 ２号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（防災機能強化日野町役場庁舎別館改築（電気設備）

工事）） 

 〃  ３ 議第１号から議第２６号まで（東近江行政組合の共同処理する事

務および規約の変更についてほか２５件）および報第１号から報

第２号まで（専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（防災機能強化日野町役場庁舎別館改築（建築）工事））ほか

１件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ４ 請願第１２号 農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願 

 〃  ５ 請願第１３号 「共謀罪」創設の反対を求める請願書 

 〃  ６ 議第１号から議第２６号まで（東近江行政組合の共同処理する事

務および規約の変更についてほか２５件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ７ 一般質問 

 ４番  山田 人志君 

 ３番  奥平 英雄君 

 ９番  冨田  幸君 
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会議の概要 

－開会 ９時２０分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員、ご起立お願いします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 はじめに、未曽有の被害をもたらした東日本大震災から、一昨日で６年を経過い

たしました。改めて、犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、

今なおご不自由な暮らしを余儀なくされている被災地の皆さんに、心よりお見舞い

を申し上げ、一日も早い復興をお祈り申し上げる次第であります。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 報第１号から、日程第２ 報第２号まで、専決処分の報告について（工

事請負契約の変更について（防災機能強化日野町役場庁舎別館改築（建築）工事））

ほか１件についてを議題とし、町長の報告を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 それでは、報告させていただきます。 

 日程第１ 報第１号、専決処分の報告について（工事請負契約の変更について（防

災機能強化日野町役場庁舎別館改築（建築）工事））。本件につきましては、地方自

治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項について専決処

分したので、同条第２項の規定により報告させていただくものです。専決処分した

事項は、工事請負契約の変更についてで、株式会社奥田工務店代表取締役古谷 孝

と工事請負契約を締結している、防災機能強化日野町役場庁舎別館改築（建築）工

事について、工事内容の変更を行い、請負金額を２億7,797万1,480円に変更し、平

成29年３月６日に変更契約を締結したものでございます。 

 続きまして日程第２ 報第２号、専決処分の報告について（工事請負契約の変更

について（防災機能強化日野町役場庁舎別館改築（電気設備）工事））。本件につき

ましては、地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事

項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告させていただくもので

す。専決処分した事項は、工事請負契約の変更についてで、ア・ア・ンコーポレー

ション株式会社代表取締役山内英生と工事請負契約を締結している、防災機能強化

日野町役場庁舎別館改築（電気設備）工事について、工事内容の変更を行い、請負

金額を6,182万4,600円に変更し、平成29年３月６日に変更契約を締結したものでご
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ざいます。 

議長（杉浦和人君） 以上で、専決処分の報告を終わりました。 

 日程第３ 議第１号から議第26号まで（東近江行政組合の共同処理する事務およ

び規約の変更についてほか25件）を一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。

また、報第１号から報第２号まで（専決処分の報告について（工事請負契約の変更

について（防災機能強化日野町役場庁舎別館改築（建築）工事））ほか１件）につい

ても質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） おはようございます。ご苦労さんでございます。 

 それでは質疑に入りたいと思います。 

 議第１号でございますけれども、東近江行政組合の共同処理する事務および規約の

変更についてでありますけれども、このことにつきまして、今回１、２、３が削除さ

れて、その３のうち、広域観光事業のみが残されたわけでありますけれども、この事

務はどういう背景があって、こういうようになってきたのかということと、また、こ

の広域観光に関する事務は、どういった事業をされていたのか。また、今後どのよう

な事務をされるのかお聞きしたいなと思います。 

 それから、議第３号、日野町防災センターの設置および管理に関する条例の制定に

ついてでありますけれども、竜王の防災センターにつきましては、いろいろと人員配

置等もされているんですけれども、今後日野町につきましては、人員配置をどのよう

にされるのかお尋ねしたいと思います。 

 それと、第６号の、日野町職員定数条例の一部を改正する条例の制定でありますけ

れども、これは町長所管の方は増えているんですけれども、教育委員会所管の方は定

数が大幅に削減されております。どういうことなのかということと、影響はないのか

というふうに聞きたいなと思っております。 

 それから、議第11号の平成28年度日野町一般会計補正予算（第３号）についてであ

りますけれども、これはちょっと教えていただきたいんですけれども、この地方創生

事業についての交付金が、なかなか言葉とかそういうことがころころ変わってきます

ので、それは安倍総理のパフォーマンスかも分かりませんけれども、確かこの2015

年度だったと思うんですけれども、その地方創生先行型交付金の中で、地方創生加速

化交付金、これは補助率10分の10であったと思いますけれども、今回の地方創生の進

化のための新型交付金地方創生推進交付金は、補助金としてなのか、何パーセントの

補助なのか。また、まち・ひと・しごとの創生事業費などについての地方財源措置は、

どのようになっているのかお聞きしたいなと思います。 

 もう１つ、今回の補正での地方創生交付金（拠点整備事業）での地方債の補正であ
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りますけれども、この事業は、後で出てくるのか分かりませんが、公共施設最適化事

業（集約化・複合化事業）、地域活性化（転用事業）、除却事業なども含まれているの

かお聞きしたいなと思います。といいますのは、この地方活性化となってきますと、

借りるお金と財源の算入率が大分低いですので、今のこれは、全く関係ないのかとい

うこと、もっと後のことなのかということをお聞きしたいなと思います。 

 それと、議第18号、平成29年度一般会計予算の概要の説明の中で、地方交付税につ

いてでありますけれども、平成29年度は２億5,000万円減、17.2パーセントもの減額

があって、11億円ということが示されております。国全体から見ましても、地方交付

税は、この５年間連続で削減されているといわれております。そうした中で、2013

年度は17.1兆円、2014年度は16.9兆円、2015年度は16.8兆円、2016年度は16.7兆円、

2017年度は16.2兆円と、この16年度から見ますと、大体2.2パーセント減となってい

るということを報道されております。当町におきましても、町税等の増収の見込みが

あるとしておりますけれども、やはりこの昨年からといいますか、トップランナー方

式による成果主義の中なのかなと、疑わざるを得ません。そうした中で、このトップ

ランナー方式、学校用務員事務、道路の維持補修、本庁舎の清掃は、これは委託され

ておりますけれども、電話交換とか公用車の運転とかごみの収集とか学校給食、体育

館の管理なども民間に委託せよというようなことが出ておりますけれども、そうした

ことが影響があったのかどうかということと、今後これはどういう形であらわれてく

るのか、この田舎までもそういうことになってくるのは大変ですので、そこら辺をお

聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 11番、東 正幸君の質疑に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（髙橋正一君） おはようございます。 

 それでは、東議員の方から何点か質疑をいただきましたので、お答えさせていた

だきます。 

 まず１点目の、東近江行政組合の規約変更についてでございます。東近江行政組

合で共同処理をしております事務としてですが、平成２年に、ふるさと市町村圏の

指定を受けて以降、組合でふるさと基金を造成して、その運用益によって、各種の

事務を行ってきたという経過がございます。その後、金利低下などによって、運用

益も減ってまいりまして、平成22年３月をもって、基金は廃止をされたという経過

がございます。現在では、それに関連する事務がなくなってきているという状況で

ございますので、今回、共同処理をする事務から、ふるさと市町村圏に係る事務を

廃止、削除するという変更でございます。 

 ただし、このふるさと市町村圏の中に位置づけられています広域観光の取り組み

というものがございました。現在までも近江八幡、東近江、竜王、日野の２市２町
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で事業の推進に取り組んできておりまして、今後も現時点では継続していくと、そ

ういう思いでございますので、共同処理する事務として、改めてそれだけを取り出

して、変更するというものでございます。具体的な広域観光の事業でございますけ

れども、先ほど言いました２市２町を中心とする東近江地域の観光振興のために、

観光案内マップを作製したり、広域観光のスタンプラリーとか、そういう観光振興

のための取り組みをしているというのが現状でございますので、新たにその分だけ

残して契約変更すると、そういうことでございます。 

 それから２点目に、新たに設置管理の条例を提案いたしました日野町防災センタ

ーについてでございます。人員の配置がどうなのかということでございます。今回

設置をさせていただきます日野町防災センターは、各種の災害発生時の有事の際に

は、防災関係機関職員などの待機場所、また活動する拠点として使用をする計画で

ございますし、また有事以外の平常時には、主には災害用の備蓄倉庫ですとか、水

防資材の備蓄保管などに活用するということを想定してございます。それと、その

他の会議スペースとか宿直室があるわけでございますけれども、通常時は現在まで

の役場別館としての機能を活用していくということで、想定しているものでござい

ます。現在のところ、例えばどこかの課が事務室に使用するとか、そういうことは

想定しておりませんので、常時の人員配置というのは考えておらないところでござ

います。 

 それから３点目で、定数条例について質疑いただきました。変更させていただく

中で、教育委員会所管の定数が削減されているが、影響はないのかというご質疑で

ございました。それに関しまして、現行の変更させてもらう前の定数条例では、教

育委員会の事務部局の職員定数が14名、それから町立の学校その他の教育機関の職

員定数を80名で、94名ということに条例ではなってございます。今回の改正により

まして、今申し上げた２つを合計した形で改正するということで、その定数を57名

ということで、差し引きしますと37名の削減ということで、大きいのではないかと

いう趣旨のご質疑でございました。このような減ってきているという現状がござい

ますので、それに合わせていただくということでございますけれども、その主な要

因は、平成17年当時から行政改革の集中改革プランというのがございまして、それ

に基づいたといいますか、そういうものも考慮して、主には幼稚園、小学校、中学

校の用務員さん等の現業職員定数を減らしてきた、職員数を減らしてきたというこ

とと、公民館職員の正規職員の主事の配置をやめてきたと、そういうこともござい

まして、それで二十数名が、平成17年以前から比べますと数が減ったという現状が

ございます。それからもう十年以上、そういう形で今も来ているというところでご

ざいます。 

 また、あわせまして、平成28年４月からは、鎌掛幼稚園を保育園に変更させてい
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ただいたということ、それから29年度からは、桜谷幼稚園を認定こども園にすると

いうことで、どちらもその職員は教育委員会部局の職員であったものが、町長部局

の所属に移ると、そういうこともございます。 

 そのようなことから、教育委員会部局の定数条例と実際の配置の職員との間に、

相当数の差が生じてきていたということでございます。今回は実態に即して、また

町全体の職員定数を全体的に考慮したということで、改正するものでございまして、

実質的な人員の削減というものではないということを、ご理解いただきたいという

ように思います。 

 それから次、交付税の関係で、トップランナー方式ということで、影響はどうか

ということで質疑をいただきました。おっしゃっていただきましたように、今回29

年度については、交付税は減額ということで予算を組ませていただいておりますが、

このトップランナー方式が、大きく影響したというものではないということは前提

でございます。２億5,000万の中に、そんな大きくトップランナー方式が影響してい

るということではないというのが結論でございますけれども、先ほどおっしゃって

いただきましたトップランナー方式というのは、歳出の効率を推進するということ

で、民間委託等の業務改革を実施している地方公共団体の経費水準を、地方交付税

の基準財政需要額の算定に反映すると、そういうことで進められているものでござ

います。平成28年度から導入されまして、平成29年度は２年目としてさらに推進す

るということで、国の方では説明をされてございます。平成28年度に導入されたと

きには、トップランナー方式の導入の影響について、地方交付税の依存度が大きい、

日野町もそうですが、規模の大きくない自治体に影響が大きいんではないかという

ことで、危惧する声が多くあったわけですけれども、実際算定の結果明らかになっ

たことで、影響範囲が限定的だったということでございます。日野町への影響は、

28年度については少なかったし、29年度についても、現状のところでは、その２億

5,000万に大きく響いているというものではないということでございます。28年度は、

庶務業務とか情報システムの運用など16業務について、トップランナー方式という

ことで始められました。 

 現在、日野町の方で、算定の中で影響があるかなというものにつきましては、小

学校と中学校の学校用務員さんの事務および道路維持補修、清掃等というものが、

その算定の中で少しは影響している範囲かなというふうに思いますが、それ以外の

項目につきましては、民間委託が進んでいない状況を踏まえて、国の方でも段階補

正の数値を見直すということで、数値としてはそんなに大きく影響はなかったとい

うことです。 

 今後は、数年かけて影響が出てくるということは考えらえるところでございます。

これらを踏まえまして、今後そのトップランナー方式の全体的な推移の中で、町が
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どう対応していくのかということも含めて、それは検討をしていくことかなと思い

ます。現状としてはそういう状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） おはようございます。 

 それでは、東議員から質問いただきましたので、その点についてお答えをさせて

いただきます。 

 地方創生交付金という関係でございます。議員おっしゃるとおり、地方創生の関

係の交付金はずっと続いておりまして、非常にややこしいかなというように思って

います。ただ、町の方も、できるだけそうした打ち出していただけるものは、どん

どんと利用できるようにということで、取り組ませてきていただいたものでござい

ます。 

 まず、最初から振り返るものでございますけども、平成27年度に事業をさせてい

ただいたんですが、国は26年度の補正で上げてこられたものでございます。最初が

地方創生先行型ということで、基礎交付というのがございました。これで昨年度で

すけれども、いわゆる町史のダイジェスト版をさせていただいたり、それから総合

戦略作成をさせてもらったりということで、この基礎交付で約3,000万ほど、2,942

万6,000円を使わせていただいた。それから同時に、地域消費喚起・生活支援型とい

うのがございます。これはプレミアム商品券とか、それから低所得者への灯油の券

とか、そういうようなのをさせていただいたというものでございます。27年度に取

り組んでいる途中で、さらに上乗せ交付金というのが出てまいりまして、これはタ

イプ１、タイプ２というのがまた出てきまして、タイプ２というのが、いわゆる10

月までに総合戦略を作成したら、1,000万出すよということでいただいたもので、こ

れによって空き家の調査とかファミリーサポート、そうしたものを整備させていた

だいたと。タイプ１も乗らせていただきまして、これは日野菜の再生と、日野菜を

生かした地域づくりということで、使わせていただいたものでございます。 

 それから引き続いて、国の27年度補正で、28年度事業として地方創生加速化交付

金が出てまいります。今お話させていただいていますのは、全て補助率は10分の10

のものでございます。その地方創生加速化交付金で、ご存じのとおり、現在今、日

野駅舎の関係もそうですし、それから定住宅地の整備の調査とか、そうしたものに

取り組ませていただいている、これが１点と、もう１つは獣害対策と日野菜振興と

いうことで、これも取り組ませていただいています。 

 それから、今、草津線複線化促進期成同盟会の構成市町と一緒にさせていただい

ているものと、それから近江鉄道沿線の市町と一緒にさせていただいている広域事

業と、これは全て8,000万いただくということで、もう年度末に近づいていますけれ

ども、取り組ませていただいてきたというところでございます。 
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 先ほど出ていました地方創生の進化のための新型交付金という名前で、28年度か

らの地方創生推進交付金が出てきました。これは、今までは10分の10でしたが、今

年のその推進交付金からは２分の１という形になりました。これは国の方も28年度

予算でつけるということでしたので、当初どんな内容かというのは明らかに余りさ

れずに、予算立てをさせていただいた。これは当初、私どもも地方創生の進化とい

うことでございましたので、引き続きファミリーサポートとか子育てとか、そうい

う関係の補助金としていただこうということで、計画をさせていただいたんですが、

実際のふたを開けてみますと、継続的ではなしに、新しい取り組みをするという部

分でございましたので、今回その上げていました部分とは別で、地方創生の関連で、

これから進むにあたっての調査費として250万の補助を出そうと、いわゆる500万事

業でございますが、その辺で町の方では、それに関連した調査事業をさせていただ

いているということでございます。 

 そして29年度につきましては、これも同じように推進交付金という形で、２分の

１の予定をさせていただいておりまして、それにつきまして、今回の当初予算の方

で、日野駅のコミュニティーゾーンの関係とか日野菜の振興、大学、企業の研修の

誘致とか首都圏への観光ＰＲということで採択をされるように、申請していこうか

なというふうに考えているところでございます。 

 先ほど、地方創生拠点整備交付金の話をいただきました。これは地方創生ではあ

りますが、拠点整備ということで、今まで大体基本的にはソフト事業をメーンに補

助するということで、ソフト事業全体の中でその半分以下はハードでも、何とか見

ましょうということで、日野のほうはさせていただいているわけでございますが、

今回の場合、地方創生拠点整備交付金というのは、２分の１なのでございますけれ

ども、これは拠点をつくるためのハードに対して補助しますと、出てきたものでご

ざいます。これにつきましては、今回の議会でも３月の補正をしまして、29年度事

業として提案させていただいているものでございます。これの部分でいいますと、

補正の６ページに地方創生交付金事業で、観光拠点施設整備というものが6,437万

6,000円で上がっております。地方債の方で、いわゆる2,720万上がっております。

補助金は15ページになりますけども、地方創生交付金事業（拠点整備交付金）とい

うことで、2,725万円上がっております。これが補助金額でございます。あと、残の

分の中で、地方債の対象になり得る事業を地方債の方で充てさせていただいて、あ

との分は対象外でございますので、一般の方で対応するということでございます。 

 先ほど申されました公共施設最適化事業、それから地域活性化（転用事業）や除

却事業とか、これは別のものでございまして、今回はこの拠点整備ということで、

この分が充てられるということでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 
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11番（東 正幸君） 一番最初の東近江行政組合の共同処理のことでありますけれど

も、これは広域観光で２市２町でやっていくということでありますけれども、この

中で、パンフレットだとかを作成しているということでありますけれども、以前田

舎体験でも、東近江、永源寺などに、私は行ったことがあるんですけども、そうい

うことも入ってくるのか、どうなんでしょうか。そこら辺は、もし分かればお願い

したいなと思います。 

 それから防災センターですけども、毎日管理についてはされるのか。してもらわ

んと、もしものことがあったときにはなかなか大変ですので、そこら辺はどういう

ように考えておられるのかということを、お聞きしたいなと思います。 

 それと職員の定数条例でございますけれども、教育委員会の方は、現在はどうと

いうことはないのか。行革での十何人かなということでありますけれども、そこら

辺は余り今影響はないのか、これからの影響はないのかお聞きしたいなと思います。 

 地方創生につきましては、いろいろと工夫していただいて、補助金ももらってい

ただいているところでございますが、公共施設最適化事業、これからされるという

ことで、その中でこういうことができてくるのかなという思いでございますので、

これはこれでいいと思います。 

 29年度一般会計予算の関係でありますので、予算委員会でお尋ねしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 今言いました、それがもし分かりましたら、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 今お尋ねのありました、先般までありました田舎体

験についての広域での共同の事業という形で、そのときはもう少し区域が広くて、

琵琶湖近江路観光圏ということで、長浜から日野町まで、この区域を対象に、広域

で観光行政をしていこうという中での取り組みの１つとして、田舎体験をもっと全

体で受けていこうということでございまして、今出ております東近江行政組合での

広域観光というのは、昔でいう２市７町、今の２市２町のこの区域の中で、共同で

近江商人とか共通のテーマに基づいて、この区域へ観光客を招こうというような形

で取り組んでいるものでございますので、ちょっと別の事業という形になっており

ます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 防災センターの管理面の方で、再質疑をいただきました。 

 以前もそうでございましたが、今回整備する防災センターにつきましても、役場

の本館と廊下で接続をしているものでございますので、管理につきましては、役場

本館と一体的に管理していくと、そういうことで本館の面積が増えたと、状況とし

てはそういう感じで一体として管理をしていくので、そこだけ単独で管理というも
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のはないものかなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 教育委員会の職員体制についてでございますが、条例提案

されています数値と、先ほど総務課長が申し上げましたように、現状との差は余り

ないという状況で、この間、二十数名の減ということで、現業職を中心に置きかえ

ということで、そのほとんどが給食調理員、用務員さんでありまして、それ相当す

る分について振りかえて行っているという状況でございます。 

 現状から申し上げますと、特に業務に支障はないという状況ではございますが、

どこの職場も同様でございますが、臨時・嘱託職員さんに置きかえるような形で、

工夫を凝らしながら運営しているというのが現状であります。現在のところでは、

まだ今後高度化、専門化する業務に対しまして、若干の人数的な枠は残っていると

いうのが現状でありますので、十分対応できると考えております。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） また、委員会の方で質問させていただきますので、よろしくお

願いします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは質疑をさせていただきます。 

 まず最初に、議第２号の財産区有財産の譲与についてであります。なぜ、中之郷

財産区有財産を、認可地縁団体であります中之郷自治会に譲与されるのか。つまり

自治会としても、その土地を持つ必要性はどうなのかという点が、若干分かりにく

いのでありますので、ぜひ聞かせていただきたいと、このように思います。ちなみ

に、地縁団体は自治会全体でどのくらいあると現在認識されているのか、ぜひその

点を聞かせていただきたいと思います。 

 議第６号の、日野町職員定数条例の一部改正についてであります。これは先ほど

も質疑にありましたが、今回定数条例が久々に改正されるわけであります。現状の

条例では正規職員が255名、これを230名に変えるという改正提案であります。現行

条例で見てみますと255名、現状では230名どころか、210名前後と差が広がってきて

いるわけであります。なぜこのように改正されるかという点については、先ほどの

質疑の回答の中でもありまして、現状に近づけるためであるという、そういったこ

とでもあると思います。そこで、今回明確にされたのが、この定数条例の中には入

れないという意味で、正規職員の育児休業の職員は対象とならないということにな

っております。その育児休業は、現時点でどれくらい取られておられるのか、ぜひ

それを聞かせていただきたいと思います。 

 同時に、職員定数を考えるとき、どうしても忘れられないこととしまして、先ほ
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ども述べられましたとおり、平成17年、つまり2005年から５年間にわたって行われ

た、国の集中改革プランによる自治体職員の削減押しつけがあったわけであります。

国の厳しい監視のもとで、日野町においても、当時正規職員が定数条例の255名に満

たないものの、何やかんや言いながら、240名程度おられました。それが集中改革プ

ランのこの５年間には、結果的に205名にまで正規が落とされ、削られてきたわけで

あります。その中で、どうしても考えておかなければならない問題は、仕事量、サ

ービス量は増えているわけです。増えている一方で、職員数が減っている、こうい

うことで自治体に働く職員の労働条件は、悪化してきているわけであります。今日

では、町の自主性によって若干は増やされておりますけれども、改正する230名にも

満たない現状が現実にあるわけです。そこで労働条件が改善したとは言えないそん

な状況の中で、現状どのように見ておられるのか。つまり、230名に近づけるその増

員をしていくという、そういった考え方も含めての認識を伺いたいと思います。 

 続きまして、議第８号の、日野町税条例等の一部改正についてであります。今回

の条例改正は、消費税率10パーセント増税の実施を、２年６ヵ月再延長することに

伴い、地方消費税率の引き上げや自動車取得税の廃止、地方法人課税の是正とか住

宅ローン減税などを延期するものであります。私たちにとっては逆進性の強い消費

税には問題があることは、既にご承知のことだと思いますけれども、そのこととは

別に、今回の条例改正の点で２点ほど伺いたいと思います。 

 その第１は、この条例改正の中の第２条関係であります。第33条の２、法人税割

の税率でありますけれども、3.7パーセント引き下げとなっております。当然法人町

民税が減収するわけでありますけれども、そのかわり、地方交付税への処置、財源

はどのようになるのか、どのように見ておられるのか、ぜひ聞かせていただきたい

と思います。 

 同じく第２条の関係で、軽自動車税に関係することでありますけれども、消費税

10パーセント導入時には、自動車取得税が廃止されるわけであります。そのかわり

に、軽自動車税に環境性能割が創設されるわけであります。その違いについて、ぜ

ひ説明を求めたいと思います。また、これらは従来どおり県が取り扱うのかどうか、

その点についてもお伺いしたいと思います。 

 続きまして、議第９号の、日野町早期療育施設の設置および管理に関する条例の

一部改正であります。心身の障がいや発達に課題のある、就学前の児童を療育する

目的で行われている施設である「くれよん」でありますけれども、新たに保育所等

の訪問支援が加わるわけであります。本来、通所施設であると思いますけれども、

なぜ訪問支援を行うこととなるのか。同時にまた他の市町の状況はどうなのか。現

在の体制はどのようにされておられるのか。正規の職員さん、臨時さんも含めて、

どういう体制でされているのか、兼務も含めての状況をお聞かせいただきたいと思
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います。 

 同時に、この「くれよん」を利用されている児童は、年間何名ぐらいおられるの

か、その点についてもお聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、議第11号の、平成28年度一般会計補正予算であります。５点ほど聞

かせていただきます。 

 そのまず第１は、補正予算19ページ、財産収入であります。この基金の利子につ

いてでありますけれども、財調基金とか減債基金、福祉対策基金、住宅基金など、

大部分の基金の利子が軒並み減という、そういう補正予算になっているわけであり

ます。平成28年度当初の見込みを、どちらかといえば高く見込んでいたのではない

かな、その要因について伺いたいと思います。ちなみに、新年度予算では、平成28

年度の実績に基づいて編成されていることも、述べておきたいと思います。 

 ２つ目は、23ページの町債についてであります。国の第２次補正予算で認められ

た地方創生交付金事業、さらには日野小学校給食棟新築工事、日野中学校グラウン

ド改修工事、桜谷認定こども園保育室の増築工事に伴い、国補助金とともに、全て

起債されるわけであります。この起債というのは、全て地方交付税参入の、いわば

有利な起債というように見込んでいていいのかどうか、その点についてお伺いした

いと思います。 

 ３つ目につきましては、27ページ企画費であります。この企画費の中の、空き家

定住促進補助金60万円、これは全額減となっているわけであります。ぜひその理由

をお伺いしたいと思います。同時に、婚活支援活動、当初予算では30万円でありま

したが、新たに20万円増となったわけであります。この現状についてお伺いしたい

と思います。 

 ４番目につきましては、同じく企画費27ページでありますけれども、国の経済対

策の１つとして、地方創生交付金についてであります。当初予算、子育て子どもの

読書はぐくみ事業1,300万円余り、これが減額されているわけであります。その理由

をお伺いしたいと思います。ちなみに、同じくこの補正予算の中で、57ページに社

会教育費の中に子ども読書活動推進事業が、新たに補正予算として612万3,000円補

正されているわけであります。この点についての関係について、お伺いしたいと思

います。 

 また、今回特に村井にあります旧水道施設の観光施設を、観光拠点の整備として

交付金が認められて、6,400万円余りの補正となるわけであります。国の経済対策の

交付金を有効活用すること、観光受け入れの整備として行うことは、まちづくりに

おいて大いにありがたいことであり、よいことであると思います。そこで新年度予

算にも関連するわけでありますけれども、平成26年から始まったまち・ひと・しご

と創生本部の地方創生交付金は、日野町は、この間、他の市町に比べて積極的に手
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を挙げてきている。ただ、安倍政権の経済対策から行われていることもあり、やや

もすればハード事業面が強くなっている推進交付金が、ソフト的な、つまり住民へ

の給付事業にも使える内容になることは、私は望ましいと思うわけでありますけれ

ども、町のお考えをお伺いしたいと思います。 

 先ほどから企画振興課長が、いろいろ交付金の内容を説明されました。ぜひこの

議会の中で、今日まで取り組んできた地方創生交付金の活用の一覧表、事業内容、

ぜひ委員会の中でも提出を求めたいと思いますが、その点についてのお考えを聞か

せていただきたいと思います。 

 また、補正予算で47ページの商工費、各種イベント開催事業についてであります。

グリム冒険の森の周辺で、今日まで毎年開催されてきたマウンテンバイクのフェス

ティバルが、今年度から中止となっているわけであります。これは、商工会青年部

が行わないということであったわけであります。多くの人々、また若者から大人た

ちまで親しまれてきたこのフェスティバルがなくなるということは、寂しさもあり、

町のシンボルでもある意味ではなくなるということであり、町として、今日までこ

のように開催されてきたことの、この総括といいますか、今後の方向性についての

お考えをお伺いしたいと思います。 

 続きまして、議第12号、日野町国民健康保険特別会計補正予算についてでありま

す。今年度国保運営を円滑に行うために、国保基金から5,000万円を繰り入れして、

運営を図ってこられたわけであります。最終補正で、5,000万円を財調基金に戻し入

れすることができたわけであります。この5,000万円というのは、ちょうど平成28

年度より住民への国保税の値上げを何としても回避するために、平成27年度で一般

会計より特別会計である国保会計に繰り入れたものであります。私もその立場で議

会の質問を行ってきたわけでもあります。住民生活の厳しさが増す中で、町の判断

は、やはり評価できるものだと私は思います。今年度も含め、町の国保運営はどう

であったのか、どのように思っておられるのか。同時に、また平成30年度から運営

が県に移管されるわけであります。県と市町との協議状況、とりわけ住民にとって、

国保税の引き上げは何としても避けてもらいたいわけでありますが、この現状、状

況はどうであるのか、その点についてもお伺いしたいと思います。 

 議第18号の、平成29年度一般会計予算についてであります。３つほどお伺いしま

す。その１つ、43ページの企画費であります。地域おこし協力隊を新たに１名増員

されるわけであります。この点につきまして説明を聞いておりますと、北山茶の振

興を中心にされると言われております。今、この北山茶については、なかなか厳し

い状況であることも、私も聞いているわけでありますけれども、北山茶の振興、お

よびこの生産組織は現状的にどうなっているのか、その点についてのお伺いと同時

に、どのような方向を今後この協力隊の方に目指してもらおうとされているのか、
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協力隊への願いを、ぜひお伺いしたいと思います。 

 続きまして、99ページと101ページであります。教育費の小・中学校の要保護・準

要保護児童生徒の援助事業であります。要保護・準要保護の児童生徒に、修学旅行

費とか給食費とか医療費とか学用品などの援助が行われているわけであります。そ

の中で新入学準備金があります。現状は、町はいつごろ支給されているのか伺いま

す。また、この新入学準備金というのは、要保護の児童生徒だけなのかどうかも伺

いたいと思います。同時に、該当は何人あるのか。また、今年度より国は、この入

学準備金を、ほぼ倍額に引き上げをするということを言われておりましたし、その

ような方向が出されております。そういったことから見て、新年度予算にこの分は

反映されているのかどうか、その点についてもお伺いしたいと思います。 

 111ページの公債費であります。この今回公債費全体で、６億6,900万円の元金利

子で出ているわけであります。そこで聞かせていただきたいのは、年々この公債費

が増額しているわけであります。この公債費、町の全体の財政管理といった意味で

大きな負担にもなるわけであって、今回特に平成29年度は8,000万円の減債基金から

繰り入れをして、それに充てているわけであります。そういった意味から見て、日

野町のこの公債費のピーク時を、どのようにいつごろと考えておられるのか。今後

どのような状況となっているのか、ぜひ聞かせていただきたいと思います。ちなみ

に述べておきますと、公債費、平成26年度では５億7,000万円程度でありました。そ

れが平成29年度では、６億6,000万円を超える６億7,000万円近くまで跳ね上がって

きているわけであります。そういった反面、この日野町は、地方債の残高は、平成

22年度では67億円、29年度では87億円と、これまた増えているわけであります。し

かし、この中身を見て行くと、やはり一般で行う起債、借金が横ばいであるにもか

かわらず、交付税と同等と見なされる臨時財政対策債が、結果的に大幅に伸びてき

ている。全体の借金の６割近くを占めてきている、そういったことも反映されてい

ることも述べておきたいと思いますけれども、結果的にこの公債費率が、どのよう

な状況でピーク時を迎えるのか、そういった見通しもぜひ聞かせていただきたいと、

このように思います。 

 最後に、報第１、第２の専決処分、庁舎別館改築の関係で、今、提案説明があり

ました改築電気設備のことであります。この中で見ますと、防災センターとして、

新たに電動スクリーンの設置を追加として上げられました。そこで考えてみると、

防災センターという位置づけならば、当然当初からこの電動スクリーンは設置すべ

きではなかったのではないか。これは忘れていたのかどうだったのか、その点、は

っきりしていただきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 
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総務課長（髙橋正一君） 對中議員の方から何点か質疑をいただきましたので、答え

させていただきます。 

 まず１点目で、議第２号の財産区有財産の譲与についてでございます。これにつ

きましては、今回中之郷財産区所有の土地は、登記簿上、中之郷の財産区として登

記されているものでございますが、日野町の財産区として、町の条例等に基づいて

管理運営されているものでございます。このたび、当該財産区と中之郷の自治会、

これは地縁団体でございますけれども、その区域が同一であって、構成員も重複し

ているということから、中之郷財産区の管理会ならびに中之郷自治会の両者におい

て、当該財産を無償で譲与する、および受領するということについて議決をされた

ものでございまして、これらに基づいて、今回の条例を提案、財産の譲与について

提案させていただいたというものでございます。財産区の管理でございますと、先

ほど言いました条例とか、そういうものに基づいた手続というものが必要になるわ

けでございますけれども、中之郷自治会として単独で自由に活用とか処分とか、そ

ういうものがしていけるということで、今回両者で議決をされたというものに基づ

いてさせてもらうというものでございます。 

 それから、現在、日野町の中で地縁団体はどのぐらいあるのかということでござ

いますが、今現在で61の自治会で地縁団体が設立されている状況でございます。 

 ２点目で、職員の定数条例の改正について、関係して質疑をいただきました。今

回255名というのを、新たに230名という職員数に減らさせていただくということで、

改正をさせてもらうわけでございます。この255名というのは、現状とは大分乖離を

した数字であったということでもございますけれども、それは先ほどおっしゃられ

たように、集中改革プラン等によりまして、大幅な行政改革等の結果ということも、

そのとおりであるというふうに思います。町の職員数、現在212名という中でも、お

っしゃられました育児休業の職員もおりますし、また、以前に比べますと、いわゆ

る専門職の数が増えてきていると、比率が増えてきているということもございまし

て、一般行政職の比率は、前に比べると減ってきているというのも事実だというふ

うに思います。そういうこともございまして、また、あわせて住民さんの行政要望

とか国への報告とか、そういうものにつきましても、以前に比べれば、インターネ

ット通信とかそういうものが発達したこともございまして、すぐに回答を求められ

る、そういうものも増えてきているということで、職員の労働条件、また時間外の

勤務の方にも影響しているのかなと、そういうことは確かに思っているところでご

ざいます。 

 今回230名という職員定数の方に変更させてもらうということで、提案させてもら

っているわけでございますが、職員の健康の維持というものには、大変心配してい

るところでございまして、この定数条例の中で、当面につきましては、なるべく職
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員の労働条件をよくなるような方向で、採用等の計画についても、計画的にしてい

きたいなというふうに思っているところでございます。 

 それから、議第11号の補正予算の関係で、基金利子の減額のことでございます。

これにつきましては、28年度当初に見込んでおりましたものから減額になったとい

うことで、見込みが違ったということかなというふうに思っております。 

 補正予算の関係で、新たに来年度に繰越明許をする分で、起債をさせていただく

分がございます。それの交付税等の算入率はどうかということで、質問をいただき

ました。補正予算７ページの地方債の補正のところでございますが、追加で４件上

げさせてもらっているわけでございますが、いずれも補正予算債ということでもご

ざいますので、充当率は100パーセント、それから後年度の交付税の算入率は50パー

セントという起債でございます。 

 それから地方債の償還残高が上がってきているということで、今後どのような見

通しかということで、ご質疑をいただきました。平成27年度の決算ベースでいいま

すと、先ほども触れていただきましたが、一般会計の残高で83億円程度になってご

ざいます。今後の推移としましては、高利率の借り入れの償還が終わりまして、１

パーセント前後の利率の借り入れが増えてくるという見込みをしております。借り

入れについては、公共施設等の老朽化が一斉に進んでいくと、そういうことも懸念

されるところもございますが、公共施設総合管理計画などを活用して、計画的に進

めていくことが必要かなというふうに思っております。現在の、今分かっている範

囲内でいいますと、元利償還のピークの見込みは、平成31年度に来るのかなという

ふうに思っております。 

 今後新たに借り入れていくものの条件といいますか、どれぐらい借り入れが行わ

れるかということにもよりますけれども、現状で31年がピークを迎えると、そうい

うことで考えております。その中で、財政の融資資金ですとか地方公共団体の融資

機構の融資など、当初の計画条件と違う償還をすると、保証金を払うということに

なりまして、なかなかそこは繰り上げ償還ということが難しいわけでございますけ

れども、今後銀行から借り入れしているもので、繰り上げ償還ができるものについ

ては、積極的にやっていきたいなと、そんなことを考えております。全体の公債費

予算の中で、それが通常予算の執行の足かせにならないように、計画的に繰り上げ

償還を含めて、また当該年度の起債分についても、計画的に財政運営をしていくこ

とが必要かなというふうに思っております。 

 それから報告をさせていただきました、電気工事に関する工事請負契約の変更の

専決処分の報告でございますけれども、電動スクリーンについて、どうだったのか

ということでございます。当初、役場の別館を防災機能を充実するということで、

改築を進めていたところでございますけれども、その工事をするにあたりまして、
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防災減災に関する起債をするということで協議を進めてきた中で、公用施設ではな

くて、公共施設ということで位置づけることが必要だということになってまいりま

した。町も、防災団体また防災関係機関等の皆さんと緊密に連携していくために、

そういう団体の皆さんとの会議、また研修等も必要やということも考えまして、当

初は計画しておりませんでしたが、その会議室等を使って研修等もできるようにと

いうことで、電動スクリーンを新たに追加させていただいたと、そういう経過でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

 議第６号の中で、育児休業の関係でご質疑をいただきました。育児休業につきま

しては、取る時期によって難しいんですけれども、平成28年４月１日現在では９名

が育児休業中ということでございました。それから平成29年４月１日では８人が育

児休業中ということで想定しておりますし、その後も、そのときには産前産後休暇

の方もおられて、その後、引き続き育児休業を取られるという方もおられますが、

そのときに育児休業という数でいいますと、平成29年４月１日は８名と予想してい

ます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま對中議員から、議第８号の税条例等の改正につ

きましてご質問いただきました。對中議員からは、特に第２条につきましての改正

について、ご質問いただいたわけです。 

 消費税の税率の引き上げにつきましては、住民の皆さんの暮らしに与える影響も

もちろんございますし、地方財政の観点から見ましても、消費の大きい都市部を中

心に税収が増えるということになりますので、どうしても税収そのものに偏りが出

ることになります。その点を是正しようということで行われるのが、今回の法人税

率の引き下げということになるかと思います。 

 今回、法人税率の引き下げ分につきましては、国の方の国税化されて、それを全

て地方交付税の原資として再配分するということになりますので、今回の措置は、

平成26年９月に同様の措置が行われましたのに続いての措置となります。というこ

とで、全国的に見れば、法人税率の引き下げ分は、全て交付税の原資となるわけで

ございますけれども、ただ、その配分の仕方については、当然不交付団体には配分

はされないわけですけれども、具体的な配分方法で、この分がどれだけということ

に配分されるのかというのは、ちょっと私どもの方でも把握しきれていない部分も

ございますので、日野町にとりまして、この仕組みが財政にとってのプラス面とし

て働くのかマイナス面として働くのか、ちょっと私どものところでは、なかなか分

かりにくい部分があるのは、正直なところでございます。 

 それから２点目の、軽自動車税の環境性能割についてご質問いただきました。環

境性能割につきましては、現在あります自動車取得税の廃止にかわるものというこ
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とで、税そのものの性格につきましては、かなり似ているのかなというふうに理解

をしております。特に、自動車取得税につきましても、燃費性能等のすぐれたもの

については、非課税なり、あるいは低い税率を適用するなど、グリーン化機能をよ

り強化していこうという趣旨がございますので、この部分は、今回の環境性能割も

引き継いでいるということになるかと思います。ただ、従来の取得税のグリーン化

機能を、さらに強化するという意味もございますので、より燃費性能のすぐれたも

のについては、非課税の枠が拡大されるなどの措置がされております。 

 それともう１点、違いというのが、従来の自動車取得税が、普通車も含めまして

全て県税ということで、その一定割合が交付金として町に交付されるという仕組み

でございましたけれども、今回の環境性能割につきましては、自動車税は従来どお

り都道府県ですけれども、軽自動車税につきましては市町村の税ということになり

ます。そこは大きな違いではあるんですけれども、ただ、その取扱いにつきまして

は、当分の間、県が取り扱いを行うというふうに、条例の中でも定めさせてもらう

ところでございます。これは徴収方法によるところが大きな原因というふうには聞

いておりますけれども、従来、取得税といいますのは、証紙を張って、それで納付

にかえるという仕組みでございましたけれども、環境性能割につきましても、自動

車、軽自動車のいずれも、その方法によるのが最も効率的かなということもござい

ます。一方で、市町村の大部分にとりましては、証紙の取り扱いをしていない部分

もございますので、当分の間は、都道府県がこれにかわって徴収し、徴収した全額

は市町村に交付されます。ただ、取り扱いの事務費が当然必要になってきますので、

一定割合の事務費を、町から県に支払いをさせていただくという取り扱いになると

いうふうに聞いております。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（宇田達夫君） ただいま對中議員の方から、議第９号、日野町早期療育施

設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご質問を

いただきました。 

 まず、「くれよん」の訪問支援事業の必要性ということでございます。「くれよん」

の利用に関しましては、原則として保護者との通所が可能な方ということで、現在

まで運営を進めてきたところでございます。しかしながら、各ご家庭の事情により、

どうしても「くれよん」に通えないというご家庭ございます。そういう方に対する

対応というのは、今まで課題の１つであったわけですけれども、今回の改正により、

訪問支援ということで対応させていただこうというところでございます。 

 そして、「くれよん」の体制の状況ということでございますが、現在正規の臨床心

理士が１名、正規の保育士が１名、また、臨時嘱託職員が６名という体制で運営を

させていただいているところでございます。 
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 利用者数につきましては、前期後期というふうに分かれているんですけれども、

各約20名程度ずつの、現在利用がなされております。 

 また、この訪問支援事業の近隣の状況ということでございますが、現在滋賀県内

で、９つの市町で運営をされておられるという状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま對中議員の方からご質問がございました件に

ついてでございます。 

 議第11号の補正予算の関係でございます。まず、27ページでございますけども、

企画事務事業の中の空き家定住促進補助金60万円の減という分でございます。これ

につきましては、当初いわゆる補助金という形で出す予定をしておりましたけれど

も、要綱の中で、リフォーム助成と同じように商品券でやろうということで、商品

券の方にかえさせていただきまして、報償費の方に入れさせていただいたという形

になっております。 

 それから婚活支援事業でございますが、当初、昨年度の実績が１地区でございま

したので、何とか３地区ぐらい取り組んでいただけたらということで、当初３地区

の予定をさせていただいたんですが、皆さんいろんな形でご協力いただきまして、

５地区取り組んでいただいたということで、20万の増額の補正をさせていただいて

いるというところでございます。 

 それから、27ページの地方創生交付金事業でございます。新型交付金は先ほど申

しました進化するということでうたわれたのでございますけれども、現実には、そ

の進化という、私たち、町の方で捉えた進化と若干違いまして、私どもとしては、

当初子育ての関係、先ほどもおっしゃられました57ページの子ども読書活動推進事

業というところで、大きな補正金額が上がっております。この多くはといいますと、

この推進交付金の中でやろうという部分を考えておったわけでございますが、その

辺が採択をされなかったという部分がございまして、縮小をさせていただいて、マ

ンパワーが対象外になってしまいましたものですから、ソフト事業の中で、人が動

いてつくっていくという事業が、本来ソフト事業ではたくさんあるわけでございま

すが、その大もととなるマンパワーの方も認められないとなってくると、なかなか

厳しいございまして、今回、こんな形になったわけでございます。一部採択をされ

ましたので、先ほど申しましたように、今後総合戦略を進める上で調査・研究に値

するものというような採択のされ方でございまして、そうした意味で、町の方で現

在ホームページの改修をして、外の方が町にどの辺を興味を持っていただいてアク

セスしていただけるのかというようなことが、分析できるようなことをしようやな

いかというようなことと、また、日野駅に関連して、日野駅を中心にどうしてにぎ

わいを出していくのかというようなこと等を、調査事業として取り組ませていただ
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いているというような形になっております。ですから、現在、本来いただくべきも

のが、もう既に事業費として500万ほどになってしまったというようなことでござい

ます。 

 それから、地方創生の拠点整備の関係でございます。議員おっしゃるとおり、ハ

ード事業ということでございます。その当時のニュース等でも、地方創生、地方創

生という形で出すけれども、実際にはソフト事業しか対象でないというふうにされ

てくると、なかなか実際に動かないんだという地方の声を聞いて、じゃ、ハード事

業も何とかしようやないかと、こう国の方で言われまして出てきたものでございま

す。町の方も、本来水源池でございますが、財産として持っていながら、有効な活

用ができていないと。さらに、にぎわいを、いろんな形で民間の方も一生懸命やっ

ていただいている中で、前の駐車場が狭い云々がございまして、その辺を拡幅して

にぎわいを出せるようなものにできないかという、かねてからの提案事項でござい

ましたので、そういう形でできればということで、上げさせていただいております。 

 給付型を進めるべきではないかと、こういうお話でございますんですが、実をい

うと、採択基準が、先ほど言いましたように、給付はあかんとか、それから人件費

はあかんでとか、なかなかどんどん狭まってきまして、非常に採択の基準が厳しく

なっております。今後、その辺の採択に合う形で、町のこれから総合戦略を進めて

いかなければならない部分を、どう乗せていくかというようなことで、方針として

は、そのような形でしかやむを得ないなというように考えております。 

 あと、先ほどから説明させていただきました、地方創生関連の交付金の経過を含

めた、活用も含めた一覧表ということでございますので、その辺を作成させていた

だきましてというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それから、新年度予算の方の、地域おこし協力隊の関係でございます。これの分

につきましては、先ほどもおっしゃいましたように、お茶の振興という部分でござ

いますので、その辺の専門的な部分につきましては、農林課長の方からお話をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 對中議員から、マウンテンバイクフェスティバルの、

商工会青年部の事業ということで、平成28年度の事業から中止するというような決

定をされまして、この事業につきましては、二十数年前から継続して開催していた

だいておりまして、県内外から大体毎回、最近でいいますと400名程度の選手が参加

していただいているということで、大変大きな大会にもなっていたんですけれども、

主催者側の、やはり青年部の方の組織というんですか、人数も大分減ってまいりま

したし、何とか今まで、定年を40歳だったものを45歳に上げたりとか、そういうよ



2-22 

うな形で組織力を継続していこうということで、開催していただいておったんです

けれども、やはり現状の経済情勢とか、それぞれの事業者さんの経営状況も踏まえ

まして、ちょっとこの大きな大会を開催するのは、非常に厳しくなってきたという

ような意見をいただきまして、その中で、青年部として中止をするというふうな形

になりました。 

 ただ、全くそういうような事業も、何もしないというのではなく、やはり青年部

同士の団結力とか、みんなで組織でやっていこうというような、そういうような思

いは持っていただいていますので、また新たな事業展開ということで開催していた

だけるものと、こちらとしましては期待しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） ただいま對中議員さんから、議第12号、国民健康保険特別

会計補正予算に関係しまして、質問の方をいただきました。 

 5,000万円の繰り戻しの関係でございますが、28年度当初、７月診療までの段階に

おきましては、医療費の方は相当多く伸びておったという状況がございました。そ

れ以後、医療費の方につきまして、ちょっと落ちついた状態というふうになってい

るのが現状でございます。5,000万円の繰り戻しにつきましては、12月補正でさせて

いただいたところでございます。前期高齢者交付金というものがございます。これ

につきましては、65歳から75歳の方に対する交付金でございまして、前期高齢者の

偏在による保険者間の負担の調整をするということでございまして、これが12月に

ちょっと大きく補正の方をさせていただいたということに伴いまして、この３月補

正で5,000万の繰り戻しができたという状況でございます。 

 また、ご存じのように、平成30年度から、財政運営の方を県の方が担うというよ

うなことになっていくわけですが、その辺踏まえて、保険税の方がどうなっていく

んだという、このような質問をいただいたわけでございます。これにつきましては、

県と市町で構成します国保運営方針等検討協議会の方で、検討の方も現在も進めて

おる状況でございます。細部につきましては、部会の方で検討の方をさせていただ

いておるということで、大きく２つほど今現在進めておりますのが、県におきまし

ては、国保運営方針を決定していかなければならないということがございまして、

この辺につきましては、昨年県の方で国保運営協議会が組織されました。３月開催

の県の運営協議会で、案の決定をされます。その後、５月ごろよりパブリックコメ

ント等を実施され、広く意見を聞く中で議論を深めて、８月から９月に県の国保運

営方針の決定なり公表というスケジュールとなってございます。関係します大きな

ものとしまして、交付金標準保険料率の算定というものが県の方でされるわけです

けれども、これにつきましては、県が導入されます納付金等算定システムによる試

算を、引き続き行っていくということでございまして、28年度の所得が確定しまし
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たら、試算の方に入られるということになってございます。これにつきましては、

８月ごろに試算をし、11月ごろに本算定という予定をされておるところでございま

して、日野の方で保険税の方をどうするんやということにつきましては、早くて８

月ごろからしか、本格的にどうなるのか見込めないという状況ではございます。し

かしながら、税的にどうなるんやというふうにつきましては、日野町の場合、上が

り下がりはありましたものの、平成21年度から26年で比べますと、15パーセントほ

ど医療費が伸びてございます。同じく、県の方も見ますと、15パーセントほど伸び

ておるということでございまして、その間、先に平成23年度に5,000万を投入いただ

き、それまでの間、運営の方をやってきまして、27年度にまた5,000万の方を入れて

いただき、交付金等の増もございまして、取り崩すことなく、この補正で繰り戻せ

たという状況でございました。29年度につきましても、取り崩しすることなく予算

の方は組めたという状況ではございますが、今後どのようになっていくのかという

分につきまして、先ほど言いましたように、医療費の方につきましては、上がって

おる部分について、保険料の方は正直上がっておらない状況にあるかと思われます。

そういうこともございまして、はっきりとは申せませんが、下がることは恐らくな

いのではないか。新聞紙上によりますと、上がるのは５町で上がって、日野町も下

がる方に書かれておったのですが、あれはちょっと比べる基準が若干違うておりま

すので、定かなことは申せないという状況でございます。所得が確定しまして、８

月の試算をされるときに初めて、どうなるんやというふうに見て行かなければなり

ませんし、課題といたしましては、県の方につきましては、税の徴収方法でござい

ますが、３方式でやっていくというふうになりましたので、日野町におきましては、

今現在資産割を入れた形の４方式でやっております。この資産割を徐々に外してい

く動きは、当然取らなければならないというところにつきましては、今現在明らか

になっておるところかなということでございますので、この30年度に向けての国保

につきまして、今後タイトな日程で進めていかなければならないということでござ

いますので、また議員各位のご協力のほどをよろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 對中議員より、議第18号、平成29年度日野町一般会計予算

の関係でご質問をいただいております。 

 地域おこし協力隊を、新たに募集するという内容でございます。議員おっしゃら

れましたように、北山茶の振興についてということでございますけれども、現在、

北山茶の造成を始めて、生産を始めたころが昭和50年代の前半というような時期で

ございますけれども、その当時は、お茶については非常に消費があったというとこ

ろでございますけれども、現在は本当に消費が少なくなってきた。それから生産者

の高齢化によって、荒廃が進んでいるという現状でございます。現在、北山地区で
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北山茶の生産をされている日野町の農家さんは、１名でございます。約６ヘクほど

つくられているのみとなったところでございます。 

 県内のお茶につきましては、面積でいきますと、土山茶、朝宮、それから北山、

政所というような順になるんですが、価格でいきますと、政所が１番で、朝宮、土

山、それから北山と。北山茶につきましては、どちらかといいますと、土山茶に供

給しているような内容となっているというところでございます。 

 それと大手では、飲料メーカーさんがお茶をつくられているんですけれども、ペ

ットボトルによるお茶が相当普及しているんですが、最近の技術革新で、抽出され

るお茶の技術が非常に進んだということで、面積が不要になってきたということで、

実は北山茶にも土山の方から大手飲料メーカーを通じた生産茶ということで、入植、

来ていただいていたんですけれども、それも面積が必要でなくなったということで、

お返しされているような状況で、荒廃がさらに進むのではないかなというような状

況でございます。 

 毎年生産にかかわる振興ということで、北山茶生産組合がございますので、町か

ら助成等させていただいて、生産技術を高めていただくことをしているわけですけ

れども、今年度におきましては、県のブランド力向上についての助成を受けまして、

ティーパックの試作とか紅茶にしたりして、いろんな販売戦略をできないかという

ことで、試作品を今つくったというところでございます。 

 そういった現状ではございますけれども、協力隊を募集して振興を図っていこう

というふうに思っておりますが、できれば北山茶に限定しないで、日野のお茶とい

う形で振興を図っていただけたらというふうに思っております。現在１名の生産者

がおられますので、生産現場をまず知っていただくというのが１つ、ご協力をいた

だきたいなと思っております。それから、販売の方では、生産もされておられます

が、満田製茶さんがございまして、そこでは海外輸出等も手がけておられるという

ことで、そういった販売にかかわる技術も学んでいただけたらというふうに、今考

えているところでございます。そういった面で、いろんな学びを得る中で、協力隊

の方のいろんな知恵を出していただいて、お茶の生産振興に結びつけていただけた

らというふうに思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 新入学準備学用品費についてでございますが、新入学時期

を迎え、大変、要保護、準要保護家庭の皆さん方におかれましては、負担が一気に

増大するということで、課題もあるということは認識しているところでございます。 

 当町におきまして、現時点での今年度予算としましては、準要保護の児童生徒に

対しまして、小学校で２万470円、17名と、中学校で２万3,550円、30人に対して予

算を予定しております。給付額につきましては、国の動向に注視して、今後対応し
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てまいりたいと考えます。給付の時期につきましては、通常の場合ですと学期末と

いうことになりますので、１学期ですと７月ということになりますが、新入学の準

備用品に関しましては、４月末に手続をして給付できることになっておりますので、

ただ、旧認定の分がございますので、できる限り早くするべきだという意味では、

議論をしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） また各委員会でされますので、いろいろ言いませんけれども、

例えば、あえてこれを言ってもらうんでしたらお願いしたいんですけれども、先ほ

ど教育委員会の要保護の関係で、入学準備金の方で、４月以降に申請をして、結果

的に６月、７月ぐらいに支給されているということで、本来であれば２月、３月に

支給して、そして新入学に間に合わせるというのが基本で、前倒しをできるんだな

と、すべきだなということを私は思っておりますので、そういうような具体的なや

り方に持っていくことが、必要かなということを考えます。 

 どういう形でそれを認定するんかという、はっきりさせるのは、全国的にもそれ

をやられている例もありますので、ぜひ、そういう立場で私も望んでおりますし、

もし教育委員会のお考えがありましたらお願いしたいなという、それだけ思います。 

 あとの点については、いろいろありますけれども割愛させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） ただいまご提案いただきました時期の問題につきましては、

現時点では、そういう認識をして、議論をしているところでありますが、全国的な

具体的な手続については、まだ調査研究できておりませんので、その点について留

意しながら進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 12番、池元法子君。 

12番（池元法子君） それでは何点か質疑をさせていただきます。 

 まず、議第６号、日野町職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。定数問題については、今、對中議員が質問されたので、私はちょっと言葉

のことについてをお尋ねいたします。 

 兼任と併任という言葉を用いられておられますけれども、この言葉の意味から見

ますと、かけ持つこと、他とともに用いる、同じような意味なんですけれども、こ

の区別を、日野町としてどのように使い分けられているのかをお尋ねいたします。 

 次に、議第11号、一般会計補正予算（第３号）についての37ページ、民生費、保

育所費のわらべ保育園運営事業で2,016万6,000円の減額についての理由をお尋ねい

たします。 

 次に、平成29年度当初予算の主要施策の概要からお尋ねをいたします。 
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 ３ページの民生費福祉医療給付費の県単独福祉医療費助成事業で1,512万8,000円

の増、町単独福祉医療費助成事業で70万7,000円増の、この要因説明をお願いいたし

ます。 

 続いて、４ページ国民健康保険特別会計の保険給付費の一般被保険者療養給付費

の2,400万の増と、保険給付費の一般被保険者高額療養費の2,400万円の増、これは

退職被保険者等療養給付費の4,800万の減や、また療養費48万円の減との関係かと思

いますが、説明をお願いいたします。 

 続いて、６ページ民生費社会福祉総務費の臨時福祉給付金等給付事業の事業費は、

１人3,000円から１人１万5,000円に引き上げられたとの説明でありましたが、対象

者は何人になるのでしょうか。また、いつ支給をされるのでしょうか、お尋ねいた

します。 

 次に、17ページ教育費幼稚園費の幼稚園管理運営事業についてお尋ねいたします。

今年度より、西大路幼稚園の３歳児保育の開始と、保育所待機児童の解消を図るた

めに、必佐幼稚園において緊急預かり保育を実施するとの説明がされています。預

かり保育を希望されている西大路幼稚園ではなく、なぜ必佐幼稚園で預かり保育を

されるようになったのかの理由と、また条件等をお聞きいたします。また、このこ

とで何人がこの預かり保育の入所予定がされ、実質、今年何人利用するのか。また、

これで日野の待機児童がどれだけ解消され、また残ったのかをお尋ねいたします。 

 最後に、18ページ教育費学校給食費の賄い材料費8,906万8,000円について。これ

が給食費として父兄より徴収されるものと思いますが、このうち、準要保護世帯等

免除されているなど、町費で賄う分はどのくらいあるのでしょうか。また、小学校、

中学校の現在の滞納状況はいかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 12番、池元法子君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（髙橋正一君） 池元議員から、定数条例の改正に伴う質疑をいただきまし

た。 

 現行の条例と改正案の条例の中で、各部局間にまたがるところの兼任と、新たに

改正します条例のところで、併任と書いているところの違いはどうかというご質疑

でございました。 

 一般的に兼任と併任というのは、語句としてはそう大差はないということになっ

てございます。日野町では、一般的にほかの市町もそうでございますけれども、現

在までの運用といたしまして、同じ任命権者の範囲内、町長部局の中で、建設課と

農林課で同じ１名が２つの仕事をするという場合は、兼任というふうにあらわして

まいりましたし、任命権者が違うところ、教育委員会と町長部局で、それぞれ同じ

者が２種類の仕事をする場合には、併任ということで取り扱いをしてきたというこ



2-27 

とがございまして、今回、定数条例の改正にあわせまして、部局が違うところ、任

命権者が違うところについては、併任ということで統一をさせていただいたという

ことでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（宇田達夫君） ただいま池元議員の方から、まず、議第11号、日野町一般

会計補正予算についてご質問をいただきました。 

 わらべ保育園の運営費の、2,016万6,000円の減額ということでございます。保育

所の運営費であります入所運営事業負担金につきまして、まず1,176万6,000円の減

額でございますが、これにつきましては、平成28年度の当初予算の算定時において、

定員の120パーセントで、特に単価の高い低年齢児が最大入所している状態を仮定し

予算化がされておりまして、これにつきましては、現状にあわせて清算をさせてい

ただいたものでございます。 

 また、補助金につきましても840万円の減額になっておりますが、これは障がい児

の加配に対する補助の減額でございますが、これも最大の数で見ておりましたもの

を、現状にあわせて減額をさせていただくものでございます。 

 また、一般会計当初予算につきまして、臨時福祉給付金につきましてご質問をい

ただきました。臨時福祉給付金につきまして、対象者は3,600名を予定しております。

給付の時期につきましては、６月ころというふうな予定をしているところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） ただいま福祉医療費の関係につきまして、新年度予算につ

いて質問の方をいただきました。 

 まず、県単独福祉医療費助成事業でございますが、これにつきましては、28年度

より乳幼児の自己負担部分は、県事業へ移行をいたしました。その関係で予算の方

を増としておりますし、また低所得者老人にかかる福祉医療費の方が増額というふ

うなことで、実績による見込みを立てまして、予算の方を立てさせていただいてお

ります。 

 町単独福祉医療費助成でございますが、これにつきましては、今申し上げました

乳幼児にかかる部分につきまして県の方へ移行をし、また、中学生の医療費につき

まして、４ヵ月分、28年度については計上しておったところではございますが、29

年度につきましては、１年分の見込みということでの計上の方をさせていただいた

ものということでございます。 

 それと、国保の特別会計で、一般被保険者療養給付費と退職被保険者等療養給付

費の関係はどうなっているんだということかと思います。平成27年度より、退職被

保険者の新たな加入者はなくなりました。退職被保険者は、65歳になられると一般
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被保険者へ移られることになります。このことから、毎年退職被保険者は少なくな

ってまいります。対象者の人数につきましては、平成28年３月末で一般被保険者

4,771人、退職被保険者278人でございました。平成28年12月末では、一般被保険者

が4,774人、退職被保険者181人となり、退職者の対象の減少にあわせ、給付費の見

直しを行ったものでございます。一般で増額、退職で減額としてございます。全体

で被保険者数は減少もしております。一般と退職を合計しますと2,400万円の減とい

うことで、これにつきましては全体の人数が減っておるということになりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 必佐幼稚園の預かり保育についてでございますが、待機児

解消につきましては、ここ数年の課題となっているということで、今年度において

は、待機児解消を達成しなきゃいけないということで、幼稚園の方につきましても、

そのための対応をしたいということで、昨年の議会におきましても、そのような方

向でのお答えをさせていただいたところであります。 

 福祉課の方から聞きましたところ、対応すべき幼児数、３歳児については９名、

４歳児については12名が、定数の中でどうしても困難だということをお聞きしてお

りました。そういった中で、緊急預かりの方針を12月に定め、対応方向を決めてき

たわけでございますが、まず、その条件としましては、保育所待機児童解消のため

の緊急対応であるということを前提としております。既に幼稚園の募集、保育所の

募集というのは、一定の条件のもとで行ってきたわけでございますので、それを基

本としつつ、緊急対応するということであります。 

 そしてもう１点は、日野幼稚園につきましても預かり保育をしておりますが、短

時間の分ということでありますので、若干そこの部分とはニーズも異なるというこ

とで、あくまで保育所に準じた預かり保育とするということでの対応と考えてまい

りました。 

 それと、緊急時対応の預かり保育ということになりますから、保護者、子どもに

とってメリットを感じていただけることということで、保育料負担や就学に向けた

学習集団の形成等に対応できる世帯を対象に、調整していこうということでの条件

でございます。 

 次に、必佐幼稚園で、なぜ行うのかということでありますが、現時点におきまし

て、必佐幼稚園につきましては、６クラスあるうちの３クラスが空き教室という状

況でございました。ということで、３クラスの空きがあるということで、十分な対

応が可能ということと、なおかつ、教室から離れたところで午睡室として確保でき

る部屋もあるということで、合理的に判断しまして、対応できるということで必佐

と決めさせていただきました。 
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 そういった中で、現時点におきましては、対応する幼児数は３歳児で２名、４歳

児で３名という状況になってございます。３歳児につきましては、20名ずつのクラ

スとなりますので、１クラス増加するという形になります。４歳児については現有

の１クラスで対応することになります。 

 次に、学校給食費の賄い部分でございますが、準要保護による給食費の分は、ど

れぐらいあるかということでありますが、小学生につきましては427万6,800円、中

学生につきましては371万2,500円を準要保護として見込んでございます。要保護に

つきましては、生活保護費での対応となりますので、小・中合わせて50万余りとい

うことになろうかと思います。そのほか特別支援教育、就学奨励の部分でございま

して、小学生23万7,600円、中学生19万8,400円、合計43万6,000円を見込んでござい

ます。２分の１の額ということになります。 

 次に滞納の状況でありますが、大変申しわけございません、詳細な資料を今持ち

合わせておりませんので、予算書15ページの歳入の分になりますが、分担金及び負

担金の保健体育費負担金の学校給食費負担金の過年度分というところで、99万3,000

円となってございます。この範囲の中で滞納ということで、ご理解いただければと

思います。日々、学校現場、あるいは教育委員会事務局も、滞納の回収に努めてい

るところでありますが、中学校につきましては、現年度におきまして、現時点では

ほぼ100パーセント見込めるというふうに聞いているところでございます。かなり中

学校については、優秀な状況になってございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 10番、髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） それでは、質疑を行いたいというふうに思います。 

 まず、議第３号、日野町防災センターの設置および管理に関する条例の制定につ

いて。これは先ほども東議員の方から質問があったと思うんですが、若干重複する

ところがあると思いますが、ご了承願いたいというふうに思います。 

 ３月30日には、防災センターの竣工式が行われるというようなことを聞いており

ますし、それに伴いまして、災害防止、減災へ大きく寄与されるセンターとなるよ

うに期待されるところでございますが、そこで若干お尋ねをいたします。 

 まず、これの機能ごとの面積というのは、どういう形になっているのかお聞きし

たいというふうに思います。 

 それから、今回このセンターの設置によりまして、新しく設けられる機能とか、

あるいは強化されるところ、この辺について具体的にお答えを願いたいというふう

に思います。 

 それから先ほども東議員の方からありましたが、例えば、機器の整備、こういう

ところで、ちょっと後で出てくるか分かりませんが、情報収集における監視機能と
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か、そういったものが設けられるのかどうか。あるならば、専門員を置かなきゃい

けないでしょうし、なければそういうのは結構なんですけど、そういった機能もあ

るのかどうかという観点から、専門員の部分の設置が必要なのかどうかということ

を、お聞きしたいというふうに思います。 

 それから常時ですが、そのスペースの活用は考えておられるのかどうか、ここに

ついてもお聞きしたいというふうに思います。 

 続きまして、議第11号、平成28年度日野町一般会計補正予算の道路維持補修事業

の1,480万の関連事業について、質問させていただきたいというふうに思います。今

回の大雪、豪雪に伴いまして、各地における除雪作業というのは、非常に大変だっ

たというふうに思っておりますし、また、道路の除雪につきましては、建設工業会

の方々に非常にお世話になったというふうな形で、感謝をいたしているところでご

ざいますが、以下についてご質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 日野町管内における除雪管理の延長距離ですが、国道、県道、町道、おのおのを

何キロぐらいの管理をされているのか、ここについて１点目をお聞きしたいと思い

ます。 

 それから、国道、県道、町道、管理は各自治体というふうに思っておりますが、

連携はされているのかどうか、ここについてもお聞きしたいというふうに思います。 

 それから、除雪作業は、日野町ですと建設工業会の方へ委託されているというこ

とですが、そこによる業者選定、ならびに除雪区間の担当業者はどこかというよう

な形のものについては、日野町として指定されているのか、あるいは把握はされて

いるのか、この辺についてお聞きしたいというふうに思います。 

 それから、除雪作業の出動の時期なんですが、どのような状況のもとに、誰がど

のように発信をするのか、そこについてもお聞きしたいというふうに思います。 

 それから、こういった除雪作業の費用の業者への支払いについての積算は、どの

ように計算されるのかお聞きしたいというふうに思っております。 

 それから、１月の延べ出動除雪時間はどのぐらいであったのか、把握されてるな

らばお聞かせ願いたいと、こういうふうに思います。 

 それから、大雪に対しての対策本部ですが、これは例えば台風とかというような

ことで警報発令されますと、対策本部というのが設置されたりという形になります

が、こういった大雪、豪雪に関する対策本部の設置基準というのがあるのかどうか、

これについてもお聞きしたいと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、髙橋 渉君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（髙橋正一君） 髙橋議員から、議第３号、防災センターの設置および管理

に関する条例制定に関して質疑をいただきました。 
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 まず、機能ごとの面積ということでございます。詳細な面積はちょっと持ち合わ

せてないわけでございます。申しわけないんですが、建築の面積といたしましては、

既存の別館が886平米でございましたところを、今回新たに建てますものにつきまし

ては、１階、２階、延べ面積で1,276平米ということで、延べ面積としては大きくな

ったというところでございます。 

 その中で、新たに追加した機能はどうなのか、それから強化された機能はどうな

のかということでございます。まず、新たにといいますか、強化といいますか、難

しいんですけれども、非常用食料等の備蓄については、現在、今まであった別館で

はなくて、その横に併設しています公用車の車庫であったり、そういうところに分

散して備蓄をしていたというものを、今回防災センターの中につくります２カ所の

備蓄倉庫に、まとめて収納するというところで、これは新たにといいますか、強化

がされたという機能かなというふうに思います。 

 それから、水防の資材につきましても、公用車の車庫棟の方に、一応倉庫があっ

たわけでございますけれども、それも今回防災センターのところに、新たに水防倉

庫を設置いたしますので、そこに集中をして、管理なり、また実際使うときに使い

やすい形で集中して整備するということで、機能の強化を図ったというふうに思っ

ております。 

 また、実際有事の際には、災害対策の協力関係機関の方々が来られるという、集

まっていただくということも想定がされますので、例えば消防団、消防署、自衛隊、

有事の規模にもよりますけれども、この防災センターの災害対策協力機関控室とい

うことで整備をさせていただきましたので、そこを使って災害対応にあたるという

ことで、機能強化を図ったというふうに思っております。 

 そこで、常時の防災センターのスペースの活用ということでございますけれども、

有事の際に集まっていただく、そういう機能が１つありますということと、それか

ら水防倉庫、それから非常用の備蓄倉庫としては、常時使っているということもご

ざいますが、それ以外の会議スペースにつきましては、今までの役場別館としての

機能をあわせもって使っていくということで、宿直室なり、それから会議室につい

ては、役場の会議室としても使っていく。それから、職員の食堂としても常時は使

っていくと、そういうことで考えているところでございます。 

 それから情報監視機能の強化はどうかということでございますけれども、いわゆ

る消防署にあるような、集中情報管理機能というのが集約されるというものではご

ざいません。基本的には、災害の際には、まずは役場本館の方で、３階のところで

防災本部というのを設置しようと思っています。しかし、役場本館の３階の防災本

部が使えない状況、例えば、傷んでしまって使えない、そういう状況のときには、

防災センターの方の会議室を防災本部として使っていこうと、そういう思いはござ
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いますので、そういう使い方をしていきたいというふうに考えているところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 髙橋議員の方から、除雪に対しまして、道路維持補修

事業として補正をさせていただいています、1,480万円に関連した質疑の方を受けた

ところでございます。 

 今回の雪につきましては、大変多くの雪が降りまして、日野町の業者だけでなく、

各地区の自治会さん、また自警団さん、そして有志の方の除雪があって、この対応

ができたのかというふうに、大変感謝をしているところでございます。 

 ご質問いただきました町内の除雪管理道路の状況でございます。町内にあります

国道の除雪路線といたしましては、延長といたしまして24.2キロ、県道の総延長と

しまして52.3キロでございます。また、町道の総延長でございますが、これが53.1

キロで、また東部農道の方がありますので、農道としてはまた別に7.2キロの除雪を、

町として行っているところでございます。 

 国道、県道、町道の除雪対策の中で、町が主にやっているのと、県との連携なん

でございますが、県の方も気象庁の注意報が出ますと、事務所の方に待機をされま

すので、町の方も、そこの事務所とは現地の方を確認した中で、県に除雪の要請で

あったり連絡して、もう少ししてほしいとか、そのようなことは常に連携をとりな

がら、させていただいているところでございます。 

 また、除雪作業の業者ですが、日野町の場合は、建設工業会の方と一括した契約

を締結しておりまして、その業者の除雪区間の選定等につきましては、建設工業会

の方に一任をさせていただいて、そこで除雪路線が決まっております。その中では、

22社の方が建設工業会の中に入っていただいていますので、そこで除雪を担当して

いただいているところでございます。 

 いつ除雪に入ってほしいかというそのような情報につきましては、現在日野町で

定めています雪寒対策の要綱がございまして、そこに雪寒対策実施計画書というの

がございます。そこに雪寒対策路線の雪が10センチ以上あれば、そこで除雪の方を

お願いしているところでございます。また、先ほど説明した連携という意味では、

県が除雪する前に凍結で融雪剤をまくことがあるんですが、そのことにつきまして

は、日野町のところだけ融雪剤をまけないと困りますので、県の出たタイミングで

あったり、その辺のところでも、融雪剤の方の散布については連絡を取り合いなが

ら、させている状況になっております。 

 除雪費用の積算ということでございます。現在、建設工業会と、除雪費用につい

ては一括した契約をしておりますが、これにつきましては、町の雪寒対策の計画が

28年12月１日から29年３月20日までの110日間を、今回の日野町の雪寒対策計画に基
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づいた期間としています。この期間を、各業者さん22社でごさいますが、除雪用の

機械を各担当の路線の待避所に置いたり、そのようなことがございますので、１シ

ーズンの中で、待機料ということで、基本的な待機をしてもらうその費用も見込ん

でおります。そして作業をしていただきますと、当然時間あたりの単価を掛けた中

で経費を算出させていただいて、それで労務費ということでお支払いさせていただ

くことになります。この単価につきましては、滋賀県でも当然同じようなことをし

ていますので、滋賀県の単価を見ながら、その中で町が決定をさせていただいて、

各業者と委託の方をさせていただいているのが現状でございます。 

 次に、今回28年度雪寒対策の中では、去年12月から融雪剤の散布を行っておりま

すので、１月ということではございませんが、今回のシーズン、去年12月末から大

雪の降った２月13日ぐらいの中では、22業者さんの方が、延べ843時間ほど除雪の方

に作業に出ていただいておりますし、またそのときの職員の方も出ております。ま

た、職員の方につきましては、現在雪寒対策計画によりまして、建設計画課の職員

と農林課の職員が交代で、４班体制で日々順番に待機をしておりまして、その中で

注意報なりが出てきて、またその雪の状況を見ながら、職員が待機するということ

になってございます。また、今回は１月23日に大雪警報ということが発令されまし

た。この大雪警報は余り経験のないことでございましたが、これにつきましては、

総務課、町長の方に連絡を取りながら、体制といたしましては、建設計画課の職員

全員が事務所で待機しながら、雪の状況を日々時間的にパトロールしながら確認を

行った中で、大雪の体制にあたったというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 何点か確認だけさせていただきたいと思います。 

 防災センターの本部設置に関する位置づけなんですけど、先ほど、３階にという

発言があったんですけど、センターとの関連性はどういう形になるのかということ、

ここの部分をちょっとお聞かせ願いたいなというふうに思います。 

 それから、先ほどのスクリーンの問題が出ておりましたように、研修室としての

機能は持たれるのかどうか。一般公開も含めて、そういった機能を持たれようとし

ているのかどうか、ここについてもお聞かせいただきたいと、こういうふうに思い

ます。 

 それから除雪関係なんですけど、ちょうど今53.1キロというような、除雪におけ

る管理延長の発言があったんですけど、これは町道の何パーセントになるのか、お

聞かせいただきたいというふうに思います。 

 それからまた委員会で、少しお聞きしたいと思いますが、その前に確認しておき

たいんですけど、この10年間ぐらいで、国道は変動はないと思うんですが、県道、

町道における、先ほど述べ延長数を報告していただきましたが、変化はどのような



2-34 

形になっているのか、ひとつそれも後ほどまたお聞きしたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 髙橋議員から、再度質疑をいただきました。 

 まず、防災本部機能の想定ということでございますけれども、先ほど３階と申し

ましたのは、役場の本館３階のことで、そこが通常災害対策本部なり警戒本部とい

うことで、使わせてもらっているところでございます。今後も、基本的にはその役

場３階のところの会議室が防災本部ということで、当てていくということでござい

ますが、そこの機能が使えなくなった場合ですとか、そこの機能だけで十分広さが

賄えない場合に防災センターの、先ほど申し上げました関係機関控室等ですとか、

そういうところも活用していくことを想定するところでございます。 

 それから研修機能としての考え方はどうかということでございますけれども、そ

このスクリーンも設置をさせていただいたということもございますし、町で現状を

考えてございますのは、防災士さんですとか消防団さんですとか、日赤奉仕団さん

ですとか、防災、減災に関係のある団体の皆さんとの会議ですとか、そういうとき

には、研修機能も兼ねて、そういうスクリーンも使って会議なり研修をしていく方

向でやっていきたいなというふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 髙橋議員より再質問いただきました。 

 町道の除雪延長、53.1キロに対する全体的な道路とのパーセントでございますが、

21パーセントほどの延長になってこようかと思います。 

 そして10年ぐらいの間の変化というところでございますが、除雪路線としては、

これは感覚で申しわけないんですが、増えているのかなというふうに思っておりま

すし、また、融雪剤をまく路線も当時はなかったのが、徐々に増えているのかなと

いうふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） また委員会の方で質問をさせていただきますので、これで終わ

らせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 私から、いくつも考えはしたんですが、１点について質疑をさ

せていただきます。 

 議第18号、平成29年度日野町一般会計予算でございます。事項別明細書75ページ、

第６款農林水産業費、この農業振興費であります。有害鳥獣駆除事業の中で、今年

度も昨年度に引き続き、日本猿の群れを減少させる取り組みとして、個体数調整事
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業を実施するほか、新たに集落ぐるみで取り組む獣害対策に対して支援を行うとあ

ります。これに先立ち、新年度の個体数調整事業は、どの地域で実施をされようと

しているのかをお伺いいたします。 

 また、これは28年度に南比都佐地区の大字上迫地域に、大型囲いわなを設置して、

日野Ｇ群の175頭とされる構成頭数のうち、105頭を捕獲するとして実施されたと思

っております。捕獲時期はその２月、３月というふうに予定されていたと思うんで

すが、予定どおり捕獲はできたのでしょうか、お尋ねいたします。 

 また、業務委託につきましては、今の28年度と同じ業者で委託をされようとして

いるのかお伺いいたします。 

 次に、新たに集落ぐるみで取り組む獣害対策に対して、支援を行うということで

ございますが、これは具体的にどういうことをすれば補助をするというのか、この

点についてお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。農林

課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 冨田議員より、議第18号、29年度一般会計予算につきまし

て３点ほどご質問いただきました。 

 １つは、日本猿の個体数調整を、新年度も行う予定としておる点でございます。

まだ、場所は決定しているわけではございません。昨年11月に、各集落の区長さん、

また農業組合長さんに、猿の被害状況の調査をさせていただいております。そうい

った結果を見て、被害のレベルを確認します。まず、そうでないと特定できないと

いうのが１点ございます。それと、さらに実施するにあたっては、もう少し詳しい

調査をしていかないと、場所が決定できないというところでございます。 

 それから、本年度取り組んでおります、上迫での個体数調整でございます。捕獲

の時期が２月、３月というふうに言っておったわけでございますけれども、今回の

大雪によりまして、おりを設置しながら餌づけをしていくという手法で取り組んで

おりましたもので、おりの設置が雪の関係で少しおくれてきたという部分もござま

して、まだ捕獲には至っておりません。ただ、今、その餌づけをしておるところに

おきましては、30頭から40頭は常時来ておりまして、もう数日のうちに１回目の捕

獲をするという予定でおるところでございます。 

 それから、現在委託させていただいている業者につきましては、特異な業務です

ので、全国にもこの１社しかないわけですけれども、次年度につきましては、まだ

未定ということでございます。 

 それから新年度、集落ぐるみの獣害対策事業につきまして予定をしておりますが、

今回、南比都佐で猿の個体数調整をするにあたりまして、各集落に入らせていただ

いて、全て被害状況の調査を、集落の皆さんと現地を歩いて確認させていただき、
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それから被害を誘引している原因は何か、例えば、野菜はつくっているけれども囲

いがされていないとか、柿の木がとらないのに植えてあるとか、そういった誘引物

は何かというような点検をさせていただきました。そういった点検作業に基づいて、

それじゃ、うちの集落ではどんな対策が必要かという計画づくりをしていただいて

おります。そういったことから、まずは他集落、日野町全域に取り組みたいという

ふうにおっしゃる集落さんには、まずはそういった点検業務から入っていただいて、

何が集落で必要かというところから、ともに町と県とあわせて考えていく予定でお

ります。それを終えていただいて、それじゃ、実施する対策は何か、フェンスなの

か電柵なのか、それとも威嚇する道具なのかというところで、町の単独補助２分の

１、または３分の１の助成をさせていただこうという内容でございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 今年は天候の状況でおくれているということですが、結局何も

減っていないなということが実感ですし、さかんに、この前の雪の後にも、やはり

猿は来ていましたので、どうなったのかなということでお聞きしました。 

 この捕獲の、今30から40ほど群れが来ているということですが、今月から４月に

もかかるんでしょうか。 

 そして、説明のときにも聞きましたが、一度に大型囲いわなで105頭はとれない。

とれるわけがないと思いましたので聞いたところ、餌づけをして、２回、３回に分

けてでも、この予定を捕獲するというふうに聞いておりましたが、その考えでいい

のかどうか。 

 それと業者につきましては、野生動物保護管理事務所が、これは確かに特殊な業

者さんだろうと思いますので、この人の成果をお聞きしたかったんですが、まだち

ょっと分からないということでございます。 

 そして、この集落ぐるみの取り組みでございますが、追い払いも大事だというこ

とで、平素は町からロケット花火を、無料で配付されて、うちの集落でも数人の方

が花火を上げてもらって追い払いをしてもらっているんですが、皆さんご存じだと

思いますが、ほとんど効き目はありませんので、パチンコとか、あるいは電動ガン

への補助はできないものかどうかも教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 何点か再質問いただきました。 

 今、捕獲にあたっておりますけれども、まだ捕獲には至っていないんですけれど

も、３月末には一旦は終了させていただいて、捕獲できた頭数によって、委託料の

再精算をさせていただく予定でおります。 

 それから新年度の事業でございますけれども、ハード的な部分につきましては、

先ほどちょっと言いましたフェンス、または電柵がございます。それからもうちょ
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っとソフト的な面で、花火にかわる、もっと集落でいいものを使おうということで

あれば、パチンコでも、そういった大きな花火とか、道具につきましても、補助の

対象にしていこうというふうに思っております。 

 ただ、そこは集落の中で、組織ぐるみで、集落ぐるみで取り組んでいただくとい

うのが大前提ということで、まずは道具ではなくて、集落で、どういうふうに取り

組むかという、まずそこをお決めいただいて、何が効果であるかというのをお決め

いただくというのが大前提にあるということを、ご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） もう質問はしませんが、今、課長の話では、今月末で捕獲頭数

の多少によって、いわゆる変更計画をすると、これはちょっとつらいなと思います

ので、何とか目標どおりに捕獲していただけることをお願いして終わります。 

議長（杉浦和人君） 質疑の途中ですけれども、ここで昼食のため暫時休憩をいたし

ます。再開は13時20分から再開いたします。 

－休憩 １１時４７分－ 

－再開 １３時２０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、質疑を許可いたします。質疑はございませんか。 

 ８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、いつものように質疑に参加させていただきまして、

今議会は７つの議案について、15点の質問を行わせていただきます。 

 まず、議第１号、東近江行政組合の共同処理する事務および規約の変更について、

この議案に関連いたしまして、ふるさと市町村圏計画に基づく地域振興整備事業の

事務を行ってきました東近江行政組合への市町職員の派遣について、お伺いをいた

します。 

 私が商工労働課長、企画課長、企画財政課長、総務課長の職にありましたときに

は、近江八幡市より１名、八日市市より１名、蒲生郡４町より１名、神崎郡３町よ

り１名、計４名の職員が、東近江行政組合へ派遣をされておりました。日野町から

の最初の派遣者は西沢雅裕さん、２人目が現総務政策主監の池内俊宏さんでありま

した。他市町の職員との同じ職場で事務を行う人事交流は、視野を広げられますし、

町役場に戻ってきてからも、職務に関しましての相談が親しくでき、町行政の遂行

に大いに寄与できます。以前は、東近江行政組合のほかに、滋賀県市町村職員研修

センター等へも職員の派遣がありました。私は、他市町職員との人事交流を積極的

に行うべきと考えます。この質問に対しましては、人事総括責任者である平尾副町

長と、東近江行政組合への派遣経験者である池内総務政策主監のお二人に、人事交

流についてのお考えをお伺いいたします。 
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 次に、議第２号、財産区有財産の譲与についてお伺いいたします。私は、前期15

期の議会で、地域でできることは地域でとの自律のまちづくりをみ旗に掲げられる

藤澤町政に、自分たちの町を自分たちで何とかする、これが本当の自治だと言われ

る藤澤町長に、言行不一致の行政、１つの集落のみで設置されている財産区の地元

集落への移行、地元集落にお返しすべきではないかと、四度にわたりお尋ねいたし

ました。今期になりましても、平成27年６月議会で質問をし、都合五度にわたりお

尋ねをいたしてまいりました。 

 ここで少しおさらいをいたします。平成23年６月16日の質疑では、財産区ができ

た歴史、今日までの経緯を詳しく申し上げた上で、平成３年４月２日公布施行の地

方自治法の一部を改正する法律において、集落、大字や町内会、自治会が一定の手

続のもとに法人格を取得できる規定が盛り込まれ、団体名で不動産などを登記でき

るようになっていますことから、一集落のみで管理されている財産区は、できる限

り地元集落にお返しすべきではと、藤澤町長と地縁団体に詳しい岡村副町長にお尋

ねをいたしました。平成23年９月15日の質疑では、６月定例会以降、中之郷区と清

田区に対しまして、地縁団体設立のＰＲをどのようにされたのか、６月議会で、Ｐ

Ｒをしていくことが必要と答弁された岡村副町長にお尋ねをいたしました。最初の

質問から１年後の平成24年６月13日の質疑では、行政改革の面から、町が財産区を

今なお設置している必要性を、行政改革担当課長の当時の髙橋企画振興課長にお尋

ねいたしました。四度目は、最初の質問から２年９ヵ月後の平成26年３月12日の質

疑で、どのような職員で、どのような検討をなされたのか、また何年何月何日に集

落の誰にどのようなＰＲを行われたのか、今日までの庁舎検討経緯、地元集落との

折衝経緯を、平尾副町長にお尋ねいたしました。五度目は、今期の議員もご存じの

とおり、一昨年平成27年６月15日の質疑で、平成26年３月議会以降の地元集落、中

之郷と清田区との協議結果等７点について、町長と池内総務課長にお尋ねをいたし

ました。最初の質問から６年近くたちまして、ようやく中之郷財産区が解消される

運びとなりました。今日まで中之郷区との協議にあたってこられました総務課長で

ありました池内総務政策主監、髙橋総務課長、担当参事でありました藤澤農林課長、

そして現担当者、ならびに中之郷財産区事務局の澤村日野町社会福祉協議会事務局

長のご尽力をたたえ、大いに評価するものであります。ご苦労さまでございました。 

 この結果、一集落のみで管理されている財産区は、清田財産区のみとなります。

平成27年６月15日の質疑で、事務局でございますが、清田財産区につきましては総

務課の藤澤参事がしておると、このように池内総務課長は答弁されました。また、

藤澤町長は、引き続き町としてこういう制度があることについては、ＰＲといいま

すか、お話をしていきたい、このように思っておりますと答弁されました。 

 そこで、清田財産区事務局担当者の藤澤農林課長にお伺いいたします。一集落の
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みで管理されている財産区は、清田財産区のみとなりますが、中之郷区との協議に

担当参事としてあたられた貴重な経験を踏まえまして、清田財産区事務担当者とし

ての役割について、どう思っておられるのかお伺いいたします。 

 次に、議第６号、日野町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、お

伺いいたします。今回の改正は、町長部局の職員定数150名を165名に、水道事業の

職員定数８名を５名に、教育委員会事務局の職員定数94名を57名にと、議会事務局

の職員定数３名はそのままにし、総定数255名を230名に改めるとともに、従前は定

数内でありました育児休業者を、定数外とする改正であります。３月１日の議会議

員全員協議会での総務課長の説明では、心理士等の福祉関係の専門職員、認定こど

も園開設による保育士の増等による改正であるとのことでありました。また、先ほ

どの對中議員の質問でも、専門職が増えていると、こういうご答弁でございました。

しかし、まだわずかに１年半しかたっていません平成27年９月議会に出されました

監査委員さんからの、平成26年度日野町各会計決算審査意見書の中においては、職

員定数については、平成18年３月に策定された日野町行政改革実施計画により、平

成22年度の職員数を207人に設定されて以降、中学校給食の開始や専門的職種の採用

により、平成27年４月１日現在の職員数は、出向者を含め214名であると。職員数の

増をいかがなものかと指摘されています。要するに、１年半前に監査委員さんは、

職員数を207人以内にしなさいと注意指導をされています。そこで、平成27年９月14

日の質疑で、私は、日野町は市町村合併を行いませんでした。市町村合併の効果の

１つとして、専門的知識を持った職員の採用、増強が可能になることがあります。

日野町は市町村合併を行いませんでしたが、専門的職種の採用は必要であり、採用

されております。このことにより、当然職員数が増となります。そこで、せめて市

町村合併を行わなかったからには、技能労務職やコア部分でない企業職、いわゆる

現業職は民間に委託すべきではないかとただしております。市町村合併についての

私の考え方は、町長と真逆であります。私は、市町村合併は小規模町村が、仕事が

多過ぎて担い切れないから、行政サービス水準を維持していくために、やむを得ず

行わねばならないものであると、今でも理解をいたしております。 

 そこでお伺いをいたします。まだわずかに１年半しかたっていません。平成27年

９月の監査委員さんの指摘を完全に無視した今回の改正について、町長が策定され

た日野町行政改革実施計画に自ら背く改正について、また、市町村合併せず、自律

のまちづくりを歩まれる藤澤町政らしからぬ改正について、誰もが納得できる答弁

を、人事総括者である平尾副町長に求めます。 

 次に、議第７号、特別職の職員で非常勤の者の報酬および費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてお伺いをいたします。今回の改正は、地区公

民館長の報酬額を、月額３万8,000円から５万円に改正するものであります。そこで
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お伺いをいたします。滋賀県内６町と近隣市であります東近江市、近江八幡市、甲

賀市の３市の地区公民館長の報酬月額をお伺いいたします。 

 次に、議第11号、平成28年度日野町一般会計補正予算（第３号）と、議第18号、

平成29年度日野町一般会計予算に関しましてお伺いいたします。補正予算では、歳

入第16款財産収入・第１項財産運用収入、第２目利子及び配当金を68万2,000円減額

し200万1,000円に、第20款諸収入・第２項預金利子・第１目預金利子を20万円減額

し10万円に、平成29年度当初予算の歳入利子及び配当金は、前年度102万1,000円減

の166万2,000円を、預金利子では前年度20万円減の10万円を計上されました。滋賀

県町村議会議長会の財産に関する調書には、大口定期預金利率は0.035パーセント、

定期預金利率は0.025パーセントと0.03パーセントと記されており、0.025パーセン

トから0.035パーセントの範囲で運用されております。そこで会計管理者にお伺いい

たします。定期預金は、金融機関からの預け入れ利率の入札を行っておられると考

えますが、平成28年度の利率が一番高かったのは何パーセントであったのかと、平

成29年度の予定されている利率をお伺いいたします。 

 次に、議第11号、平成28年度日野町一般会計補正予算（第３号）についてお伺い

いたします。１点目、歳入第16款財産収入・第２項財産売払収入・第２目不動産売

払収入・第１節土地売払収入・説明の法定外公共物売払収入について、地先と面積

をお伺いいたします。２点目、第２条繰越明許費・第２表繰越明許費・第10款教育

費・第２項幼稚園費、事業名認定こども園整備事業の1,818万6,000円と、歳出第10

款教育費・第２項幼稚園費・第１目幼稚園費、説明の幼稚園管理運営事業の工事請

負費1,770万円との関連と金額の相違について、分かりやすく説明願います。３点目、

歳出第10款教育費・第４項中学校費・第１目学校管理費、説明の中学校管理運営事

業の工事請負費9,060万円に関連してお伺いいたします。中学校グラウンド内にテニ

スコートを設置されますが、グラウンド内のどの位置に設置をなされるのか。また、

松尾公園のテニスコートを、今後どのような公園にされる予定なのかお伺いいたし

ます。 

 次に、議第18号、平成29年度日野町一般会計予算についてお伺いいたします。 

 １点目、３月１日の議会議員全員協議会での総務課長の説明では、普通地方交付

税については町税の増収が見込まれることから、基準財政収入額の増加要素があり、

２億5,000万円の減額を見込んでいるとのことでありましたが、この説明からすれば、

普通地方交付税における町税の基準財政収入額は、本来の町税の75パーセントであ

りますので、計算上は100割る75掛ける２億5,000万円で、３億3,330万円余りの町税

が増額とならねばなりませんが、予算計上された町税の増額は、約7,850万円でしか

ありません。町税の伸びを低く抑えられたのか、それとも普通地方交付税の減額を

多めに見込まれたのかと考えますが、このことについてお伺いいたします。 
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 ２点目、歳出第１款議会費・第１項議会費・第１目議会費・説明の議会運営事業

の共済費12万8,000円と賃金81万8,000円についてお伺いいたします。この金額は、

議会事務局に臨時職員を雇用するための経費と考えますが、雇用日数と職務内容を

お伺いいたします。これは総務課長にお願いいたします。 

 ３点目、予算説明書71ページ、中部清掃組合負担金に関しましてお伺いいたしま

す。近江八幡市の中部清掃組合からの脱退により、日野町の経常経費負担金が、平

成28年度の9,829万6,000円より１億1,199万9,000円と、1,370万3,000円も増えるこ

ととなりました。昨年９月議会、９月15日の２つ目の一般質問において、中部清掃

組合についてお伺いいたしました。そのときに、焼却ごみの搬入範囲の変更を提言

させていただきました。町長は、中部清掃組合の管理者であります。管理者会で、

また担当課長会で検討をされているのかどうかお伺いいたします。 

 ４点目、予算説明書83ページ、小規模企業者小口簡易資金貸付事業に関しまして

お伺いいたします。私は、昭和の時代に商工労働係長として３年間、平成１桁の時

代には商工労働課長として、平成10年代には産業建設主監として、小規模企業者小

口簡易資金貸付事業に携わっておりました。昭和の時代は、年に二千数百万円もの

貸し付けを行っておりました。今日では10分の１以下、200万円にも満たない貸し付

けとなってしまいました。これは国や県の融資条件の方が優位となったことにより

ます。このことからすれば、町の役割が終局を迎えているのかなと考えますが、担

当課長のお考えをお伺いいたします。 

 ５点目、予算説明書91ページ、消防団運営事業の備品購入費510万円についてお伺

いいたします。この経費は、昨年６月議会、６月15日の質疑で私が強く求めました

消防団指令車の買いかえ経費等であります。予算計上となり喜んでおります。そこ

でお伺いいたします。昨年６月議会で申し述べましたとおり、昨年の第３分団配備

車両の更新から、消防ポンプ車であってもオートマチック車となりましたことから、

当然更新されます消防指令車は、ハンドル操作が容易な四輪駆動でオートマチック

車となるものと思っておりますが、町のお考えをお伺いいたします。 

 ６点目、予算説明書113ページ、一時借入金利子32万9,000円についてお伺いいた

します。昨年９月議会、９月14日の私の資金管理についての質疑に対しましての答

弁は、財政調整基金により資金枯渇時の一時借り入れをしており、一時借入金利子

は発生していないとのことでありました。そこでお伺いいたします。なぜ今必要と

ならない一時金利子を計上されたのか。また、この32万9,000円の根拠についてお伺

いいたします。 

 最後に議第22号、平成29年度日野町農業集落排水事業特別会計予算についてお伺

いいたします。予算説明書200ページからの給与費明細書について、前年度と比較し

て著しく異なります点についてお伺いいたします。職員数は、前年度も今年度も同
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じ１人、年齢も37歳２ヵ月と37歳11ヵ月でほとんど同じ。職責も、行政職主任主査

クラスで同じ。それなのに、給与費の合計額は、前年度の437万7,000円から、今年

度には倍額に近い810万4,000円と急増しております。私には理解不能でありますの

で、納得できる分かりやすい説明を求めます。 

 以上７議案、15点についての質問について、明解な答弁を当局に求めます。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

主監。 

総務政策主監（池内俊宏君） ただいま議第１号、東近江行政組合の共同処理する事

務および規約の変更についてに関連いたしまして、他市町職員との人事交流につき

まして、ご質問を頂戴いたしました。 

 ただいま蒲生議員がおっしゃっていただきましたとおり、私も２年間、東近江行

政組合に派遣をさせていただきまして、当時同様に派遣されておられました滋賀県

の職員さん、東近江市、八日市市、安土町、能登川町、また行政組合の職員の皆さ

んとともに仕事をさせていただきました。最初は、業務を行う中で、個々の行政事

務に対する取り扱いの習慣が、日野町での取り扱いと異なる部分もございまして、

とまどいもございましたけれども、親しく仕事をさせていただく中で、同じ仕事を

するにいたしましても、さまざまな考えやアプローチの方法、また広域的な視点を

持つことの大切さなど、身をもって体験をさせていただきましたことは、私にとり

まして、大変貴重なことでございました。私の経験が、役場に戻りまして、日野町

にどの程度寄与できたかは分かりませんが、議員がおっしゃっていただきましたよ

うに、他団体に相談をできる職員がふえ、また視野も広がることは確かでございま

すので、他の自治体の職員とともに仕事をする機会があることは、非常によいこと

であるというふうに思っております。 

 ただ、人事交流となりますと、これまでもその時々の団体間の人事情勢の中で、

人事の事情の中で実施されてきたということでございますので、条件が整うようで

ございましたら、実施する方がよいというふうに考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 同じく人事交流につきまして、ご質問いただきました。 

 議員もおっしゃるとおり、町職員の派遣等の人事交流につきましては、職員の広

い視野と適切な識見の養成に役立つということで、私もそういうふうに思っており

ます。国・県、また市町のみならず、一部事務組合、また外郭団体、民間まで広く

人事交流がされているところでございます。人事交流には、先ほども申し上げまし

た大きな目的のほかに、技術的な習得であるとか、効率的、また機能的な業務の仕

方の習得、また課題の先進的な取り組みのノウハウの習得など、さまざまあるわけ

でございます。また、個々の職員につきましては、自分の勤める自治体の魅力、ま
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た長所については、意外と気づいていないものがございます。それが、他所から来

た目線で知るとか、そういったことで新しい魅力を発見することが想定されており

ます。また、もとの職場に戻ったときには、派遣先から持ち帰った新しい文化、ま

た発想が、地域に芽生えて根づくことも考えられるわけでございます。そういった

効果があることから、今後においても人事交流の機会がありましたら検討してまい

りたい、このように思っているところでございます。 

 続きまして、議第６号の定員管理の関係でございます。今回の職員定員条例の改

正につきましては、認定こども園を町長部局でするというふうなことで、150名を165

名に変えるというふうなことと、総定員数を255名というのは非常に多ございますの

で、31年ぶりに改正をさせていただくという提案でさせていただきました。定数の

考え方でございますけれども、議員もおっしゃられた行政改革、また集中改革プラ

ンで、大分人数を減らしてきたわけでございますけれども、やはり住民のニーズの

多様化、また専門的な知識が要るというふうなことで、臨床心理士、また社会福祉

士、また管理栄養士等の採用がたくさん増えて、一般事務は少ないということで、

これが顕著にあらわれていますのは、働き方で長時間労働が続いているというふう

なことで、これは県職員につきましても、今回の議会で定員数を10名程度上げると

いうふうなことで、残業時間、働き方を改革していこうというふうに考えられてい

るところでございます。町も、行政改革で決めた207人では、なかなかやっていけな

いというふうに考えておりますので、やはり適正な人数で実施してまいりたい、こ

のように考えておりますので、ご理解をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 蒲生議員さんの方から、議第７号、特別職の職員で非

常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てに関連しまして、滋賀県内６町、また、近隣の市であります東近江市、近江八幡

市、甲賀市の地区公民館長の報酬月額についてのご質問を頂戴いたしました。 

 まず、６町の状況でございます。多賀町、甲良町、豊郷町さんでは、公民館は町

に１館のみで、生涯学習課長さんが館長を兼務されているという状況でございます。

愛荘町さんでは、以前は公民館が愛知川学区、また秦荘学区にそれぞれありました

が、現在は愛知川学区のみとなってございます。館長は、役場職員のＯＢの方が嘱

託職員として勤務されておりまして、週４日の勤務で月額約20万円、そしてあと通

勤手当、賞与はないという状況でございます。竜王町さんにおかれましては、公民

館は町に１館だけという状況です。館長さんはフルタイムの嘱託職員で、現在は教

員のＯＢの方がされておられます。給与につきましては月額19万円、それに管理職

手当、通勤手当、賞与がつくという状況でございます。 

 あと、近隣市の状況でございます。東近江市さんでございますが、現在は公民館
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からコミュニティーセンターとなりまして、14センターございます。まちづくり協

議会へ指定管理をされていまして、館長さんの身分とか待遇等は、センターによっ

て若干異なるというふうにお聞きさせてもらいました。その中で、旧蒲生町の蒲生

コミュニティーセンターでございますが、まちづくり協議会が雇用されます常勤の

館長さんがおられまして、月額20万円、そして管理職手当２万円、そして一時金が

つくという状況でございます。近江八幡市さんでは、コミュニティーセンターとな

っていまして、11館ございます。まちづくり協議会へ指定管理となっているところ

でございます。センター長さんは、日野町とよく似た感じなんですが、地元から選

出されまして、市が委嘱する非常勤の特別職となっておられます。勤務時間の定め

はございませんが、職務内容につきましては、施設管理、書類の決裁、また災害時

の対応などとなってございます。日野町とよく似た体制と言えますが、センター長

さんの報酬月額は５万5,000円となってございます。ただ、この報酬月額の決定時期、

根拠ということにつきましては、現在不明ということでございますが、公民館から

コミュニティーセンターへ移行した際も、そのままの報酬で移行しているという状

況で聞かせていただきました。甲賀市さんは、現在も公民館という名前で活動を続

けておられます。水口と土山の地区につきましては、中央館１館と地区館が３館ご

ざいます。地区館は、公民館と市民センターの兼用の施設となってございます。地

区館の館長は、中央館の館長が兼務をされています。信楽、甲賀、甲南の公民館に

つきましては、中央館が１館のみとなっていまして、そういったところで、公民館

の館長さんは市の正規の職員さん、または再任用の職員さんが館長をされていると

いう状況です。その中で、再任用の職員の館長さんにつきましては、週４日の勤務

で係長級の給与の５分の４ということで約22万円程度となっていまして、待遇につ

きましては、正規職員に準ずるということでございました。 

 以上、蒲生議員さんのご質問の答弁となります。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 蒲生議員より、議第２号、財産区有財産の譲与についての

議案につきまして、清田財産区の事務をしております私にご質問ということでござ

いますので、若干知っている限りでお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、私が清田財産区の管理会の事務職員ということで、併任辞令をいただきま

したのは平成10年１月でございます。ちょうど日野東部地区の広域農道が、下駒月

地先から工事が始まるときでございまして、清田財産区の土地がそこへ係るという

ことがございましたので、その道路用地の売却ということで議会に提案させていた

だく関係もございまして、急遽私が辞令をいただきまして、事務等させていただい

たというのが始まりでございます。 

 議員より、以前から集落から成り立つ財産区については、自治会管理とすべきで
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ないかという、いろんな数多くのご指摘をいただている中で、町の方からも、集落

の方にいろいろ話をいただいているというところでございますけれども、私も全く

その件に関しましてかかわりを持っていなかったというわけではございませんで、

始まりはその土地の売却の際に、当時の区長さんと売却の話とあわせまして、財産

区のあり方、また地縁団体との関係について協議をした経過がございます。それが

始まりで、なかなか事が進まなかったわけですけれども、何度もいろんなアクショ

ンをしていただいている中で、平成26年に１年間通じまして、字の役員の中で地縁

団体の設立、また財産区という話で協議をしております。その中では、まずは大字

清田区が地縁団体になっておりませんので、まずそこから始まったんですけども、

そういった中で、財産区もあわせてどうかというような議論も、一緒にさせていた

だいてはおります。ただ、そのときに財産区の権利者と大字清田の権利者の数が違

いますし、成り立ちも違うということで異論がございまして、なかなかまとまらな

かったというのがございます。以降、その都度区長さんに引き継ぎをされていた中

で、まずは大字清田を地縁団体にしてから、財産区と一緒になればいいなというこ

とで、引き継ぎを現在はされているというところでございます。 

 私としましては、今回の中之郷の財産区のように、うまく取りまとめられればと

いうふうにも思うわけでございますけれども、はじめに申し上げましたように、地

権者も多く、財産も違うということで、集落の合意がやはり大前提でございますの

で、もう少し粘り強く対応していかなあかんのかなということで、現在は思ってい

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） 会計責任者。 

会計管理者（福本喜美代君） 蒲生議員から、議第11号および議第18号につきまして、

定期の利率についてご質問いただきましたのでお答えいたします。 

 まず、今回の補正につきましては、昨年２月に導入されましたマイナス金利政策

の影響を受けまして、当初予定していた定期預金の金利が低下したことによりまし

て、減額補正を計上しております。 

 現在定期の預け入れにつきましては、入札は行わずに、指定金融機関と町内の金

融機関等に利率、借り入れのバランスを考慮しながら行っております。基金は半年

または１年の定期としております。28年度で一番高かった利率は、0.12でございま

した。29年につきましては、28年度の後半の利率を見込みしておりまして、予算計

上しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 蒲生議員から、何点かご質疑をいただきましたのでお答え

させていただきます。 

 まず１点目で、議第11号の補正予算の法定外公共物売払収入の内訳の地籍と面積
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ということでございます。これは３件ございます。１件目が大字上野田の字北代の

地先で、地籍は56平米、１つ目でございます。２件目が、大字鎌掛字原古野地先で、

地籍が143.40平米。３件目が大字蓮花寺字常古地先で、地籍が161平米で、いずれも

里道の用途廃止に伴う財産の払い下げでございます。 

 次に、議第18号の平成29年度の予算に関係いたしまして、３点ご質問をいただき

ました。 

 まず１つ目の、地方交付税と税収の関係で質疑をいただきました。地方交付税の

減額に見合うだけの、町税の増になってないのではないかという趣旨のご質問であ

ったと思います。地方交付税の予算の見込みにあたりましては、まずは日野町から

県を通じて国へ報告してございます算定資料というものに基づいて、滋賀県が試算

をしました資料を参考に、予算収入見込み額を算定して、予算を計上しているとい

うところでございます。新年度予算での交付税の減額の要因としましては、全員協

議会でも申し上げましたように、主には町税において伸びると試算されているとい

うことですが、これのほかに、県が試算する場合、法人町民税の基礎数値に平成28

年度の税収入額の清算が、平成29年度にされるということがございます。また、基

準財政需要額につきましては、日野町の人口が、平成22年から27年の国勢調査で、

1,000人ほど下がったということでございます。これについては、人口の急増補正は

ありますけれども、段階的に需要額の方が下がっていくということで、これについ

ても、交付税額については下がる方に働くと、そういうことになります。具体的な

税収入との関係でございますけれども、交付税算定における基準財政収入額は、標

準的税収入見込み額に75パーセントを乗じて計算されるということでございます。

町民税の法人税割につきまして、平成28年度末の今の予算でございますけど、税収

が、一部企業の業績の好調により大幅に増額、増税ということになりますけれども、

普通交付税の算定は、昨年７月時点ということでされているものでございまして、

この増収分が平成28年度の交付税の算定のときに含まれていません。これを翌年度

とその翌々年度に清算するということで、交付税の計算がされることになります。

平成29年度で、この清算による計算上での増額分は、約１億6,400万円が町の予算の

税金では増額になりませんが、交付税算定上は、その分が増額されて算定されると

いうことを見込んでいるものが１つございます。それと、先ほど言いました基準財

政需要額の方では、約3,500万円程度減額されるということになります。それを合わ

せまして約２億円くらいかなと思うんですけれども、あと交付税算定の予算割れが

起こらないようにということで、交付税の額について安全を少し見たということで、

今回この額を計上させていただいたというところでございます。 

 次に、同じく議第18号の、議会費の中の臨時職員の雇用にあたります予算を計上

しておりますけれども、それの雇用日数と職務内容はという質疑でございます。今
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回計上しておる額、共済費が12万8,000円で賃金が81万8,000円ということで、雇用

日数につきましては、臨時職員さんを１年間事務補助として雇用しまして、そのう

ち、定例議会等が開催される期間等を中心にして６ヵ月間、年間のうち半分の日数

の期間を、議会事務局で勤務してもらうということを想定しております。職務内容

につきましては、議会事務局、また監査委員事務局の事務全般についての事務補助

ということを想定しているものでございます。 

 次に、同じく新年度予算の消防団運営事業の中の備品購入のところで、想定して

います消防団の司令車について質問をいただきました。これにつきましては、議員

おっしゃっていただきましたように、指令車を買いかえるという予算を計上してご

ざいまして、四輪駆動車でオートマチック車ということを想定しております。ワゴ

ンタイプといいますか、そういうものなのかステーションワゴンタイプなのかにつ

いては、今後また消防団の中で詰めていきたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 議第11号、平成28年度日野町一般会計補正予算（第３号）

に関しまして、予算書６ページの第２表繰越明許費の金額と、歳出50ページ、51ペ

ージの教育費、幼稚園費の幼稚園管理運営事業での費用の分との関係でございます

が、まず、繰越明許費にあります認定こども園整備事業1,818万6,000円の内訳を申

し上げますと、予算書で申し上げますところの、幼稚園管理運営事業の役務費にあ

たります建築確認手数料が15万円。それから52、53ページの同じ事業内の委託料で

ありますが、設計管理が183万6,000円。そして第15節の工事請負費1,620万円が該当

いたします。ただ、補正予算の中では、他の費目との減額等清算がございますので、

役務費につきましては減額５万9,000円となってございますが、カーテンクリーニン

グ火災共済等の20万9,000円の減額があるため、15万との相殺となっております。 

 次に、委託料につきましては、設計管理183万6,000円でありますが、他市町への

広域入所の委託金が50万4,000円の減額になってございますので、その差となってご

ざいます。 

 それから次に工事請負費につきましては、1,620万でありますが、南比都佐幼稚園、

必佐幼稚園の３歳児保育に対応しますトイレ改修が150万円ございますので、その分

の合計という部分になってございます。 

 次に、同じく予算書54、55ページの、中学校費の中学校管理費でございますが、

中学校管理運営事業の工事請負費の9,060万円のうち、9,000万円が繰越明許の分で

ございますが、テニスコートの位置につきましては、プール側と南側の道路に面し

たグラウンド南西面ということになります。南北２方向に２列、２面ずつ、計４面

を現時点では予定しております。これによりまして、現在グラウンドで駐車場等に

なっておりますところを、有効活用したいと考えております。 
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議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 先ほどの蒲生議員さんの質疑の中で、もう１点、議第22号

の平成29年度の日野町集落排水事業特別会計の中の、給与費明細の関係で質疑をい

ただきました。 

 昨年度と今年について、職員数は同じなのに、金額的に倍増しているがどうかと

いうことでございますが、昨年度の１と職員数が上がってございます。１名という

ことなんですが、給与費としては６ヵ月分、半年分の給与を見ていたというところ

ですが、人数としては１として上げていたということでございまして、今年度につ

きましては、１年間分の給与を計上しているという、そういうことで、ちょっと見

た目どうなのかなということでございますが、そういう事情でございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 中学校のグラウンド整備等合わせた中で、松尾公園の

テニスコートの跡ということでご質問をいただきました。 

 松尾公園の整備につきましては、中学校のグラウンド整備が来年度いっぱいほど

かかりますので、それ以降の計画となってこようかと考えています。現在、具体的

な利用計画については持ってございませんが、かなり住民の方からいろんなご意見

も聞いておりますので、財政面、財源についても検討しながら進めていきたいと考

えています。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 中部清掃組合における愛東、湖東の区域のごみの受け入れにつ

いてご質問をいただきました。 

 この件につきましては、旧愛東、湖東のごみの処理をどうするのかということが、

東近江市の課題であるということについては常々聞いておりまして、認識をいたし

ております。しかし、今年度は、ご承知のように近江八幡市安土地区の脱退という

大きなことがございましたので、それと一緒に考えるのではなくて、近江八幡市安

土地区の脱退ということで協議を進め、対応をいたしたところでございます。今後、

東近江市は、現在、その地域のごみは、彦根愛知犬上広域行政組合で処理をされて

おりますので、そうした向こうの方の行政組合との関係もあるということでござい

ますので、さらには当然中部清掃組合としても、地元北脇区の皆さんの意向等もご

ざいますので、そうしたことも含めて、今後協議をしていく必要があるというふう

に考えております。 

 管理者会や課長会で検討しているのかということでのご質問につきましては、そ

ういう公式の場で、具体的な検討をしておるということでは、今年度までにおいて

はそういうことではございませんが、そういう課題を東近江市があるということに

ついては十分認識し、今後慎重に地元の皆さんとの意見交換も含めて、協議してい
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きたいなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 蒲生議員から、小口簡易資金についてのご指摘をい

ただきました。 

 確かに以前ですと、年間1,000万ないしに2,000万程度の貸し付けもございました。

ここ数年来、年間で３件とか２件とかということで、金額も減ってまいりました。

ただ、ご利用が全くゼロになったわけでもございませんし、商工会とも何度かその

件についてお話もさせていただいておりますが、制度としていくつか選択肢を残し

ていくという中で、やはり昔は最後のとりでみたいな感じでご利用いただいていた

ということも聞いておりますので、もう少し継続していきたいなというふうに思い

ますし、こちらの小口簡易資金については、県とも協調融資ということでさせてい

ただいておりますので、県下の市町の状況等も踏まえまして、一緒に今後検討する

課題であるかなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 先ほどの質疑の中で、もう１点、答弁ができていないもの

がございました。 

 議第18号の新年度予算の中で、一時借入金利子の計上について質疑がございまし

た。おっしゃっていただきましたように、一時借入金につきましては、予算書１ペ

ージの第４条の方で、８億円ということで一時借入金の限度を設けているところで

ございまして、これに基づいて、一時借入金利子を計上しているというところでご

ざいます。 

 近年の状況としましては、基金の活用によりまして一次借入金の運用を行ってお

らず、運用できているところでございますけれども、資金繰りにつきましては、そ

の当該年度にどういう状況が起こるか不透明な部分もございますので、また起債の

借り入れも、４月以降ということで、その時期についても見込めない部分もござい

ますので、一時借入金利子を計上したものでございます。 

 32万9,000円という利子を計上いたしましたけれども、根拠としましては、８億円、

掛ける金利の0.25パーセント、掛ける期間が60日間、そういうことで計算した数字

で計上しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それぞれ分かりやすくご説明をいただきましたが、まだ納得で

きない点もありますので、再質問を行わせていただきます。 

 議第２号の財産区有財産の譲与についてでございます。先ほど、藤澤農林課長よ

り、ご苦労をいただいているなと、こういう点はよく分かったところでございます。

ただ、説明の中で、もう１つ分かりかねたところがございます。先ほど世帯数が多
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いと言われましたが、平成29年１月末現在の世帯数が105世帯の大字である中之郷区

で財産区を解消することができて、これよりも６割くらいの68世帯の清田区ででき

ないわけがないと、こういうふうに思います。先ほどの説明、もうひとつ理解をし

かねるところがございます。阻害している要素がそれだけではないのかなと思いま

すが、阻害している一番大きな要因は何なのか、再度お伺いいたします。 

 議第６号の日野町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、副町長よ

りご回答があったところでございますが、私がお聞きしているのは、平成27年９月

の監査委員さんの指摘、これに背いている、この点についてのご回答は一言もなか

った。私が一番言いたいのは、まだ１年半しかたっていない監査委員さんが言って

おられること、これと全く逆のことをする。それについてお伺いをしております。

再度、この点のご答弁を求めます。 

 それと先ほどの会計管理者の説明の中で、平成28年度の最高利率はお聞きしたん

ですが、平成29年度は、いくらを考えて見込んで計算をされているのか、その点の

ご回答がなかったので再度お伺いいたします。 

 建設計画課長の松尾公園についてでございますが、まだ決まっていないと、こう

いうところでございますが、あの場所、わたむきホール虹にも近い、前になるとこ

ろでございます。そういう面では、わたむきホール虹とも相談をする中で、今後も

考えてもらう。駐車場があるようでない、実質そういうこともございますので、そ

ういう点も踏まえて、教育委員会、わたむきホール虹の方とも、ご協議は一緒に加

えてやってもらえばいいのかなと、そういうふうに願っておきます。 

 そして議会事務局の臨時職員の点でございます。これにつきまして、今出ており

ます日野町職員定数条例の議会事務局の職員定数は従前から３名、今も３名でござ

います。定数どおり３名となりますのが、これは本来であろうと、こういうふうに

思いますが、私は行政改革も申し上げているところでございまして、正規職員の増

というのは難しいところでございますが、せめても臨時職員、早い時期、１年間通

して雇用していただけるよう、そういう計上となるようお願いを、これもいたして

おきたいと思います。 

 以上、要望と質問と両方ともありますが、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 蒲生議員より再質問をいただきました。清田財産区が清田

の地縁団体の方へ譲与できない大きな要因は何かというところでございます。 

 まず、大字清田として地縁団体を設立しますのは、今、蒲生議員がおっしゃいま

したように六十数軒でございますので、それは今の六十数軒の合意でできるかと思

います。財産区につきましては、その六十数軒とはまた権利者が違いまして、もう

少し少ない数でありますし、町外へ出ておられるで権利を持っておられる方もある
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ということで、そういった面で、譲与するという部分に対しまして、なかなかまと

まらないということでございます。その議論の中では、地縁団体を２つつくればど

うかとか、いろいろ議論はあったわけですけれども、その財産をそのまま大字の地

縁団体にというのはどうかという議論があったということでございます。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 議第６号の職員定数条例につきまして、再質問がございまし

た。 

 確かに自律のまちづくり、行革で、207という数字を５年間で達成しようというこ

とで、205まで下がったわけですけども、やはり先ほども言いましたように、働き方、

残業が非常に多くなってきているという状況と、専門的な職種が必要になってきて

いる、そういった点で、だんだん増えてきているというふうなことで、適性な人数

を確保していかなければならないと、このように考えておりまして、207という数字

は一応あったんですけれども、５年間それはやってきたけれども、その以降につい

ては、そういった事情で増やしていかなあかんというふうなことで、今回も人数等

に改正をさせていただいたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 会計管理者。 

会計管理者（福本喜美代君） 29年度の当初予算の率でございます。先ほど申し上げ

ました一番高いのが0.12パーセントですけれども、各金融機関ございますので、

0.035から0.12パーセントの間で計算しまして、予算計上しております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 今、副町長がご答弁されたが、私は納得が全くできない。監査

委員さんが指摘されているのに、その監査委員さんの指摘に対してどう思うている

かと、こういうことを聞いていて、１年半前に言われたことと違うことをしている

ことに、じゃ、監査委員さんが何ぼ決算審査意見書に書いても、無視されるのやっ

たら、こんなのしない方がましだ。監査委員さんの役割って要らない。その点につ

いてどう思っておられるのかを聞いているんです。再度お願いします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 何遍も申し上げますが、確かに監査委員の中で207という数

字がどうやという話があったと思いますけども、状況的にかなり変わってきており

ますので、その点については、増員をしていくような形で、やっぱりやっていかな

あかんと、このように考えておる次第でございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） もう質問することができませんので、押し問答みたいです。た

だ、その当時の曽羽監査委員さんも、今、草葉の陰で泣いてはるのかなと、こうい

うふうに思うところでございます。 
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議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 私の方から、４議案６点について質問させていただきます。 

 １つ目に、議第３号、日野町防災センターの設置および管理に関する条例の制定

についてお伺いいたします。当初、庁舎別館防災機能強化および備蓄水防倉庫改築

工事として、備蓄倉庫、水防倉庫等を設置するということでありました。今回、防

災センターとして位置づけられようとしているわけでありますが、これまで防災セ

ンターという名称、位置づけはなかったかと思いますが、この背景には何があった

のか、お教え願いたいと思います。 

 ２つ目に、議第４号の日野町課制条例の一部を改正する条例の制定についてであ

りますが、この改正は、現在の福祉課と介護支援課を、福祉保健課、こども支援課、

長寿福祉課に改めるものであります。福祉課における業務は仕事が幅広く、大変な

職場であると認識しております。この課制の改正には、福祉の充実、こども支援の

充実が求められておる中で、評価される改正であると思います。また、業績を上げ

ていただくよう、期待もするところでありますが、どのような対応策や人事体制で

業務の充実強化を考えておられるのか、お伺いいたします。 

 次に、議第11号、平成28年度日野町一般会計補正予算（第３号）についてであり

ますが、１つ目に、地方創生交付金事業（観光拠点施設整備）についてであります

が、これは村井の旧の水道局施設を取り壊し、観光交流施設の整備をされるとあり

ますが、どのような整備計画を予定されているのかお伺いいたします。 

 ２つ目に、中学校管理運営事業でありますが、先ほど蒲生議員からのご質問もあ

りましたが、グラウンドの整備改修について、整備内容の計画についてお伺いいた

します。また、授業等に使われる中で、どのように工事をされるのかお伺いいたし

ます。 

 次に、議第18号、平成29年度日野町一般会計予算についてでありますが、１つ目

に、農山漁村地域整備交付金事業についてです。山本地先の農道整備等を実施する

ものでありますが、従来は農業基盤整備促進事業補助金を活用して整備をするとこ

ろでありましたが、振りかえられたということで、どうして農山村漁村地域整備交

付金を活用しての整備事業となったのか、お伺いいたします。 

 もう１つですが、幼稚園管理運営事業についてであります。保育所待機児童の解

消を図るため、必佐幼稚園において緊急預かり保育を実施していただくことになり

ます。幼稚園への入所が少ないということで、ニーズに合った長時間の預かり保育

をお願いしていたところであります。４月から実施していただくことは評価すると

ころであります。実施にあたっては何かとご苦労があったと思いますが、人員配置

等の預かり体制を、どのように実施されるのかお伺いいたします。 
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議長（杉浦和人君） ７番、齋藤光弘君の質問対する当局の答弁を求めます。総務課

長。 

総務課長（髙橋正一君） 齋藤議員の方から質疑をいただきましたので、お答えさせ

ていただきます。 

 まず、議第３号の防災センターの設置および管理に関する条例に関しまして、平

成28年度の当初のときの事業の名称といいますか、それと今回上げさせていただい

た防災センターとの関係ということで質疑をいただきました。これにつきましては、

おっしゃっていただきますように、旧役場別館を防災機能を強化して、防災拠点と

なるように整備をするということで進めてきたところでございます。その整備にあ

たりましては、財源として防災、減災にあたります特別な起債を借りるということ

で、この防災減災事業債というのをお借りするわけですが、その起債の協議の中で、

この防災減災基金を使った防災機能強化の事業につきましては、いわゆる役場庁舎

としての役割だけではなくて、公共施設として、一般の住民の方も活用できるよう

な施設にするということが条件の１つであると、そういうことになりました。そう

いうことから、今回新たに日野町防災センターと位置づけて、設置条例を出させて

いただくという、そういう経過で、今回名称についても変わってきているところが

ございますけれども、そういう経過がございます。ただ、当初の町が進めてござい

ました目的や、充実をするという機能につきましては、当初の想定どおりというこ

とでございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それから、議第４号の課制条例についてでございます。これにつきましては、た

だいまおっしゃっていただきましたように、多様化する事務の中で、特に福祉に関

係するところ、就学前の子どもの教育に関連するところの事務が増大してきており

ますので、そこを課を分けさせていただくということと、もう１点は、保育所と幼

稚園、どちらも就学前の子どもたちの保育、教育ということでございますので、町

民の方から見ても、窓口を一本化するといいますか、１つの課で持っていくのが望

ましいということで、今回改正をさせていただきまして、従来の福祉課を、福祉保

健課とこども支援課に分割をさせていただく。福祉保健課につきましては、従来か

ら福祉課でやってございました、いわゆる社会福祉に関すること等の中で、子ども

に関する、児童福祉に関することは除いて、福祉の分野と、あわせて保健センター

の部分も担当するということで考えているところでございます。それから、こども

支援課につきましては、現在福祉課の中で行っている、子どもに関する児童福祉に

関すること、それから児童虐待等に関すること、あわせて幼稚園に関する事務を行

うということで、新しい課を設置しようとするものでございます。ただ、幼稚園に

つきましては、法令上文部科学省管轄であり、日野町でいいますと教育委員会の管

轄に入る部分もございますので、その部分については、それぞれの職員併任という
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形で一部させていただく部分もございますが、主には、全般的な幼稚園の管理は今

後窓口一元化ということで、こども支援課の方でさせていただこうというふうに思

っております。 

 それから、長寿福祉課につきましては、これまでから介護支援課の中で、高齢者

の福祉に関する業務をやってございましたので、介護保険に特化したということで

はなくて、高齢者全体の福祉を扱うということで、長寿福祉課という名前に変更さ

せていただくものでございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 齋藤議員から、拠点施設の整備について、具体的に

どのような形かということで、ご質問いただきました。 

 今考えておりますのは、旧水源池跡地、鉄筋コンクリートの建物と木造の建物が

あるんですけども、そちらの方は全て解体しまして、基本的には駐車場を整備した

いなと思っていますし、また、イベントが開けるような広場、それから模擬店とか

簡単な食品の提供ができるような、よくある土産物屋みたいな感じの並んであるよ

うな、イメージの施設をつくりまして、今ですと桟敷窓アートとかひなまつり紀行

という形で、年のうち短い期間を、にぎわいということでやらせてもろうているん

ですけども、一年中いろんなイベントとか、そういうのができればなということで、

そのための拠点施設というような考え方をさせていただいています。町なかにふさ

わしいような建物の外観とか、周りは今コンクリートの塀で囲まれているんですけ

ども、板塀なんかにして、まずここへ来ていただきたい。そういうような発信をし

ていけたらなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 平成28年度一般会計補正予算（第３号）の関係で、中学校

グラウンド整備計画についてでございますが、改修面積につきまして１万9,535平米

を予定しておりまして、主な改修内容といたしましては、暗渠排水設備、全面につ

いてでございます。そして周囲フェンスの整備、バックネットの改修、テニスコー

トの整備という考え方をしてございます。トラック等につきましては、200メートル

トラックの確保と、サッカーコートとしても一般的な広さの確保を考えてございま

す。テニスコートの授業等への分でございますが、校地内に確保できますことから、

その可能性はあるということで、中学校の方からも聞いてございます。具体的な授

業活動等につきましては、今後定められるものと考えます。 

 次に、工事につきましては、秋以降ということで、屋外利用が少なくなる時期を

見て、していきたいということで、その間は、大谷公園、あるいは各小学校のグラ

ウンドの活用等で対応してまいりたいと考えております。 

 次に平成29年度一般会計の予算でございますが、幼稚園管理運営事業の緊急預か
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り保育に関しましての、人員配置体制についてでございます。現時点におきまして

は、３歳児が２名、４歳児が３名ということで、５名対応ということになります。

これに伴いまして、３歳児につきましては、１クラス増の担任の１人増という形に

なります。そして２学年合わせまして、預かり保育主任というのを別途置きまして、

午前中の幼児教育から午後の保育にかけて長期的な対応で見ることによって、切れ

目ない継続した保育ができるようにという考えを持ってございます。また、あわせ

て、それによりまして在園児、従来の幼稚園教育の部分でありますが、それに対し

て負担感がないように対応してまいりたいと考えております。 

 あと、保育に伴います早朝および夕方の時間帯の問題でありますが、当面、今回

必佐幼稚園に通われる児童さんにつきましては、８時からの開園の預かりで対応可

能というふうに聞いております。したがいまして、30分の早出等を入れながら、現

職員で対応していきたいと考えております。夕方の時間帯につきましては、５時か

ら６時までの間、１時間ということになりますので、預かり対応の臨時職員さんと

なりますが、１人配置して、かつ、預かり保育主任がつくことによって、２名体制

で対応したいと考えております。そのほか、土曜日につきましても、預かる児童の

保護者さんの状況によって変わってまいりますので、その辺につきましては、土曜

日は原則保育をするわけでありますが、他園からの応援も受けながらしていくとい

う考え方を持っています。 

 そして、長期休業中、特に夏休み期間中につきましても、本来の必佐幼稚園の正

規職員と嘱託の担任の先生とあわせて、他園の正規職員等の応援を受けながら、ロ

ーテーションで回りたいというような考え方でしております。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 齋藤議員よりご質問いただきました、農業基盤整備促進事

業から、新たに農山漁村地域整備交付金の方へ移った経緯ということでございます。 

 まず、農業基盤整備促進事業につきましては、農道から水路から何でもできる万

能型の補助事業でございましたけれども、一定、国の方で予算のつけ方に強弱がつ

いてまいりまして、今年度におきましても、要求額に対して１割ほどしか予算がつ

いてこなかったというところでございます。どういった内容かといいますと、事業

実施にあたっては、やはり大きくは担い手を育成するという流れではございまして、

面的な基盤整備や、暗渠排水をして畑地化していくとか、そういった高収益な作物

をつくる地域に対して、補助事業として認めていこうという流れに変わってきてい

ます。今、国の農政局で考えておられるのは、もう終息していくということで、一

定、今要求をしている、当初申請をしている分は認められているんですけども、新

規は全く受けつけいただけないという状況でございました。山本もこのままでいき

ますと、補助金はわずかにはつくんですけども、工事期間が相当長くかかるという
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ことで、国や県の方と相談しましたところ、集落内の基幹道路において、費用対効

果、また交通量調査等を経まして、山本の育苗ハウス等ございますし、畜技センタ

ーもございますので、そういった面で効果があるということで、今回この交付金に

乗りかえた方がいいというふうなご指導をいただいて、ほぼ内諾をいただいたとい

うようなところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 丁寧なご説明ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 ６番、中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは質疑をさせていただきます。 

 議第９号、日野町早期療育施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてお伺いいたします。日野町早期療育施設「くれよん」で行われ

ている療育の支援とともに、今年度から保育所等の訪問支援事業に取り組まれると

いう説明をお聞きいたしました。訪問支援は、家庭と保育所との連携も図られ、充

実していくものと思います。そこで、保育所等となっておりますが、確認ですが、

幼稚園は含まれているのでしょうか。また、児童の家庭での様子とか保育所での様

子など、その子どもにとって必要な支援、また療育を考える上で重要なことだとい

うふうに思いますけれども、保育所等との連携、例えば会議ですとか、そういうも

のを今後図っていかれるのかをお聞きいたします。 

 次に、議第18号、平成29年度日野町一般会計予算95ページ、幼稚園管理運営事業

についてでございますが、その中で、必佐幼稚園において緊急預かり保育の実施が

されるということでございます。先ほどから質疑にも出ておりましたのですが、日

野幼稚園で行われております預かり保育との違いを教えていただきたいというふう

に思います。また、緊急という言葉がついているんですが、短期的なものというふ

うにこれを考えておられるのか、また日野幼稚園で行われているような預かり事業

に今後移行していくのかを、お尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。福祉

課長。 

福祉課長（宇田達夫君） ただいま中西議員の方から、早期療育施設についてのご質

問をいただきました。 

 「くれよん」の訪問事業の中で、保育所等ということでございますが、「等」の中

には、当然幼稚園、また認定こども園も含まれるということでございます。 

 また、児童の支援をしていく中で、各園なりとの意見交流や、情報交換というこ

とでございますが、それに関しては、常に家族と園と「くれよん」とで情報共有し

ながら、常に子どもさんに合った支援とはどうあるべきかということを含めて、相
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談しながら行っているものでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 幼稚園管理運営事業の緊急預かり保育につきましてですが、

日野幼稚園の預かり保育との違いということでございますが、日野幼稚園につきま

しては、夕方午後４時30分までとなってございまして、長期休業も、春休みに関し

ましては、園の終業とともにやっていないという状況でございます。そして年齢に

つきましては、４歳、５歳という対応になってございます。現実、日野幼稚園につ

きましては、３、４、５歳という幼稚園ということでございますが、教室自体は空

き教室もございませんし、遊戯室で預かりをさせていただいているという状況でご

ざいます。 

 その辺、必佐幼稚園の預かり保育につきましては、保育所にかわる対策というこ

とでございますので、朝は基本７時半と考えておりましたが、今回は８時からとい

うことになります。夕方は６時までという対応でございます。また、長期休業中、

夏休み、春休みを含めて保育をさせていただくということにあわせて、土曜日保育

もするというような形になってございます。 

 継続性の部分につきましては、今年度緊急預かり保育という対応をさせていただ

きました方につきましては、保育の継続性、１園でやはり継続して行っていただく

ということになりますから、３歳児につきましては４、５歳になられても、４歳児

につきましても５歳になられてもということに、現時点では考えてございます。そ

の後の対応につきましては、また今後の保育ニーズの状況と幼稚園での対応全般を

考えまして、さらに検討を加えていくということになります。また、いろんな方の

ご意見を伺いながら、対応してまいりたいと考えています。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ５番、谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 私も、議第11号、平成28年度補正予算の概要について質疑した

いと思います。 

 教育費の幼稚園管理運営事業の1,675万8,000円について、桜谷こども園の保育室

を増築されるということなのですが、それの面積面と、どの辺を改修されるのかお

聞きしたいと思います。 

 続きまして、教育費の小学校管理運営事業の２億7,749万6,000円について。日野

小学校給食棟の新築工事について、新築される規模、内容、場所をお聞かせ願いた

いと思います。 

 続きまして、議第18号、平成29年度日野町一般会計予算概要から質問したいと思

います。農林水産業費の中で、林業振興費のグリム冒険の森管理運営事業の中で土

地の借地代144万4,000円の場所をお聞きしたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） ５番、谷 成隆君の質問に対する当局の答弁を求めます。教育

次長。 

教育次長（古道 清君） 平成28年度一般会計補正予算（３号）に係る分でございま

すが、幼稚園管理運営事業の桜谷認定こども園整備事業というところでございます

が、規模につきましては、現時点では100平方メートル程度、木造で予定してござい

ます。場所につきましては、北側のちょうど遊戯室とトイレの分がありますが、畑

がございます。その分を予定してございます。本館との行き来を、トイレの横をす

り抜ける形でつながっていくという考え方をしています。 

 次に、日野小学校の給食室につきましては、規模につきましては500平方メートル

程度ということで、鉄骨造で、ちょうど今、日野中学校の給食室より少し小さめに

なるかと思いますが、ランチルームのない１階部分のみということで、ピット等に

つきましては、地下ピットという考え方で、少し大きい規模になりますので、後ほ

どの管理を考えて、そのような構造で考えてございます。スチール造です。場所に

つきましては、現給食室の食材等の搬入口がございますが、そちら側の南側に面し

たところに、今アスレチック等の遊具がございますが、その辺で予定してございま

す。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 谷議員よりご質問いただきました。 

 主要施策の概要の、グリム冒険の森の管理運営事業についてでございます。土地

の借地代の件でございます。土地の場所につきましては、グリム冒険の森の敷地で

ございます約20ヘクタールの敷地で、19名の地権者の方でございます。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 今のグリム冒険の森の借地は、管理棟から下のキャンプ場のピ

ットで使うているところでいいのかな。もう一度ちょっとお聞きしたいんですけど、

場所的に20ヘクタールということですが。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 再質問いただきました。 

 管理棟が真ん中にございます。管理棟から山手というか、熊野の集落の方へ向か

ってのコテージとキャンプサイトの方の敷地と、それと手前の遊具が置いている一

部分、その部分でございます。奥手のフリーサイトは違います。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 分かりましたので、終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 ４番、山田人志君。 

４番（山田人志君） 私からは、議第７号、特別職の職員で非常勤の者の報酬および
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費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、いわゆる公民館長の

報酬の増額改定の件ですが、これと昨年６月の定例会の一般質問の中で、公民館の

管理体制についての整合化ということについて、お尋ねをいろいろさせていただき

ました。その関連に絞って、３点お尋ねさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、昨年の一般質問のやりとりがどんなものであったか、簡単におさらいさせ

ていただきますと、地区公民館はもちろん公共施設で町の資産です。一方で、その

公共施設を日常的に管理してるのは、運営協議会という民間団体でありまして、こ

れは主事が町雇用であると、ちょっと事情が違うところが出てくるんですが、多く

の館では、民間側の人が毎朝鍵を開けて、防火防犯もやって、毎日の掃除もして、

戸締りをして鍵を閉めて帰るという状況が、実態になっています。ところが、その

教育委員会側と民間団体側の間では、何ら契約関係もないし取り決めもあるわけで

はないという状況で、その状況をずっとそのままにしておいていいんですかという

のが昨年の質問の趣旨でありました。 

 なかなか今の現状を整合化を図るというのは、いろんな問題が複雑に絡んでいて、

難しいということはあるんでしょうけれども、公民館長さんが非常勤であるという

部分が、要因の１つにあると思います。もし、館長さんが常勤であるならば、管理

の責任はもともと館長さんにあるわけですし、それがその実態としての管理も館長

さんがされて、名実ともに館長さんの責任ということでされるでしょうし、たまに

館長さんが留守のときに、民間側の人がちょっと留守番しているんやわと、あるい

は館長をお手伝いしているんやわという程度であれば、そこに契約関係とか取り決

めとかということまでは、別に言う必要がないのかなとは思っているんですが、非

常勤という状況です。 

 先ほど蒲生議員のご答弁の中で、近江八幡の例が日野町によく似た状況というふ

うにおっしゃいましたが、多分近江八幡市のコミュニティーセンターは、指定管理

ですよね。ですから、非常勤というところだけが似ているわけで、その前の段階が

全く違う話だと思いますよ。 

 それはともかくとして、そういう中で、今現在の町内の公民館の館長さんは、非

常に熱心な方が多いというふうに聞いていまして、毎日出勤される方もいらっしゃ

るということを聞いています。恐らく、それは熱意とやる気でやっていただいてい

るのかなと、それはありがたいことではあるんですが、そういう気持ちの問題とい

うことじゃなしに、この際、公民館長の責任範囲とか仕事の範囲ということを具体

化して、はっきりさせておこうかなということがあっての、今回の報酬の増額改定

なのかどうかということが１点目のお尋ねです。 

 それは実は関係ないんやと、見ていて館長さんが大変そうやからということで、

ちょっと増額しようかということであるのなら、じゃ、管理の整合化の方は、今一
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体どうなっているんですかというお尋ねが２点目です。 

 それから３点目は、関連はするんですけども、ちょっと離れる話ではありまして、

町内７館のうち、日野公民館については、地区公民館といいながら、町内全域から

利用されるんですよ。特に夜間の利用が多いですね、町内全域から。しかも役場の

方も、まるで中央公民館のような扱い方をされる場合が結構ありまして、そういう

実態が、日野公民館独特の管理上の問題につながっているということがございます。

そういう中で、日野地区の受け皿の団体の中では、それなら中央公民館にしてもら

った方がいいんじゃないかという話も出始めたりしておりまして、その日野公民館

独特の管理上の問題について、対応をどうのようにお考えか、それが３点目でござ

います。 

議長（杉浦和人君） ４番、山田人志君の質問に対する当局の答弁を求めます。生涯

学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 山田議員さんの方から、議第７号に関連しまして質問

をいただきました。 

 まず、この公民館の館長さんの報酬を考える際に、常勤化という部分も検討させ

ていただきました。ただ、現状の状況から申しますと、仕事の割り振りとして、主

事さんと館長さんとの割り振りが、なかなか現状では、主事さんが一生懸命やられ

る、また館長さんも常勤されてくると、お互いのところら辺の兼ね合いが非常に難

しいので、もう少し検討したらどうかなというような状況がございます。 

 また、常勤になるということで、公民館の運営審議会等の意見なんかも聞いてい

ますと、地域での人選も難しいので、報酬の改定という部分については、一度した

方がいいというようなご意見もあったところから、今回は３万8,000円から５万円に、

少しですけど公民館の実態も踏まえまして、改定をさせてもらうと考えたところで

ございます。 

 先ほど山田議員さんがおっしゃたように、公民館の館長さんの責務というのが、

以前とは大分変わってまいりまして、以前からそういったご意見も聞かせてもらっ

た中で、今回改定をさせていただくという状況でございます。昔は地域の名士さん

がというような、名誉職的な役職というようなところから、最近では、公民館の運

営ということでは、主事さんと一緒になって、いろいろな実務にかかわっていただ

くことが多くなってきましたので、そういったところから、公民館の館長さんとの

意見を交換もする中で、こういった状況をつくらせてもらったようなところでござ

います。 

 あと、管理の整合性という部分で、少しご意見をいただきました。以前から、昨

年６月議会でも質問をいただきまして、ご説明をさせてもらったところでございま

すが、教育委員会と公民館との管理の規則の中であるとか、また事務の委任規定で
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あるとか、そういった部分の中で、公民館長さんに委任させていただいている部分

がたくさんございますので、そういったところから、公民館の施設管理につきまし

ては、教育委員会が委嘱させていただいた公民館長さんが、責任を持って行ってい

ただいているということで認識をしていますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

 あともう１点、日野公民館が中央公民館的に使われるので、そういったところに

ついての管理について、どういうふうに思っているかというようなところでのご質

問をいただきました。確かに、日野公民館は、地理的にも日野町の真ん中にあると

いうことで、たくさんの団体、また役場の行事にいたしましても、日野公民館の使

用が多くございます。また、ホールにつきましても、200人から、詰めれば300人ほ

どの収容人数があるということで、非常に便利に使わせてもらっているような状況

は、重々に承知はいたしてございます。ただ、現在のところでは、中央的には使わ

せてもらってございますが、日野公民館は日野公民館としての公民館の業務、また

社会教育を進めていくという部分では、日野町のリーダー的な形で使っていただく

というのも、１つのやりようかなというふうにも考えてございます。そういったと

ころから、日野町のリーダーとして、日野公民館が今後も地域とともに、また日野

町ともしっかりとタッグを組んで進めていければというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） なかなか要因が複雑に絡んで、すっきり分かりましたというわ

けにもいかないんですが、どうか考えることをやめないように検討を続けていただ

くようにお願いして、もう再質問はしないで、これで終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 先ほどから何遍も言われています、議第３号、日野町防災セン

ターの設置および管理に関する条例の制定についてなんですけれども、先ほどから

内容は聞いたんですけれども、以前、私、一般質問の中でも、今新しく防災センタ

ーとされるんですけども、無線機の方はアナログからデジタル化に変える考えはな

いのかが１点目と、それと今、宿直室が仮設で北側の玄関のところに設けられてい

るんですけども、防災センターの方に宿直室も入られるのか、ちょっとその辺をお

聞きしたいんですけど、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（髙橋正一君） 奥平議員から、議第３号の防災センターの設置および管理

に関する条例に関してご質問をいただきました。 
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 まず１点目の、無線の形態についてでございますけれども、今回の防災センター

の建築に関して、無線との直接な関係はございません。無線につきましては、現在、

各公民館とあと３カ所にございます防災無線の無線が、今アナログでございまして、

これを将来デジタル化していかなあかんという課題がございます。これは平成32年

までに、デジタル化を図るようにということになってございます。 

 それからもう１つは、消防団なり、上下水道課等が運用してございます小型ハン

ディといいますか、移動系の無線でございます。これも現在アナログでございまし

て、これについては、いつまでにデジタル化しなさいということは、今のところな

いと思っているんですが、防災無線のデジタル化のときには、やはり直進性が強い

というデジタル無線ですので、中継等のアンテナを立てなくてはいけないというこ

とも考えますと、そこにあわせて、移動系の方も、そこに一緒に中継できるような

デジタル化というのも、あわせて考えていかなければならない課題かとは思ってお

ります。ということで、今の防災センターの設置とは、ちょっと無線のデジタル化

については関連していないということで、ご理解をお願いしたいというふうに思い

ます。 

 それから、役場全体としての宿直室の関係でございますが、今、仮設で出納室の

横につくらせてもらっております。今度、防災センターを設置しましたら、以前の

別館のときと同じように、本館との通路の１階部分に宿日直室を設けて、夜間等の

通用口になるというものでございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） もう１点聞きたいんですけど、災害時のときに、対策本部を設

けられますわな。あの中で、私、今現役消防団なんですけれども、無線機と本部と

が別々の部屋でやりとりをすることに、かなり負担がかかっているんですけれども、

それを１つに、無線機のある場所で本部を設けることはできないんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 関連して、現在の無線機のことでご質問いただきました。 

 先ほどもお答えさせてもらっておりましたが、防災センターは、今度新しくつく

るわけでございますが、第一義的には、もしもの有事の際の災害時の対応としまし

ては、役場の３階のところが防災本部ということで、考えているところでございま

す。それは今おっしゃっていただきましたように、移動系の無線機の基地も、３階

に置いている。それから防災無線の発信をする装置も、３階のところに置いてある

ということで、そこが一番適当かなというふうに思っておるところでございます。 

 今おっしゃっていただきましたように、いつも災害対策本部の場合は301会議室で

しますので、移動系の無線等を置いております事務室とは少し離れておりまして、

不便ではないかということでございます。現状は、そのような運用をさせてもらっ
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ておるところでございまして、なるべく301の近いところに、移動系無線の基地が置

けるような、移動できるような方法があれば一番いいかなと思いますけれども、あ

そこの距離、５メートルほど離れているわけですが、現状の施設整備では、あれで

運用させていただくということしかないかなと思っておりますが、以後、もう少し

便利な方法が、例えば無線で使えるような方法があるならば、そういう設備は考え

ていった方がいいなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） また、今後ともよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 何点か、お尋ねしたいことがあったんですけれども、もうほぼ

皆さんがお尋ねして下さいましたので、明らかになりましたので、私からは３項目

についてお尋ねしたいと思います。 

 まず１つ目ですが、議第３号、日野町防災センターの設置および管理に関する条

例の制定についてであります。これは今も奥平議員の方からもお尋ねがございまし

たけれども、これを見ておりますと、第３条第２項のところに、防災に関する研修、

学習、その他防災に関する知識の普及に関することと書いてございますが、昨年の

暮れに、私、堀江議員とともに、旧県警本部の跡にできました県の危機管理センタ

ーに見学に行かせていただきました。このときに、防災グッズであるとか災害対策

グッズ、実際に東北の震災や熊本の震災で活躍したグッズであるとか、女性に配慮

した災害対策グッズ、こういったものの展示を拝見いたしました。非常に感心した

ものもございましたし、こういうものがあるのかというので、驚いたものもござい

ます。こういったものが展示してありますと、字の自治体であるとか、個人で備え

をする参考にもなると思います。この今書いてありました項目の中に、こういった

ものの展示というものも含まれているのかどうかを、まずお尋ねしたいということ

と、それからこの災害というものの対象として、地震であるとか台風による土砂災

害、水害、こういったものが、多分対象になってるんではないかというふうに思う

わけでございますけれども、先日、3.11から６年を迎えたところでございますけれ

ども、我が滋賀県には、すぐお隣に原発銀座と言われております福井県がございま

す。ここでもしものことがあったときには、この災害という中に、原発の災害も含

まれるんではないかというふうに思います。これに対しまして、せっかく防災セン

ターができるわけでありますので、このような災害に対する、例えば放射線計、い

わゆるガイガーカウンター、こういったものの設置であるとか、あるいは持ち運び

のできるガイガーカウンター、こういったものを備えるとか、こういったことも想

定していらっしゃるかどうかということを、ひとつお尋ねしたいと思います。 
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 それから２項目めですけれども、議第６号、日野町職員定数条例の一部を改正す

る条例の制定についてと、ちょっと飛びますが、議第18号、平成29年度日野町一般

会計予算、これにまたがってお尋ねしたいと思います。 

 まず、この日野町職員定数条例の一部を改正する条例についてのところで、議会

の事務部局の職員３名というふうに書いてございます。これ、新旧対照表11ページ

を拝見いたしますと、旧の方では事務局長１名、書記２名、計３名ということで、

今までも定員は３名であったように思いますが、今まで２名しか配置していただい

ておりませんでしたので、局長も書記さんも非常にご苦労なさっているのを、常日

ごろ拝見させていただいております。これが今回書き方が変わったということで、

３名になって、１人非正規職員さんを雇っていただくということで、いくらかは改

善されるかと思いますけれども、当町よりも若干規模の小さい愛荘町さんでは、以

前から職員さんが、非正規さんも含めて３名配置されております。今回１名配置し

ていただくということですけれども、議会全般の事務補助、それから議会開催時期

を中心にして来ていただくということで、１年を通じて来ていただくわけではない

ようですけれども、これを年間を通じて来ていただくということはできないもので

しょうか。今、議会の方でも、日野の広報のような議会だよりを、議会として出し

ていこうじゃないかという話も出てきております。こういったことに対しても、や

はり今のお二人に加えて、３人目の方が常にいて下さると、さらにありがたいなと

思うわけでございます。 

 そしてこれに関連いたしまして、平成29年度日野町一般会計予算を拝見させてい

ただきますと、昨年度は議会費の部分で去年、9,535万3,000円だったものが、今年

9,478万7,000円ということで、昨年より56万6,000円、これは減っております。お１

人非正規さんが加わる上に、昨年まではなかったインターネット中継なども加わっ

ているわけですけれども、なぜこの議会費が減っているのかということについても、

お尋ねしたいと思います。 

 そして、３項目めですけれども、これは議第８号でありますけれども、日野町税

条例等の一部を改正する条例の制定についてという中で、これは先ほども出ており

ましたけれども、自動車の環境性能割について、若干お尋ねしたいわけですけれど

も、環境性能に適合した自動車、例えばハイブリット車であるとか電気自動車であ

るとか燃料電池車、こういったものは、非常に高価な自動車であります。これは以

前にも、電化製品のエコポイントのときにも感じたことでありますけれども、こう

いったものを購入できる方、あるいはほしいなと思っても、なかなかそこまでは余

裕が難しいなという方もいらっしゃると思います。ですが、こういう高価な車を買

える方に対しては優遇の措置が取られていて、そしてなかなかちょっと手を出しに

くいなという方に対しては、逆に、10年、11年、12年と、長い期間自動車を大切に
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して乗ったら、税金が上がっていくという、このようなシステムが今取られており

ます。環境大国、環境先進国といわれるドイツなどでは、皆さんもご存じと思いま

すけれども、逆に10年、20年と長く乗れば、だんだん税金が安くなって、しまいに

は要らなくなる。大事に車をいつまでも乗って下さい、こういった税制が敷かれて

おります。これに対して日本では、グリーン税制の推進ということでございますけ

れども、長いこと大切に乗れば高くなっていく。そして高い車であるハイブリット

などを購入すると優遇される、こういった税制に対して、行政としてどのような姿

勢でこれを受けとめていただいているのかということについて、お尋ねしたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（髙橋正一君） 後藤議員の方から、２点ほど質疑をいただきました。 

 まず１点目の、議第３号の防災センターの設置および管理に関する条例の関係で

質問いただきました。 

 １つは、防災センターとしての活用の中で、防災関係の研修や展示の考え方はど

うかということでございます。 

 まず１点は、先ほど変更の計画の中でもございましたが、スクリーンを設置する

ということで、変更させていただいたところでございます。防災士さん、消防団、

それからまた防災に関係するときの日赤奉仕団さんの会議等の研修のときに、そう

いうものを活用して研修を行っていきたいという、そういうことを考えているとこ

ろでございまして、展示といいますか、一応壁面にパネル等が動かして貼れるよう

な道具を設置してございますので、そういう関連のパネル等の設置をして、ふだん

からの防災、減災の啓発に、少しでも役立てるような展示はしていきたいなという

ふうに、思っているところでございます。 

 それから、災害の種類の中で、原子力災害の想定はどうかということでございま

す。現在の町の防災計画の中でも、原子力災害対策編ということで１つの章を起こ

して、災害対策についての基本計画は持っているところでございます。その中で、

3.11があった以降、そういう原子力災害対策編を編集する中で、いわゆる放射能を

測定する機械、これについても、そのときに町として買わせていただいて、いわゆ

る地上面で屋外空気を測るカウンター、ガイガーカウンターというものと、それか

ら例えば本人が活動するときに、どのぐらいの線量かというのを簡易的に測る持ち

運びの機械について、町の方で、今、数はそんな多くありませんが、ガイガーカウ

ンターは１台、それから持ち運びのものについては３台程度買わせていただきまし

たし、また、実際に放射能等が出たときの対策として、ヨウ素剤も一定の備蓄をさ

せていただいているというところでございます。 
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 それから、議第６号の職員定数条例のところでございますが、議会事務局の定員

の３名ということでございます。これにつきましては、全体職員が230名という中の

３名ということで、現在までは255名の中の３名ということで、定数上としてはござ

いました。実際の運用としては、正規職員２名という配置でございます。29年度は、

加えまして臨時職員さんの雇用ということで、事務全般の補助をしていただくとい

うことで、今年度につきましては、約６ヵ月の期間ということでさせていただきま

した。来年度以降の方向性につきましては、それぞれまた今後議会事務局なりの皆

さんと協議する中で、新たな30年度以降の体制については、協議を進めていきたい

と思いますので、現状のところでは、ちょっと方向性といいますか、確定している

ものはないということでございますので、今後、協議をしていくということで、お

許しいただきたいというふうに思います。 

 それから、議第18号の新年度予算の議会費のところの予算の額が、昨年度より下

がっているということでございます。今申し上げました議会運営事業の中で、共済

費と賃金の部分で、臨時職員さんの雇用の12万8,000円と81万8,000円は、去年から

比べまして新規に増えているというものでございますけれども、昨年度の比較で減

ってるものにつきましては、１つはインターネットの配信をするのに、まずもとと

なるパソコン等の機械を購入するという予算が28年度にはございましたが、もうそ

のシステムが完了しましたので、29年度には備品購入費が上がっていないというこ

とと、それに関連します使用料および賃借料、また委託料等が、昨年に比べて減額

しているということが主な原因でございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） 後藤議員から、今、税条例の改正に関しまして、環境性

能割ということで、発言の中にもありましたように、今回の制度で、例えば非課税

措置を受けられる車につきましては、電気自動車であり、あるいは燃費性能の高い

車ということになりますので、まだまだ普及の状況から見ますと、なかなかちょっ

と一般的にはなっていないというのは確かでございますので、そういう意味では、

後藤議員ご指摘の部分も事実かなというふうには思っております。 

 ただ、この制度が一助となりまして普及することで、車自体の価格もいずれ下が

っていくということも、若干期待を込めた中での制度設計かなというふうに思って

おりますので、もう少し長い目でそこは見ていかなければならないかなというふう

に思います。 

 それともう１点ありましたけれども、以前、軽自動車税につきまして、13年を経

過したものにつきましては、重課税ということで、重い税率を課すという条例改正

をさせていただいたときにも、似たような議論がございました。物を大切にすると

いうことと、税制がうまくリンクしていないのかなということについては、課税を
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させていただいている部署としても、内心もどかしい部分は正直一定ございます。 

 ただ、全国的な税制の中で対応もしていかなければならない部分もございますの

で、日野町だけがどうこうというのは、正直申し上げてなかなか難しい部分はあり

ますけれども、やはり物を大切にするという部分は、気持ちの中では、我々も大事

にはしていきたいというふうに思っておりますので、ちょっと答弁としては不十分

かもしれませんけれども、ご了解いただければと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 分かりやすいご答弁いただきました。また、税務課長からは、

人情味のあるご答弁もいただきました。 

 確かに理解できるところもたくさんございますけれども、ぜひ今の税務課長のお

話についてですけれども、富める者がますます優遇されて、そうでない人がますま

す苦しくなるような、この格差が広がるようなことに対しては、ぜひ懸念といいま

すか、そういったものを持っていただきながら、行政にあたっていただければとい

うふうに思います。 

 また、防災センターについてのご答弁の中で、パネルをという話がございました

けれども、実物をそろえて置くとなりますと、結構防災グッズであるとか災害対策

グッズというのは高価なものが非常に多いですから、大変であるというふうには思

います。ぜひ、写真のパネルでも結構ですので、こういったものがあるんですとい

うことをご紹介いただいて、現物は危機管理センターに行けば、見ることも触るこ

ともできますというようなことを書いていただければ、より一層ご理解も深まるん

じゃないかなというふうに思います。 

 また、議会事務局職員が、定員は前から３名でしたけれども、定員にあわせて非

正規雇用の方を含めて３名になるということで、今までにもたくさんご苦労をかけ

てきましたけれども、少しは改善されるかもしれませんけれども、この３人目にな

られる方に、ますます頑張っていただきまして、ちょっとでも議会が今までにも増

して円滑に進行するように、お願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 １番、堀江和博君。 

１番（堀江和博君） それでは、手短に２点質問させていただきます。 

 まず、議第３号、日野町防災センターの設置および管理に関する条例の制定につ

いてでございますが、私からは、こちらの利用の用途ということで、防災関係は当

然と。防災士さんや消防団や日赤さんの会議等、研修等での利用というふうにお話

があったと思います。先ほど課長のご答弁の中で、公共施設として一般の方も利用

できるものとして、予算も取ってきたしというようなお話があったと思いますが、
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例えば防災と関係がない会議等、ここでさせてほしいとかという要望があったとき

に、どのように利用、そういったことをされるのかということを１点目にお伺いさ

せていただきます。 

 ２点目は、変わりまして、議第18号、平成29年度一般会計予算ということで、教

育費、社会教育総務費の中で新たな事業として、日野町地域学校協働活動推進事業

として250万円が、新規に取り組みをされるということでございます。この詳細につ

いて、２点目にお教えいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、堀江和博君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（髙橋正一君） 堀江議員の方から、議第３号、防災センターの設置および

管理に関する条例の関係で質疑をいただきました。 

 公共施設ということに類するような使い方をすることが必要であるということで、

防災減災基金の起債の協議の中でございました。それにあわせまして、防災センタ

ーにつきましては、防災に関係する一般的な会議とか研修について、活用していく

ということを想定しておるものでございまして、それ以外の目的のものに貸館をす

るということは、想定はしておりません。ということで、使用上条例にも上げてお

りませんので、防災に限って、町の防災力の向上のために有効であるものに使って

いくという思いでございます。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） それでは、堀江議員さんの方から、社会教育総務事務

事業におきます、日野町の地域学校協働活動推進事業の250万についての詳細をとい

うことでご質問をいただきました。 

 この事業につきましては、地域と学校が連携・協働しまして、地域全体で未来を

担う子どもたちの健やかな成長を育むために創成する活動を支援していこうという

ものでございます。そのために、各学校へ地域とのパイプ役を果たしていただきま

すコーディネーターの方を配置しまして、幅広く地域住民の方や、また団体と連携

しまして、できるだけたくさんの地域住民の方の参画によりますところの地域の実

情に応じた学習活動の補助、先生の補助、そういったものを含めて実施しようとい

うものでございます。 

 各小学校のコーディネーターとしまして、１校35万円を５校計上させていただき

たいのと、あわせまして、委託料としまして、各小学校へ消耗品であるとか通信費、

その他、保険代等も含めまして、各学校１校ずつ15万円を委託料としてお渡しさせ

ていただきまして、子どもたちの健全な育成を図ろうというものでございます。 

 また、あわせまして、先ほど申しましたように、地域全体で学校が盛り上がって

いくように努めていきたいというふうな事業になってございます。 
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議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） １点目の件についてだけ、再質問させていただきます。 

 防災に関するものに関してはというお話だと思います。そうなりますと、先ほど

もお話がありました防災士さんや消防団、日赤さん以外の、例えば地域の区といい

ますか自治会さんとか、そのほかの任意団体といいますか、防災に関するちょっと

会議をしたいので、あそこを貸して下さいと言われたときに、どういった基準で、

そういったものを貸されるのか。ある程度、じゃ、防災に関する会議であれば何で

もいいということであれば、その使用料とか、そういったものについての規定が条

例に記されるべきじゃないかなと思うんです。それが無料であるなら、無料という

記載が必要になってきたりとか、そのあたり、どのようにお考えか教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） この研修に関しましては、防災に関係する団体等の会議、

研修に活用するということでございまして、基本的にあの防災センターにつきまし

ては、開館時間は朝８時30分から夕方17時15分という時間帯を考えておるところで

ございます。ですので、それ以外の夜間とかの貸し出しは想定しておりません。 

 それから、そういう防災に関係する団体さん等の会議ということで、ほとんどが

役場の中の行政機関が関係する会議かなということを想定してございますので、使

用料は、現在のところ考えていないというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 再々質問で、開館時間等や使用料は、行政機関に関するものな

ので不必要というお話だと思うんですけれども、他市町の条例を見ると、開館時間

とか休館日、また使用料に関しての記載があるところもあるんですけれども、そこ

は書かなくていいものなんでしょうか。その点を教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 再度質疑をいただきました。 

 ただいま申し上げましたように、防災関係機関との会議、研修会というところで、

基本的には役場行政の中の関係する機関が主催といいますか、関係する会議、研修

会ということを想定しておるもので、いわゆるそういう防災以外のところに貸し出

すということは考えておりませんので、使用料を徴収するという施設とは考えてご

ざいませんので、記入をしておりません。よって、有料化というものではないとい

うことの想定のもとでつくっている条例でございます。使用料を上げなかったとい

うことは、無料ということで思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 全員の方の質疑がありましたので、これをもって質疑を打ち切

りたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 
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議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第４ 請願第12号から日程第５ 請願第13号まで、農業者戸別所得補償制度

の復活を求める請願ほか１件についてを一括議題といたします。本日までに受理い

たしました請願は、お手元へ配付の文書表のとおりであります。朗読を省略いたし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、朗読を省略いたします。 

 各請願は、文書表のとおり、産業建設常任委員会および総務常任委員会に付託し、

審査をお願いいたします。 

 日程第６ 議第１号から議第26号まで（東近江行政組合の共同処理する事務およ

び規約の変更についてほか25件）については、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員会付託につきましては、お手元へ配付いたしました付託表により、各常任委

員会および予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしました付託表により、

各常任委員会および予算特別委員会に付託をいたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は４時から再開いたします。 

－休憩 １５時４４分－ 

－再開 １６時００分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 日程第７ 一般質問を行います。 

 お手元に印刷配付の一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ４番、山田人志君。 

４番（山田人志君） それでは、通告に基づきまして、これより一般質問をさせてい

ただきます。 

 最初１点目は、ブルーメの丘の管理運営についてということですが、実はこの質

問はもう１年近く前に用意しておりまして、ところが、その後、昨年５月に指定管

理者の株式会社ファームが民事再生法の適用申請をしましたもので、これは落ちつ

くまで待ってないかんなということで、自ら引っ込めまして、その再生手続も、昨

年中にスポンサー企業が決まりまして、債権者の中での再生計画の合意もされ、そ

の後順次債務処理もされて、ほぼゴールが近いというふうにも聞いておりますので、

このタイミングで改めてお尋ねするということで、ご了解いただきたいというふう

に思います。 

 今の民事再生手続とは別に、もともとこのブルーメの丘の指定管理による管理運
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営には分からないところがありまして、特に違和感を持って感じているのは、管理

料が０円という部分なんです。これは平成15年に地方自治法が改正されて、指定管

理者制度の趣旨からいえば、恐らく想定外の姿なんだろうなとは思っているんです

が、ところが、一方でビジネスの視点で見れば、０円の管理料というのは十分あり

得ることで、実際にほかの自治体の中でも、そのような事例があるようです。なぜ

なら、いわゆる施設産業というか、装置産業といわれるようなビジネスは、ハード

部分への初期投資と、そのハードのリニューアルによって収益を生み出していくと

いうような構造ですから、その一番大きな部分のハード部分のコストとリスクを行

政が抱えてくれて、さらにその上に一定の集客が見込めるということであれば、例

え管理料が０円であっても、企業にとっては十分に採算計画が成り立つからであり

ます。 

 ただ、しかしそうした場合は、もともとその行政が、その公共施設に投資した投

資目的というのが達成されるのか、行政が目的達成のためにマネジメントができる

可能性が担保されているのかということが、多分課題になるのかなというふうに思

います。そうでなければ、一企業の採算のために、採算を合わすためだけに公共投

資になってしまいますので、そこら辺が一番大事なことかなと思っております。 

 ブルーメの丘の場合は、施設のうちの11棟は、町が農業構造改善事業として投資

した公共施設でございます。町外では、農業構造改善事業の建物という例は、道の

駅の上物、直売所であるとか、そういう形に活用されている例が多いようですが、

さらにその施設が指定管理になっているという場合も、いくつか例が見られますが、

ただ、その場合は、指定管理者、相手側が地元団体であったり、あるいは地元のま

ちづくり会社であって、行政と一緒に農業振興とか地域活性化とかについて、マネ

ジメントできるような仕組みになっているかと思います。その点で、ブルーメの丘

の場合は、指定管理者が県外の企業ということで、その点、マネジメントが担保さ

れているのかなというのは、少し疑問ではございます。 

 ブルーメの丘は、開業当初は株式会社北山ファームという第三セクターに管理運

営が委託されていました。それも行政の出資比率が50パーセント以上の第三センタ

ーですから、マネジメントの主導は当然行政側にありますし、さらには50パーセン

ト以上でしたら、議会も関与できる形になっていたと思います。それは公共施設の

目的を達成するためには、本来の形の１つではあるかなと思いますが、それがなぜ

指定管理に変わったのか分からないんですが、それの過去の経緯については、今回

は聞きません。それよりも、今後の方針ということで、３点教えていただきたいと

いうふうに思います。 

 １点目ですが、もしブルーメの丘が観光施設というイメージで集客を図っている

とするならば、観光施設で最もやっぱり大きな問題は、陳腐化ということになるか
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と思います。議会を通じていただいている仕様書を見ますと、営業戦略上のリニュ

ーアルをする場合は、これは指定管理者側の負担というふうに読み取れるんですけ

れども、そうじゃなしに、老朽化して、今後は恐らく老朽化、20年もたっておりま

すので、大規模改修を含む長期修繕計画が必要になってくるのかなとは思うんです

が、その責任は、多分基本的には町の方にあるんでしょう。そうした費用は、どの

ように調達していくつもりなのか。あるいはそうじゃなしに、老朽化という指定管

理者側に責任がない場合であっても、その負担を指定管理者に求めていくのか、そ

の辺を確認させていただきたいというのが１点目でございます。 

 それから２点目ですが、公共施設としての目的達成のために、町はブルーメの丘

のマネジメントに、どのようにかかわっていくのか。将来は、指定管理という現行

制度を見直すという可能性もあり得るのか、確認させて下さい。さらに、その方向

づけの前提として、そもそもブルーメの丘という公共施設は、何を目指しておられ

るのか、確認させていただきたいというふうに思います。 

 そして３点目は、今の流れからいうと、少し枝葉の話にはなってしまうんですが、

株式会社ファーム、指定管理者の再生手続に関連して、株式会社日野ファームと株

式会社北山レーベンが、債務処理上の都合で連鎖倒産をしているかと思います。具

体的には、民事再生法適用申請をしているかと思うんですが、その処理状況を教え

ていただきたいと思います。さらには、日野ファームは第三セクターで地権者でも

ありますし、北山レーベンはもともと農業振興の趣旨からして、一番大事な役割を

担う会社ではないのかなと思っておりますので、その再生後のブルーメの丘全体の

運営スキームがどうなるのか、教えていただきたいと思います。 

 以上３点です。 

議長（杉浦和人君） ４番、山田人志君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 滋賀農業公園ブルーメの丘につきまして、ご質問いただきまし

た。 

 公園全体を管理運営する株式会社ファームが、昨年５月に民事再生法の適用を受

けて以来、関係する皆様には、さまざまなご心配をおかけしたところでございます

が、本年２月３日に新しいスポンサーとなった株式会社ワールドホールディングス

のもとで、再生のスタートを切ることができたところでございます。 

 さて、公園の施設についてでございますが、ブルーメの丘は、平成９年の開園か

ら今年で20年を迎えることとなります。公園内の各施設につきましては、修繕が必

要な箇所も数多くあると聞いております。施設の経年劣化における修繕にあっては、

指定管理者と町との協定書において、株式会社ファームの負担において実施すると

定めておるところでございます。 

 次に、町とのかかわりでございますが、農業構造改善施設につきましては、公園
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運営全体の中で企画運営されている施設でありますので、指定管理に関して見直す

ことは考えておりません。また、ブルーメの丘は、設立当初から農畜産業と観光を

取り入れた地元と融合した施設を目指しており、新しいスポンサーも地域に愛され

る美しい公園、地域に貢献する開かれた公園を、公園改革の基本方針に据え、取り

組むこととされております。 

 次に、株式会社日野ファームと株式会社北山ファームの状況についてでございま

すが、債権処理のため、本年１月18日に民事再生法の適用を受け、再生手続中でご

ざいます。両会社とも株式会社ファームの関連会社であり、新たなスポンサーが、

株式会社ファームを子会社化したことと同時に、引き受けることとなっております。

また、ブルーメの丘全体の運営につきましては、新しい執行体制を決定され、先日

２月24日に社長とお出会いをいたしました。その際には、まず第１段階として、来

客者が多くなる５月をめどに、トイレの改修や危険箇所への対応等修繕に取り組む

と言われておりました。さらに第２弾として、建物等大がかりな修繕に入るとされ

ております。今後新たなスポンサーのもと、来園者を取り戻し、早期に事業再生さ

れるよう、町としてもさまざまな面から応援してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 再質問をさせていただきます。 

 まず１点目のお尋ねにつきましては、老朽化に伴う改修であっても、指定管理者

側が負担するという協定書が結んでいるということのようですので、それはよく分

かりました。 

 ３点目なんですが、今、ご答弁の中で、日野ファームと北山ファームというふう

にご答弁いただきましたが、連鎖倒産したのは、民事再生適用したのは、北山レー

ベンではないでしょうか。ちょっともう一度確認させて下さい。 

 それ以外のことは、ほとんどお答えいただかなかったような気がしますので、こ

れについては後日でも農林課の方に個別にお尋ねするとして、２点目なんですけれ

ども、民間施設と一体で企画運営をしているので、指定管理を見直さないというご

答弁だったように思いますが、一見納得できるような説明では、理由ではあるんで

すけれども、よく考えれば本末転倒ではないのかなという気がしないでもないです。

もともと管理料が０円という設定は、ブルーメの丘は入場料収益だけでも採算が取

れると、行政側がそういうふうに判断されているということだと思うんですよね。

一昨年12月の産業建設常任委員会で、そういった認識が行政が判断されているのや

ったら、町が経営にかかわる選択肢もあるんではないですかということを質問させ

ていただいたんですが、その当時の農林課長からは、行政がやれば、絶対赤字にな

りますというようなご答弁が、話がございました。なぜそう言い切れるのか、その

理由までは尋ねませんでしたが、現在の農林課長は、その点についてどのようにお
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考えなのか、ぜひお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 それから２点目は、このブルーメの丘だけじゃなしに、町の指定管理全体にかか

わる話なんですが、地方自治法、詳しくは244条２の第６項にかかわることで、指定

管理者を指定するときは、あらかじめ議会の議決を経ることになっています。ただ、

現行の日野町がやっておられる手続でいいますと、指定管理者が選定された後に、

これは反対がしようがないなという事後報告のような時点で議会に提案されていま

すが、あらかじめというのであれば、せめてその仕様や選定基準、あるいは公募の

有無ということも含めて、何かしらの機会に事前に説明があるべきではないのかな

と思っておりますので、お考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 山田議員より再質問いただきました。 

 ３点ほどいただいております中で、１点目の、北山レーベンの件でございます。

北山レーベンにつきましても、議員おっしゃるとおり、民事再生法の適用を受けて

おります。ただ、町にかかわる部分がございませんでしたので、町長の答弁の中に

は含まれていなかったということで、ご了解をお願いいたしたいと思います。 

 それからブルーメの運営というか、農業構造改善施設を含めて指定管理を、ブル

ーメの株式会社ファームに指定管理をさせていただいている件に関しましてでござ

いますけれども、当然、当時の20年前の株式会社ファームさんに、公園施設を全て

運営をお願いするという段階から、やはり全国的に公園施設を運営されていた先進

的な企業さんであったという面で、当初からそういったノウハウのあるところにお

任せするという考えでおりました。それは出資が、当時については町が50パーセン

トを超えなければ委託ができないという部分がございましたので、そういった形態

をとっておりましたけれども、実態としては、町ではなくて、やはりノウハウのあ

るところにお願いをするという考えでございまして、今もそうでないと、なかなか

町としてそこまで運営をできる技量が少ないというふうに考えております。 

 それと、今のこの指定管理の指定にあたっての手続につきましては、これまでか

らとっております方式が定められておる方式でございますので、事前にといわれま

すと、まずは公募するのか、それとも非公募にするのかというところから始まりま

すので、そこは有識者での会議で決定させていただいて、お諮りさせていただくと

いう方針かと思います。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 再々質問はいたしませんが、先ほどの民事再生法手続は、結局

３社ということでよろしいですか、その民間会社も含めると。ということでよろし

いんですね。 

 ブルーメの丘は、貴重な農業構造改善事業の資金を活用した公共施設でもありま
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すので、試算リスクを町が抱えているにもかかわらず、今のところ、なかなか公共

施設としての姿が見えないなという実態も感じていますので、今回指定管理者の民

事再生による経営主体が変わるという機会に、ぜひこのことを再認識していただき

まして、公共施設の目的達成に向かうようにご検討いただきますようにお願い申し

上げ、１つ目の質問を終わらせていただきます。 

 ２つ目は高齢者対策と地域社会についてということで、質問させていただきます。 

 いわゆる団塊の世代が後期高齢者に達する2025年に向けて、医療介護の一体改革

とあわせて、地域包括ケアシステムの構築が進められています。この政策を実現す

るためには、地域社会の理解と協力というものが不可欠であろうかと思うんですが、

ただ、サービスの実施主体となる地域の受け皿が、なかなかないと。その受け皿を

つくってもらうために、なかなかその担当者とその人員とか時間がさけない。しか

し受け皿をつくっておかないと、後々サービスメニューを多様化しない自治体ごと

に、サービスの格差ができてしまうと、そんなようなジレンマに陥っておられる自

治体は、少なくないのかなというふうに思っています。 

 そこで、平成29年度中の開始が決まっている介護予防、日常生活支援総合事業、

いわゆる新しい総合事業ということですが、以下、総合事業というふうに言い方を

させていただきます。そのことを中心にして、地域社会に理解と協力を得るための、

町としての取り組み方針等について、一問一答でお尋ねさせていただきます。 

 まず、入り口の質問として介護支援課にお尋ねするんですが、新しい総合事業の

開始時期と、それから開始当初でのサービスメニューが何であるのかをお聞きしま

す。このことについては、町広報の今月号でもう既に紹介されていますので、改め

ての確認ということでご了解下さい。さらに、新しい総合事業の実施時期がおそく

なると、介護保険事業の第６期計画のデータ収集が、もう１年間に限られてしまい

ますよね。本来ですと、第６期計画のデータを集約して、そこにＰＤＣＡを回して、

十分に検討して第７期計画につなげるという手続が本来あるべきなんでしょうけど

も、余りおそくなると、それができなくなるという懸念がありますので、その点を

踏まえて教えていただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） ２点のことについて、まず新しい総合事業の時期につ

いてご質問いただきました。新しい総合事業につきましては、平成29年４月からの

実施に向けて、準備をしているところでございます。現在の地域支援事業で実施し

ています高齢者の実態把握訪問、また介護予防啓発、認知症予防啓発、地域におい

て取り組んでいただいていますおたっしゃ教室などの介護予防事業に加えて、要支

援１、２の人が利用されている介護予防給付の訪問介護、通所介護が地域支援事業

に移行いたしまして、新しい総合事業として実施させていただくものでございます。 
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 それと、開始時期におけるサービスでございますが、新しい総合事業の開始にお

ける介護予防、生活支援サービスについては、訪問型サービス、通所型サービスと

もに現行相当サービスのみを実施していく予定でございます。そして、現在実施し

ている介護予防事業につきましては、一般介護予防事業において、引き続き実施し

ていくということでございます。 

 それともう１点、第７期の事業計画を踏まえて、総合事業１年しかないと。４月

から早期に実施いたしまして、その辺のデータ等も確認する中で、実際に今現在も

アンケート調査とか、そういうものも行っております。それを踏まえ、夏場から秋

にかけて素案的なものを作成して、最終的に年度内に計画をまとめるという方向で

考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 介護支援課にちょっと確認させていただきたいんですが、新し

総合事業は、訪問型サービスが５種類で、通所型サービスが４種類で、その他の生

活支援サービス、さらには一般介護予防事業を加えた多様なサービスで構成される

ものと、私はそういう認識しているんですが、今のご答弁でいいますと、そのうち、

これまで実施されてきた訪問介護、通所介護だけを、総合事業という看板の中で、

とりあえず４月からスタートすると、そういう理解でよろしいんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 今、サービスの種類についてご質問がありまして、先

ほど答弁いたしましたように、現行相当の訪問介護、通所介護のみの実施というこ

とでご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 生活支援に係る多様なサービスは、ケアマネジメントの必要が

なければ、一般的には一般介護予防事業で多分やってもらうということになると思

うんですが、その出口の部分で、地域でそういう受け皿がないと、ひょっとして従

来型の要認定支援に逆流して、結果的には介護費用を増やしてしまうようなおそれ

があるんではないかなと思うんです。もう少し分かりやすく言いますと、多分、総

合事業によって、これまでとは違うたくさんの高齢者の方をチェックしていく。多

分、たくさんの方は、別にケアマネジメントの必要もない、要支援の必要もない、

地域の中でこういう事業をやってもらったり、健康増進をやってもらったりという

ことになるんですが、それだけたくさんのことを受け入れる受け皿が地域でなけれ

ば、行政としてもそれにかかわった責任上、今あるメニューでということになれば、

要支援認定の人が、ひょっとしたら増えるという懸念もあるのではないかなと思っ

ているんですが、そのために地域の受け皿をつくるということは、かなり喫緊の課

題かなというふうに思っています。 
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 その前提で、今のことはそうではないということであれば、また教えていただき

たいんですが、その前提で介護支援課にさらに伺うんですが、地域の受け皿として、

行政の担当者の間ではよく知られている活動事例では、米原市の大野木長寿村まち

づくり会社がありますね。あるいは、先日総合事業を、支え合い事業をやってもら

えそうな例ということで、長浜市なり高島市のＮＰＯ法人の話も聞いてきたんです

が、日野町でそういう支え合い事業というか、いわゆる総合事業の一翼を担っても

らえそうな、現行で地域組織とか住民組織の動きはあるのでしょうか、教えていた

だきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 今２点ほど質問をいただきました。 

 １点目につきましては、その他の生活支援サービスについて、現在では一般介護

予防の中でさせていただこうという考えでおります。そのままであると、要支援の

方なり、そういう介護に係る方が増えていくのではないかということでございます

が、ちょっと現状においては、十分これからそういうことも研究する中で進めてい

きたいと思います。 

 それともう１点、例で出していただきました米原市の大野木長寿村まちづくり会

社、また高島市、長浜市のＮＰＯ法人のことで、地域での支え合いということなん

ですが、現状においては、ちょっとそういうような形での団体というんですか、地

域というのは、今、日野町にはございません。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 日野町では、今のところそういう活動は見られないということ

だと思うんですが、昨年12月議会での人口減少対策特別委員会のときに、企画振興

課さんのご答弁の中で、地域包括ケアの視点で、来年度からは地域の組織化ができ

ないかを考えていると、多分そういう話があったかと思うんですが、その取り組み

は具体化しそうなんでしょうか、企画振興課に伺います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 12月議会でお話をさせていただきました。支え合いと

いうことで、コミュニティービジネスの要素も取り入れながら、地域での支えを実

践されている、先ほどの大野木もそうなんですが、先例地や、そうした取り組みを

進め、支援している自治体も含めて、先例先進地の取り組みを研究してまいります。

もう少しちょっとせんならんところがあるんですが、それとは一緒に、関係課と協

議をしているという状況でございます。 

 地域でのそうしたこの取り組みを広げていくというためには、実際にどういった

支援が必要なのかということで、それぞれ実際、地域で取り組んでおられる方々と

直接話をし、そのニーズ等に合う形での支援が必要だろうということで、その検討
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をし、関係課、団体とも連携し進めていく必要があるというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 同じ関連なんですが、国では、地域の受け皿づくりに向けて、

社会福祉法人とかＮＰＯ、自治会、企業等のさまざまな立場の関係者が集まっても

らって、協議体をなるべく早くに設置するようにということを進めておられます。 

 昨年12月議会の、今度は地域経済対策特別委員会なんですが、その席上で、介護

支援課の方から、町社会福祉協議会と連携の話を進めているんですよという、多分

そんな話があったかと思うんですが、その後どうなっていますでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 町社会福祉協議会との連携ということで、ご答弁をさ

せていただきました。 

 現在、来年度に向けまして、町社会福祉協議会におきまして、地域福祉活動の取

り組みにあわせて、町から生活支援コーディネーターということで、社会福祉協議

会に行っていただいているんですが、その方も入っていただいて、モデル地区とな

って取り組んでいただける２地区に、働きかけを行っていただいているというとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 現況は分かりました。 

 先ほど、企画振興課のお話で、とりあえず研究と協議をしていきますよと。そし

て、ニーズを把握しますよという話なんですが、その辺で、もう一度企画振興課に

お尋ねするんですが、私は、例えば担当の介護支援課が、地域の受け皿を住民の中

でつくって、そこに総合事業のメニューを並べて、さあ、どうぞという、そういう

四角四面のやり方では、なかなかニーズって広がらないのと違うかなと思っている

んです。先ほどを例に出させていただいた米原市の大野木の例で言いますと、今は

通所型サービスＢまで受けるつもりで準備を進めておられるんですが、もともとは

その地域のお年寄りの楽しみとやりがいみたいなところで、始まったところがある

んです。社長自身がもう80を超えておられる方で、いつもおっしゃるのは、自分た

ちが楽しむことが一番やというふうにおっしゃっています。一方、日野町内でも、

そういう中高齢者、お年寄りを中心に、いろんな地域活動をされていると思うんで

すよ。学習支援を一生懸命されているところもありますし、防災をされている団体

もありますし、そういう方たちに、実は地域の一番優先課題の１つが、高齢者対策、

あるいは総合事業なんですよということを言ってあげて、アナウンスしてあげて、

その中で無理なくやりがいと楽しみを持って、できることからやっていただくと。

そのうちに、だんだん総合事業のメニューに沿って誘導していくというようなこと

が、地道ではあるんですが、現実的ではないのかなというふうに思っています。こ
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ういった仕掛けというのは、なかなかご担当の介護支援課じゃない方がいいのかな

と私は思っていますので、あえて企画振興課にお聞きするのですが、いかがでしょ

うか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 既に集落単位では、中心になってやっていただいてい

る方がおられるというふうにお聞きしています。その方々が、今やっている中でど

ういう課題があって、じゃ、今理想としてはこういう形で高齢者の支え合いを広げ

ていきたいなというふうに思っているし、広げていかんならんと思うていますんや

けど、どうですやろと、このようなお話を聞かせていただく。そうすると、自分た

ちが今やっている中で、いや、こういう部分がこうなればこうなるん違うかなとか、

いわゆるそのリーダー的な人が見えない中で、一般の人を集めて、こうです、ああ

ですいうても、なかなか実際の話、難しいので、やり方としては、そういうような

形で、既に取り組んでいただいている方でリーダー的な方、そういう方に直接お話

を聞かせていただいて、できれば広げられないかなと、それが今考えているところ

でございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 多分、そういうふうに既存の活動を利用していただきながら、

それを意識誘導という言葉が正しいのかどうか分からないんだけども、していくの

が、地道であっても正しい方向性なのかなと思っています。 

 その意味で、その他の生活支援サービスは、私は、地区社会福祉協議会、それか

ら福祉協力員に可能性があるのではないかなと思っておりまして、地区社協は、平

成２年から始まった福祉のまちづくり運動、それによって誕生したもので、ただ必

佐地区と日野地区ではちょっと設立がおくれたようでして、10年ぐらいおくれたよ

うでして、それでも、そのおくれた必佐、日野でも、もう15年以上たっていますか

ら、もう自分たちで考えて活動できるようにはなっています。反面、地区社協の方

とかと話をしていますと、これから何をしていったらいいのかな、どういう活動が

ふさわしいのかなというふうに模索しておられるような面もございまして、そうい

うところに少しアナウンスしていくということも、大事なのかなと思います。また、

福祉協力員は、町社協が定めておられる福祉協力員規則というのがあるんですが、

それを見ますと、福祉協力員は各地区社協の組織の中で活動するというふうに書か

れています。さらには、福祉協力員は、もともと各区の福祉会ともつながりがあり

ますので、地区とそれから各区両者の連携ということでも、ネットワークがつくり

やすいのかなというふうに思っています。さらには、健康推進員もそのネットワー

クに入ってもらえれば、サービスの範囲を栄養改善まで広げるという可能性が出て

きますし、もともと健康推進員というのは、地域の組織の役ではないですので、そ
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ういう地区社協主体のネットワークに入ってもらっても、組織的な問題は多分なか

ろうかと思うんですが、こういった考え方、これは私の考え方ではあるんですが、

ぜひご担当の福祉課のご意見を、お聞かせいただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（宇田達夫君） ただいまご質問をいただきました。 

 地区の社会福祉協議会には、福祉協力員さんや健康推進員さんも、組織の一員と

してご活躍をいただいております。福祉協力員さんは、地域福祉の中心として、大

字でのサロン活動をはじめとして、各種事業に取り組んでいただいております。ま

た、健康推進員さんは、地域における健康づくりのリーダーとして、子育て中の家

族の応援、広報紙の発行や広報ひのへの記事の掲載、食育教室の開催など、多様な

事業に取り組んでいただいているところでございます。 

 地域の課題を解決するためには、多様な人材の発掘が必要であり、健康推進員さ

んがかかわることで、豊かな地域社会づくりにつながっていくのではないかと考え

ております。 

 しかし、活動を広げるにあたりましては、皆さんなかなか多忙な方が多いという

こともございます。今後十分に議論していく必要があるんではないかというふうに

考えています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 広げるというよりも、むしろ総合事業の方に向かって、支え合

い事業の方に向かって絞り込んでいくというような意味合いなんですけども、いか

がでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（宇田達夫君） 現在、健康推進員さん、福祉協力員さん、多様な人材の方

がそろっていただいておりますので、そういう意味では、可能性があるのではない

かというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ぜひその辺のご検討もよろしくお願いします。 

 地域の協力を得るということでは、企業の参加ということもあり得るわけでして、

私の知っている甲賀市内の薬局なんですけども、もともと市販薬の薬局なんです。

それが総合事業のほとんどのサービスメニューを、ビジネスとしてやろうというこ

とで、今、取り組み始めておられるところがあります。既に通所介護をやっておら

れますし、訪問介護、訪問型の多様なサービス、それからその他の生活支援サービ

スに見合うような事業も順次着手されていますし、さらには、そのニーズの掘り起

こしのために、もともと市販薬の薬局なんやけども、配置売薬を始められています。

それで見守り活動ですよね。さらには、配食サービスとか開業医とのネットワーク
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で、医療健康相談なども始めておられるというところがあります。 

 それと、話題性ということで、知っている方は知っている事例なんですが、東近

江市内の葬儀社が見守りサービスを始めたという例もあるようでして、葬儀社の見

守りというのが、なかなかその話題だけで有名なんですけども、そこで商工観光課

にお聞きするんですが、日野町内で高齢者対策をビジネスにしようと、事業化しよ

うというような企業の動きは見られるのでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 私どもで、現在関知しているというか、お聞きして

いるというのは特にはないんですけれども、どういう取り組みがあるかなというふ

うに思いますと、平和堂さんがお買い物をされたそのお荷物を配達されているサー

ビスとか、あとシルバーさんからも聞いているのは、やはり高齢者からの依頼が結

構多いと。庭の草むしりとか簡単なお手伝いをしてもらうとか、そういうことで大

変高齢者さんからも喜んでもらっているということで、そういうようなことは聞い

ておりますし、あと、介護タクシーとかというのも、事業化という形で現在２社さ

んほどが動いておられるということは、現行は把握させてもろうているんですけど

も、これから今おっしゃっていただいている薬局さんとか、ただ、葬儀社はちょっ

と聞いていませんけども、そういうようなことについては、ちょっとまだご相談と

いうのはお伺いしていない状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今お答えいただいた中の、シルバー人材センターなんですけど

も、これは介護支援課に伺うんですが、県外の事例ですが、訪問型サービスＡのメ

ニュー、これをシルバー人材センターに委託した自治体があるというふうに聞いた

んですが、日野町ではどうなんでしょうか、教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 緩和した基準での事業所等に実施しています訪問型介

護サービスＡについて、シルバーさんが実施していただくことが可能だというふう

に考えております。 

 基準については町の方で定めさせていただいて、サービスの提供にあたっては、

一定の講習会等を受講してもらう必要があるというふうに考えております。 

 訪問型サービスＡの事業を実施するためには、町の事業者指定を受けるか、また、

今おっしゃっていただいた町からの事業委託という形、どちらかをとっていただく

必要があります。なお、事業者指定の場合も委託の場合も、いずれも基準を順守し

て事業を実施していただくことになりますし、委託の場合には、シルバー人材セン

ターのほかに、町内に現在訪問介護事業を実施されている事業所もございますので、

そこの意向も確認する中で、進めていかなければならないというふうに考えており
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ます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今ご答弁いただいた中に、委託の場合には、ほかの事業者の意

向等も確認する中で進めていくという話をいただきましたが、それは恐らく委託と

いう形をとれば、仮にシルバーさんに委託をすれば、ほかの事業者が参入できない

と、多分そういう事情ですね。そういう制度ですので、とおっしゃっているんだと

思うんですが、ただ、視点を変えますと、恐らくこの訪問型サービスＡというのは、

介護報酬の単価が低く抑えられる、設定される可能性があります。ですから、簡単

に事業者がそこにはビジネス上参入できないという問題もあって、もしそれが参入

できるとすれば、例えば特養とかも既に持っておられ、その全体的な運営の中で、

仮にサービスＡの単価が安くなっても、全体として採算が合うという企業に限られ

ていくんじゃないかなと、そんな気がするんです。分かりませんが、もしそうなれ

ば、町内での介護保険事業の独占化が進んでしまうという逆の懸念もあるわけなん

ですけども、結局は何が地域全体のためになるかという選択肢になるかと思うんで

すが、その辺の両者を兼ね合わせて、介護支援課ではどのように考えていただくの

か教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 訪問型サービスＡについて再質問をいただきました。 

 今、議員の方がおっしゃられましたように、低く抑えられる可能性というのは、

当然緩和した基準でございますので、現在の介護報酬よりも低く設定しなさいとい

うことが、基本的にそういう方向でしなければなりません。それですので低くなる

ということがあります。ただ、事業所、日野町の訪問介護サービスを行っていただ

いているところは、ご存じだと思うんですけど、社会福祉協議会のひだまり事業所

と、いずみ介護さんがされていますひふみさんということで、２カ所がやられてお

られます。ただ、そこで併設されているサービスにつきましては、デイサービスと

いうことで、質問いただいた中での特養とか、大規模な介護サービスを実施されて

いるものではありません。ただ、それぞれの訪問介護事業所につきましても、一定

そのことについては、今後いろんな考え方を持っておられると思いますので、ちょ

っとまだ聞けていない状況でございますので、そのものをやっぱり把握して、その

中で事業を実施していきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今の件は、なるほどそうかと思いました。よく分かりました。 

 ちょっとシルバー人材センターの話に戻るんですけども、シルバー人材センター

は、高齢者の働く場、つまり高齢者の活躍の機会をつくるすごく大事な存在だと私

は思っていまして、今度は商工観光課に伺うんですけども、シルバー人材センター
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の側から見て、この活躍の機会を広げるということで、総合事業への参入の可能性

というのは、いかがなのでしょうか、お教え下さい。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 毎年活動方針という形で、シルバーさんの総会にも

寄せてもろうているんですけれども、その中でも、基本方針の中で、やはりこれか

ら高齢者同士が支え合うというような方針を掲げられておられますので、先ほど申

しましたように、実際高齢者さんからのご用命というんですか、これも多いと思い

ますし、よその県では、シルバーさんがその訪問型サービスＡを実際に事業として

実施されているという例も、確認はさせていただいていますので、当然日野町のシ

ルバー人材センターでも、ある程度のいろんな研修を積んだ中でやと思うんですけ

ども、対応は可能やというふうに、私の方は判断させていただいています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ぜひ、前向きに検討をお願いしたいと思うんですが、その関連

で、もう１つ、商工観光課にお尋ねなんですが、健康寿命を延ばすということでは、

高齢者は働き手として見るということが大変大事なことかと思います。その関連で、

高齢者の働く場、あるいは機会づくりということで、日野町ではどのような取り組

みをされているのか、教えていただきたいというふうに思います。高齢者雇用とい

うことでの機会づくりについて、どのような政策、施策があるのか教えていただき

たいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） やはり高齢者さんの働く場という、そのような意味

からいきますと、町としては、シルバー人材センターに全てがかかっているのかな

というふうに思っていますし、町からも、いろんな業務の発注やら、また工業団地

の企業さん向けにも、シルバー人材センターさんをご活用下さいということで、そ

こが一番の窓口なのではないかなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） もう１つの方向性としては、企業に実際に高齢者の雇用をお願

いすると、働きかけると、当然そういう政策はあるとは思うんですが、実際それを

決めるのは企業側ですから、なかなかすぐにはいかんということもあるでしょうか

ら、おっしゃっていただいたように、直接的な広報として、シルバー人材センター

の機能を拡充していくというのは、ぜひ検討する意味があると思いますので、お願

いしたいと思います。 

 それともう１つは、町内でも子育て世代が、いわゆるコミュニティービジネスを

自分たちで自発的に始めた例というのは、今いくつか出ていますよね。それを見て

いますと、高齢者の方がそのビジネスで応援できることが、いっぱいあるんと違う
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かというふうに、実は見させてもらっているんです。ただ、その両者の世代間の交

流って、ほどんど今ありませんから、その交流づくりという、接点づくりというこ

とも、ぜひ検討していただければと思いますのでお願いしたいなと思います。これ

はご答弁は要りません。 

 ところで、総合事業では、生活支援とか健康増進も含めて、地域包括支援センタ

ーを多分経由していくことになるかと思うんです。そのために、多様なサービスに

関連して、ケアマネジメントの件数が、さっきも申しげましたが、増える可能性が

あって、逆に件数を抑えようとしたら、結構チェックをしっかりやらなあかんとい

うことがあったりして、段違いに支援センターの役割というのは大きくなるのかな

とは予想するんですけども、そういう中で、日野町では支援センターをどこにいく

つ設ける予定なのか。他市では、支援センターの民間委託という例も聞いておりま

すので、そういう自治体もあるようですので、そのことも含めて、介護支援課にお

尋ねしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 地域包括支援センターの設置について、ご質問いただ

きました。 

 地域包括支援センターの設置等につきましては、厚生労働省の通知において、人

口規模や業務量、運営財源や専門職の人材確保の状況、地域における保健福祉圏域、

生活圏域と整合性を配慮して、最も効果的、効率的に業務が行えるよう、町の判断

により設置するということとなっております。日野町では、面積、人口規模等の状

況から、設置数については１カ所が適当ではないかと考えております。 

 県内の他の市町のことでも、今ご質問の中に入れていただきました。現在、県内

の包括支援センターで民間に委託されているところ、社会福祉法人だとか医療福祉

法人に委託されているところもあります。また、複数あるところにおいては、直営

で実施されているところもあります。現状では、現在市町で１カ所というところは、

野洲市、湖南市、高島市の３市、それと６町が地域包括支援センターが１カ所。他

の市につきましては、複数の包括支援センターを配置されているという状況でござ

います。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今ご答弁いただいたように、日常生活圏域は、例えば人口１万

人程度とか、中学校区の程度とか言われていますので、日野町の場合は中学校１校

ですから、１カ所でご答弁のとおりいいのかなというふうに思います。 

 ただ、今後多様なサービスを導入していくと、これまでのような支援施策と単に

組み合わせるというだけではなしに、相手方とのコーディネートとか、いろんな、

多分ニーズが求められるのだろうと思いますので、その対応のために、人員の増員
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はもちろん、それ以上に人材の育成を計画的にやっていただく必要があるのかなと

思いますので、それはご答弁要りませんけども、お願いしたいというふうに思いま

す。 

 それ以前に、この総合事業なり地域包括ケア、たちまちの問題は、地域包括ケア

にしても、この新たな総合事業にしても、ほとんど住民の間で知られていないと、

浸透していないということが最大の問題なのかなと。多分、制度として難しい、分

かりにくいし入りにくいということが大きな原因なのかもしれませんが、そういう

中で、来週17日に、これまでとは参加対象を広げていただいて、支え合い講座を開

催されるということですが、ちょっと言い方は変ですけど、うれしく感じておりま

して、どうかこれを大事な一歩にしてほしいなというふうに思っています。 

 私も地域住民といろんなお話し合いの、意見交換の機会があると、この地域包括

ケアなり総合事業という話をするようにはしているんですが、さっきも言いました

ように、なかなかこれを浸透しづらい、分かってもらいづらい制度なりメニューで

ありまして、この話をするたびに、なかなか浸透していないな、浸透せえへんなと

いうことを実感する、そういう状況なんですけども、この地域社会へやっぱり参加

してもらわんことには、これは成り立ちませんので、どうやってこれを周知して浸

透させていくのか、介護支援課の一番大きな問題かと思うんですが、お考えをお聞

かせいただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ここで、本日の会議時間を、議事の都合上、あらかじめ延長い

たしますのでご了承いただきたいと思います。 

 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 新しい総合事業に関する広報について、ご質問いただ

きました。 

 先ほど議員の方からも、広報３月号で新しい総合事業のことについて掲載があっ

たということで、掲載しております。 

 たちまち、特に要支援１、２の方の利用者の方が総合事業に移行するということ

については、今週からになりますが、３月中に訪問させていただいて、説明させて

いただく予定をしております。 

 それと、今のお話にもありましたように、今月17日に日野公民館の方で、地域支

え合い講座をしていくということで、地域包括ケアについて、多くの方に知ってい

ただこうという形で考えております。今後もさまざまな方法を考えておりますが、

１つは、介護支援課の方では、出前講座を結構割と多く受けさせていただいて、地

域の方に出向いております。この総合事業であったりとか地域包括ケアについてと

いうとなかなか難しいので、メニューの中に少しそういう話も入れさせていただい

て、地域住民の方に啓発していきたいというように考えております。 
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議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 私も、どういう言い方が一番伝わるのか、いろいろ考えてはい

るんですが、どうか簡単にすっと入っていくようなことを、またぜひお考えいただ

きたい、そうやって手を広げていっていただきたいと思いますので、お願いしたい

というふうに思います。 

 最後に町長に伺うんですけども、高齢者対策の中で、今ずっとやりとりさせてい

ただきましたように、地域住民の組織づくりといったような町と行政と地域社会と

のつながりをつくっておかないと、総合事業の多様なサービスの展開など、今後自

治体ごとの住民サービスに、格差ができてしまうというようなことが言われていま

す。さらに、健康増進への取り組みの差が、将来的には医療や介護費用の抑制効果

に反映されて、財政への影響にも差が出てくるというようなことも言われたりして

います。 

 日野町の場合は、介護保険の費用が、毎年下がることなしに上がり続けています

です。年によって、どんどん増えたり、そうでなかったりもあるんですが、増える

ことには違いなくて、毎年平均でいいますと５パーセントぐらい上がっているんで

すかね。複利で５パーセントだから、なかなか大変なものと思います。 

 有名な福島県の西会津町という例があるんですけども、そこではＩＣＴを活用し

て、健康増進事業に設備投資をしている。ハード事業なんですけども、その検証結

果で、医療介護費用に抑制効果があらわれたという話もあるんですけども、それは

大分以前の話ですから、今ではその検証結果で、実は病院が近くにないから医療費

が抑えられているだけやと、みたいな報告もありますし、さらにＩＣＴの導入から

結構年数がたっているので、その故障対応とか、そういうことに、別の問題に人が

とられているんやと、みたいな調査結果もあったりして、結局何が一番よいのかよ

く分からないと、一概には評価できないなというところもあって、やっぱり地域の

中での人のつながり以上のことはないのかなというような気もするんですけども、

そういったいろんな考え方がある中で、日野町は中長期的な高齢者対策について、

どのような方針を持って戦略を描いておられるのか、ぜひお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 高齢者の施策について、ずっとこれまで展開をしていただいた

ところでございますが、山田議員がおっしゃるように、なかなか難しい課題でござ

います。地域の中で見守りがされ、またそれぞれが支援をできる、そういう関係を

つくるということが大事だろうと分かっておるわけでありますが、なかなかそれを

どういうふうに組み立てていくのかというのは難しい課題でありますが、それぞれ

の地域で、地区社協や字福祉会等の取り組みの中で、先進的な取り組みもしていた
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だいておりますので、そういうことが町全体で広がるように努力しなければならな

いものと、このように思っております。 

 そうした中で、ご承知のように、町におきましては、高齢者福祉計画介護保険事

業計画を策定し、見直しを３年ごとに行っております。第６期計画も、もう終盤で

あり、最後の年になりまして、今度７期計画をつくることになっていくわけであり

ますけれども、そういう地域の実態を踏まえ、住民の皆さんや専門職、そして医療

や介護、そういうそれぞれの立場で頑張る人たちが、どのように力を合わせられる

のかということについて、しっかりと議論をしながら、2025年を見据えた中長期的

な視点に立って、第７期計画の策定に来年度取り組んでいきたいと、このように思

っています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 分かりました。これ以上の質問はもうしませんが、最後にお願

いをして終わります。 

 私は、今の日野町にとって少子化対策と今日の高齢者対策、この２つはとっても

重要な政策ではないのかなと思っておりまして、そのために前回の12月議会では、

少子化対策ということをテーマにやらせていただいたし、今回は高齢者対策という

ことをテーマに質問させていただきました。 

 その意味で、この４月から新たにこども支援課を設けていただいて、それからこ

れまでの介護支援課が長寿福祉課になるということは、私はもう前向きに期待を持

って受けとめております。ただ、大事なことは、この少子化対策と高齢者対策は、

この２つの課だけの話とは限らないということでありまして、いくつかの課が窓口

になる可能性が十分にあります。今日は質問は振りませんでしたけども、少子化対

策も高齢者対策も、地域社会の中でお互いさまの気持ちということを醸成していく

ということが、社会教育の一環であるというふうに考えれば、当然教育委員会部局

との関連も出てくるかというように思うんです。極端な言い方をすれば、役場の全

ての課が地域社会とつながっているわけですから、全ての課がこの高齢者対策なり

の窓口になるというふうに思うわけです。ぜひ、町にとって高齢者対策の重要性で

あるとか、それからその政策を実践するための地域社会とのつながりの重要性とい

うことをご理解いただくとともに、その認識を全庁的に共有していただいて、平た

く言えば、もうみんなで介護支援課を応援してあげて下さいということなんですけ

ども、そのことをお願いして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 通告書に基づきまして、３点ほど質問させていただきたいと思

います。 

 まずはじめに、近江日野商人館の駐車場についてなんですけれども、昨日までひ
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なまつり紀行が行われていました。今年もたくさんの方が来られて、大変にぎやか

な町になっていたかなと、私個人的に思っております。また、その後、日野祭が行

われる時期にもなります。たくさんの観光客の方が日野に来られる中で、大型バス

等で来られるのも多々見られるんですけども、私個人的には、日野商人館へ来られ

るバスもあるんですけど、その中で町に聞きたいんですけれども、１番目なんです

けど、観光協会の駐車場にはトイレがあります。また、車椅子の方も入れるような

トイレだったと思うんですけれども、ところが、日野商人館の駐車場にはトイレが

ないのを知っていますんですけども、その中にトイレが設置できないかというのが

１問目です。 

 ２つ目に、商人館の駐車場に観光案内の看板、これも観光協会の方には確か立っ

ていたと思うんですけれども、商人館の駐車場には、現在設置されていないと思っ

ております。その２点を、まず最初お聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 近江日野商人館の駐車場についてのご質問をいただきました。 

 ご承知のように、あの駐車場は、かつてそれぞれの民間の用に供しておった土地

であったわけでありますけれども、地元の皆さんの強い要望もありまして、何とか

駐車場として利用できないかと、こういうようなことでございました。 

 そうした中で、商人館の方には、既に屋外トイレも設置しておりまして、あそこ

については駐車場の用に供するということなど、地元の皆さんのご意見も踏まえて、

整備をしてきたという経過がございます。 

 また、まちかど感応館の方につきましては、これはまた感応館の財産を取得する

という経過の中で、町なか観光の拠点として整備していくというようなことで、あ

そこにトイレがないということで、トイレを設置してきたと、こういう経過がある

わけでございまして、現時点におきましては駐車場整備をやってきたということで、

それぞれ町内には、いろんな経過の中で、トイレをつくって管理も致しております

が、現時点におきましては、商人館には来客用トイレが屋外に設置されております

ので、今のところ、駐車場への設置については難しいと考えております。 

 なお、観光案内板の設置もしてはどうかと、こういうことでございまして、この

点につきましては、確かに駐車場をご利用いただく方の利便性も含めて、観光の案

内看板については、何カ所かへ設置することも必要かとこのように思いますので、

設置については検討したいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 例えばですけれども、これは日野祭等もありますし、仮設トイ

レ等ができたら置けないか、それをちょっと一遍聞きたいんですけども。 

 それと今の仮設トイレもいいんですけども、先ほど言った足の不自由な方、車椅
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子で、乗用車で来られる観光客の方もおられると思うんです。その中で、仮設トイ

レでは、かなり負担がかかると思うんです。私も身内に車椅子に乗っている者がい

るんですけども、やっぱりトイレには不自由されています。日ごろ生活については

かなり不自由されているところで、遊びに行きたくてもトイレがないというのは、

かなり負担がかかると思うので、その辺の点を考えてもらえませんか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 奥平議員から再質問ということで、身障者用のトイ

レの設置についても検討できないかということでございます。 

 町なかにつきましては、先ほど町長の方からもありましたように、観光協会の方

にはトイレを設置させていただいて、一応町なか観光ということで、ふるさと館に

ついてもトイレを設置したということで、障がい者トイレについては、ちょっと観

光協会の前だけとなっている状況ですので、今後必要に応じまして、すぐにという

わけにはいかないんですけども、町内の状況、観光のお客様とかの来町の状況など

踏まえまして、今後また検討する課題ではあるというふうに認識しております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） もう１点、再々質問になりますけれども、今の看板のことは考

えるということでありがたいんですけれども、持って来るのをちょっと忘れたんで

すけれども、ひなまつり紀行の大変かわいらしい案内地図の絵が描いた紙を見て、

私も地元は大窪なので、四つ角の角に私の家があるんですけども、もうこれで４回

か５回、訪ねて来られた方がたくさんいまして、実はその辺はちょっとしゃべった

んですけども、描いておいてもらえる中に、がもにゃんの絵がちょうど真ん中に描

いてあって、間の道が消えているんです。そこで悩まれる方が、ちょうどうちの家

の前あたりで毎年５人ぐらいが、この間も訪ねて来られて、食べるところが分から

んのやけど、これはどこやろうという話で、あの辺もちょっと工夫もしていただけ

たらありがたいかなと、私的にちょっと強く要望しておくので、描いておられる方

がどうのこうのではないんですけども、分かるようにしていただけたらなと私個人

的に思っているので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは２点目なんですけれども、ほかの議員の方も一般質問の中で言われると

思うんですけども、大雪に見舞われまして、今年はまれにない大雪で、１月に半ば

から２週にわたって大雪になりまして、国道307も通行止めという状態になりました。

その中、早朝から夜にかけて、建設工業会の方、また役場職員の方、本当に大変ご

くろうさんで、寒い中大変ご苦労いただいたと思います。そこの中で、町民の方か

ら、何とかしてもらえないやろうかということで、ちょっと私は質問させていただ

くんですけれども、小学生の通学路、道は雪がどけられているんですけれども、路

肩側にどけられることによって、雪が積もりますわね。そこを通学されると、どう
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しても内側に入ってこられる中で、車が通るという朝の通勤ラッシュ、前回も安全

第一やという話も出ていましたけれども、やっぱり子どもさんたちが危険にさらさ

れるということで、町民の方からたくさん聞きまして、その路肩の雪をどけてもら

えないかというのが１問目です。 

 ２つ目に、まれにない雪の中で、私も雪をかき倒して腰もいわしまして、私の家

もひさしがちょっと折れた状態で、雪をかいてもかいても、どける場所が最後には

なくなって、しまい目に、もう車も出せない状態でかなり困ったという中で、雪を

撤去することが町としてできないかということを聞いてくれという話なんですけれ

ども、その辺をちょっと２つお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 除雪の対応について、ご質問いただきました。 

 ご指摘ありましたように、33年ぶりの大雪ということで、住民の皆さんには生活

の面でも支障が生まれたというふうに聞いておりますが、そうした中で、いろいろ

と地域ぐるみで協力をしていただいたことに、感謝いたしておるところでございま

す。 

 まず最初に、小学生の通学路の除雪でございますが、現在の町の除雪につきまし

ては、区間を指定し、通勤、通学の交通の確保を優先し、車道の除雪作業を日野町

建設工業会に委託して実施いたしております。除雪路線の延長や、作業時の時間を

考慮すると、通学路の除雪まで、なかなか対応できないのが現状でございまして、

引き続きいろんな皆さん、地域の皆さんのご協力にお願いしたいと、このように思

っております。 

 次に、雪の撤去についてでございますが、現在それぞれの雪をのけるというよう

なことについては、なかなか対応ができないところでございまして、この点につい

ても、大変悩ましいところでございますが、それぞれの地域において、またご協力

をお願いしたいなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 例えばなんですけれども、設備屋さん関係が小さい重機を持っ

ておられると思うんですけれども、無理な話かちょっと分かりませんけれども、あ

あいう機械で路肩をどけてもらうことができないかというのが頭の中にあるんです

けど、それと撤去した雪を、日野川ダムの多目的グラウンドの奥にダンプで運んで

もらうとか、そういうことは考えられませんか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 奥平議員さんの方から、再質問をしていただきました。 

 確かに路肩の歩道等につきましては、大きな建設機械ではできないということで、

設備屋さんのような小さなバックフォーであったりショベルであったりということ
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が有効やと思うんですが、なかなか町の方では、現在工業会とさせていただいてい

る契約の中では、マンパワーを含めて、工業会でも大変な中で作業をしていただい

ていまして、その中では、ちょっと現状的には難しいかなというふうに考えており

ます。 

 また、集まったその雪をどける場所がないということでございますが、北海道で

すと、大きな川の中に捨てられるという映像が流れてくるわけなんですが、現在の

ところ、町の方では、そのことは難しいかなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 大変難しいということで、まれにない雪ということなので、毎

年こんな状態が起きるということもないと思うんですけれども、融雪剤、塩カル剤

を路肩に先にまくとかできないのか。それが１つあるんですけど、それと町には関

係ないと言われたらそうなんですけど、瓜生津峠のあそこの水をまいているところ

が、今年は出ていなかったとかというのを聞いて、これも何とか日野町はせえへん

のかというて、ちょっといろいろ聞いたんですけど、その辺の経過というか状況が、

もし分かれば教えていただきたいんですけど。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 今の再質問の中で、融雪剤の散布ということをご指摘

いただいたんですが、融雪剤も、やはり効果的に散布するのは、凍結をした後とい

うことでございますので、新雪のところに事前にまくというのは、なかなか効果が

発現するのは弱いかなというふうに思っておりますのと、融雪剤をまくのも、今現

在は業者委託をしておりまして、大きな機械でまきますので、それを小さなところ

までまくというのは、また物理的に無理かなというふうに思っております。 

 今回の雪につきましても、バス通りから１本中に入ったところも、全て地先の方

にご協力いただきまして、しっかりやっていただいて、大変喜んでおります。今回

につきましては、ふだんはバスの通りは、余り除雪しますと、したらしただけでい

ろんなことがありましたので、今までは除雪もあんまりさせていただけなかったん

ですが、今回の雪につきましては、除雪と、また融雪剤の方も適材適所というか、

バス通りを含めた中で、その都度その都度、雪の状況を見ながらさせていただいた

ところですので、またよろしくお願いいたします。 

 国道307号線の瓜生津峠の方の除雪対策として、消雪装置というので、水が横から

出てくる機械、装置がついているんですが、県に確認しますと、適性に動いていた

ということを聞いておりますので、若干効果的な散布ではなかったかもしれないで

すが、設備については動いていたということで聞いておりますので、よろしくお願

いします。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 
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３番（奥平英雄君） この間も、町の役場の方が、湖南サンライズの道なんですけど、

かなり道が傷んでいて、そこにアスファルトを埋めておられた方がおられました。

本当にご苦労さまだと思うていました。今後も雪は降るので、その都度その都度対

策を練っていただいて、よろしくお願いします。 

 最後になりますけれども、日野祭曳山巡行道路の電線についてなんですけども、

800年以上の歴史のある日野祭が、今年も５月２日、３日と行われる中、今年は私た

ち曳山のある町内に住んでいるんですけれども、６年に一遍の松尾のみこし当番と

いうことで、16基が巡行する年にもなります。その中で、大窪４区にあります岡本

町の曳山は、今現在今年５月２日に向けて修理されております。また大窪町の曳山、

この２基については、結構曳山の高さがあることによって、電線がかなり、今の時

代新築等、また光ファイバーとかああいう絡みで、線が結構下がっているというこ

とで、大変困られているということで要望いただきました。その中で、何メートル

ぐらい上げんねやという話をしてると、８メートル上げてほしいという話で、外池

課長にもちょっとしゃべりますと、７メートルという話で今までから来ているとい

う話を聞きまして、その中で、町として何とかしてもらえないかという話で、ちょ

っと質問したいんですけれども、町の考えはどのように思われているか、お聞かせ

願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野祭の曳山巡行に関する電線についてのご質問でございます

が、日野祭につきましては、まさに関係各位のご尽力によりまして、曳山をはじめ、

祭りが実施されているということで敬意を表するものでございますし、また今ほど、

６年に一遍の全ての曳山がそろう可能性があるという年であるということでござい

まして、今年また一段とにぎわいになればいいなというふうに思います。 

 祭りも、さらには曳山の巡行も含めて、これは祭りの実行委員会や曳山保存会を

はじめとして、いろんな当該祭りにかかわる人たちが、精力的に取り組みをされて

きたところでございまして、役場が、なかなか祭事に口を出すということはもとよ

りしてはならないし、できもしないことでございますし、住民の皆さんの力で祭り

に取り組んでこられた、こういう歴史でございます。 

 そういう中で、電線の高さが７メートルというふうに、かねてより、決められと

いうか要望されてきて、現在そうなっておるというふうに聞いておりまして、それ

がもう少し、８メートルぐらいあるともっといいのになと、こういうようなお話だ

というふうに思いますので、そのことにつきましては、地元の祭りの実行委員会や

曳山の保存会など、そういう連絡会などの中でご議論をいただいて、関西電力やＮ

ＴＴに要望をしていただくことが大事だと、このように思いますが、もちろん大事

な日野祭の行事にかかわることでございますので、日野町としても、地元の意向が
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まとまって要望されるということになるのであれば、当然協力して要望活動に参加

させていただきたい、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 実は２回目なんですけど、大窪総代さんのご自宅に伺いまして、

前回ちょっとこの話のことで相談をしに行きまして、関西電力さんの方には連絡を

とったということで、ＮＴＴさんの方にはまだ連絡をしていないということを聞き

まして、今年につきましては難しいという話で、８メートルということはかなり金

額もかかるか、私ちょっと分からんのですけれども、岡本町さんの曳山については、

今年は上方面に行かれる話は聞いているんですけども、今、ここにおられる方も、

僕もちょっと見たことがないんですけども、上部に館があり、その上にまだ帆がつ

いているんです。今52歳なんですけども、１回も見たことがないんですけれども、

それを今年はつけないという話なんですけども、今後帆をつけて巡行されたら、今

までにないものが見られるんかなと、私個人的に思っております。その中で、今Ｎ

ＴＴさんの方の返事は、まだ聞かされていないんですけれども、もし全然、動いて

くれなかった場合は、町としてはまた一緒に協力してもらえるのか、ちょっとお聞

きしたいんですけども、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 今、町長の方も申しましたように、当然町も、地元

の意向を重視したいと思いますし、出て来て欲しいと言われましたら、どこへでも

寄せていただきたいというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 今年度総代さんもかわられるので、申し送りの方をきちっとし

てもらうように、またこちらからも言いますし、今、高齢化も進んでいますし、曳

山を16基持っている町内16町内ありますけど、私ところの町内も一緒なんですけれ

ども、年寄りばっかり増えてきて、引っ張る人も少なくなる中、曳山を維持してい

くというのがかなり厳しい時代になっています。そこで、今も岡本町さんやら、毎

年直しておられる町内もおります。やっぱり町の助けもなかったらやっていけない

ので、これからも協力のほどをお願いしたいと思います。 

 それとまた今年は、文化庁さんが日野祭を見にきたいという話も聞いております

し、その辺、また町長の協力の方、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、できたらまた８メートルに上げる条例もつくっていただけたらよいかな

と、私、個人的に思っていますので、協力のほど、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 次に、９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） それでは、本日最後になると思います。通告書に基づきまして、
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２点、分割方式で質問させていただきます。 

 まず最初に、町の人口減少問題に対する対策についてでございます。この人口減

少にまつわる問題につきましては、当然この町だけにかかわらず、県もそうですし、

全国的な問題でございます。また、当町議会においても、人口減少対策特別委員会

を設置して、調査研究等を行ってもらっているところでございます。これはさらに

地域経済対策特別委員会が協力して、先ほども定住、移住の促進に関する提言とい

うものを、案をつくってもいただきました。この問題について藤澤町政は、具体的

にどのような対策をとろうとされているのか、ちょっと見えてこないということに

ほかならないのではないかということで考えております。即座に具体的な政策とい

うことにはいかないかもしれませんが、次に２点ほど質問を行います。 

 まず、くしくも去る２月25日に、地方紙で第24回町民世論調査の結果として、日

野町の人口減少問題に対する防止策はと題し、町民の意識調査の結果が掲載されて

おりました。このことは、皆さんもご存じだと思いますが、その結果は、約40パー

セントの方が若者の町外流出防止、次いで29パーセントの方が町内での雇用を増や

すということであり、３点目の24パーセントが町外からの移住を増やすというよう

な結果でありました。このことから、約70パーセントといえる方が、若者の働く場

所、雇用を増やせば、日野町に住んでもらえる。また、若者が就業したくなる企業

が増えれば、地元に勤務でき、またさらに他市町からの就業者も増えるのでないか

という結果だと私は考えます。この調査結果は、町民ほとんどの方の意見ではない

でしょうか。 

 では、そのために何をすればよいのか。種々いろいろご意見がございましょうが、

先々の展望として、町長にはぜひとも、日野の南部地域、いわゆる鎌掛、南比都佐

地域、ここに日野南部工業団地の構想を掲げていただくよう要望させていただき、

町長の所信を伺いたいと思います。 

 ２点目には、何としてもこの工業団地云々ということになれば、道路が必要不可

欠であります。この日野南部地域の工業団地は、従来の名神高速道路じゃなくして、

新名神高速道路を利用するアクセスが必要であり、長年要望してきております土山

蒲生近江八幡線が改築されれば、新名神甲賀土山インターからわずか10分前後で、

この構想とする工業団地に到着するわけでございます。町長には、今日まで再三再

四にわたって要望していただいていると思いますが、県なりあるいは国に、こうし

た要望を今後も継続していただき、早期の計画が完成できることをお願いして、そ

のお考えを伺う次第であります。 

 また、こうした南部地域の団地に、新名神高速道路からの往復だけでは意味がな

いというふうに思っておりますので、日野町内に通じる現道があるわけですが、道

路として国道307号等への接続も望むものであり、これらのアクセス道路の整備につ
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いても、お考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 町の人口減少問題に対する対策について、ご質問をいただきま

した。 

 人口減少問題につきましては、日本が直面している大きな課題でございまして、

日野町においても大変大事な課題であると、このように認識をいたしております。

そうした中で、平成27年度に策定いたしました日野町くらし安心ひとづくり戦略で

掲げた、まちのたからで雇用をつくり、出会いと発見で人の流れをつくる、結婚、

出産、子育ての希望をみんなでかなえる、暮らしやすい地域とつながり、安心して

住み続けられる町をつくる、こうしたことを柱に対応することといたしております。 

 まず、まちのたからで雇用をつくるための企業誘致でございますが、ご指摘のと

おり大事な課題と、このように認識いたしております。日野町では企業誘致のため

の工場用地が少なくなっており、新たな工場用地の造成が必要と考えております。

現在、鳥居平地先で約５万平方メートルの工業用地の開発がされておりまして、さ

らにこの地域から南の方には、まだ開発されていない、都市計画法で定められた工

業地域もございまして、引き続き、工業団地の造成が行えるよう期待をいたしてい

るところでございます。こうした中で、ご提案いただきました日野南部工業団地で

ございますが、現時点におきましては、直ちに進められるという状況にはございま

せんが、今後の社会状況なども見きわめながら、対応していく必要があると考えて

おります。 

 続きまして、道路の整備についてでございますが、主要地方道土山蒲生近江八幡

線の未整備区間の改良でございますが、鎌掛地区の行政懇談会でも要望いただいて

おり、県に対して常々強く要望いたしております。また、沿線集落で組織される期

成同盟会の要望活動も、積極的に動いていただいており、感謝いたしておるところ

でございます。地元と町が一体となって、道路整備の実現に向けて活動を行ってお

りますが、さらに努力をしてまいりたいと考えております。 

 また、町内へのアクセスについてでございますが、県が現在発注されている概略

設計の中で、町道日野南部線への接続などにおいて、調整しておるところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 再質問させていただきます。 

 今の答弁、大変よく分かるんですが、それと私が申し上げている南部地域への団

地造成はどうかということ、やはり都市計画、今のところは調整区域であるともち

ろん思いますので、そうしたいろんな都市計画の関係もございます。それだけでな

く、申し上げてきました、そこに接する土山蒲生近江八幡線、この問題とのリンク
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が必要かと思いますので、早急にいついつということはないと思いますけれども、

日野町全体のため、あるいはせっかくできました新名神高速道路を利用する意味に

おいても、この南部地域に工業団地をつくるということの展望を、再度質問させて

いただきます。 

 それから道路の問題ですけれども、今申し上げているのは、確かに西明寺水口線

との取り合いの問題、あるいはその先が町道南部線だと思いますが、そこももちろ

ん大事なんですが、その先、いわゆる国道307号線までをどうしていくのか。南部線

をそのまま使って、県道でなくなるわけですが、そういう利用をされようとしてい

るのか。この前にも質問をしましたが、当然、今の現道である鎌掛地域の中を通す

ことは不可能でございますので、その辺の先線についてのお考えをお伺いしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 南部工業団地のことについても、少し触れさせていた

だきたいと思います。 

 先ほど町長も申していましたとおり、現在日野の鳥居平地先におきましては、都

市計画区域ということで、区域になっておりながら未整備であったところが、今、

ようやく民間の一業者によって、開発もさせていただいているところでございます。

これにつきましては、まだ未利用地もたくさんございますので、そこら辺について

の整備というのが、喫緊の課題かなというふうに考えております。時期が来たら、

また日野町の全体の状況を進める中で、南部工業団地の方も変わってくるのかなと

いうふうに考えております。 

 西明寺水口線と、今言っている日野土山蒲生の交差点でございますが、12月もご

質問いただきましたとおり、現在の現道拡幅中心で言っています路線でいきますと、

ちょうど鎌掛の集落は、家屋が連坦しておりますので、拡幅することはできません

ので、冨田議員がおっしゃっていただいたとおり、ちょうど南砂川の横を通った中

で、日野南部線の方に接続するというふうな路線を、今現在県の方で考えていただ

いているところでございます。ただ、この先線の方につきましては、当然日野南部

線、町道でございますので、県道がどこまで行くのか、そのまままっすぐ行くのか、

現在も日野南部線につきましては、グリーンバイパス、国道307号線に木津のところ

でつながっておりますので、その辺の道路をどのように、どこが管理していくのか

ということは、まだ決まっていないんですが、当面の課題としている土山蒲生近江

八幡線の現道拡幅と、日野町の接続路線は、日野南部線の方に南砂川を沿ったとこ

ろで接続するということで、西明寺水口線とも交差点は十字になるような形の交差

点の方で、現在検討を進めていただいているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 
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９番（冨田 幸君） 再々質問をしましても、今日、明日の問題を取り上げているわ

けではございませんので、確固たる答弁はないかと思います。このことを、何も町

長１人に限らず、商工観光課の方でも、団地をそこに設けるにはどうするべきかと

いうことも、今後とも考えていただきたいというふうに思います。 

 そして、道路の件に関しましても、日野南部線、町道に接続しても、結局私が申

し上げました、国道307号にできればつながらないと意味がないというふうに思って

おります。今現在のあの木津の三叉路、あれでは恐らく大型車両が曲がるのは、大

変厳しい状況になろうかと思いますので、そういった将来の展望も、ひとつ掲げて

いただきたいというお願いをして、この問題につきましては終わりたいと思います。 

 ２つ目の質問に入ります。 

 日野警部交番の跡地についてであります。日野警部交番は、現在国道477号線沿い

に新庁舎が完成し、今月下旬には業務が開始されるように聞いております。これに

より、現在の大窪地先の警部交番は取り壊しがされると聞いておりますが、跡地の

今後についてお伺いいたします。取り壊し時期が分かっていれば、取り壊し時期の

予定をいつごろかを教えていただきたいと思います。 

 ２つ目に、この跡地は県有地であり、今現在の土地は約3,480平米という広さであ

るということをお聞きしております。町として、この土地をどう活用するのか、あ

るいは利用する考えがないのかを、お聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野警部交番の移転後の跡地についてございますが、まず、松

尾五丁目に移転新築された新警部交番でございますが、３月17日に竣工式を行い、

業務を開始するということで、私も議長も出席させていただくと、こういうふうに

しておるところでございます。 

 そうした中で、現在の日野警部交番庁舎およびその敷地内にある警察官舎と署長

公舎でございますが、平成29年度中に、土地所有者である滋賀県が解体し、更地に

する予定というふうに、現在のところ聞いております。 

 次に、現在の警部交番の土地についてでございますが、敷地は３筆で、合計3,480

平米でございまして、滋賀県所有でございます。土地の歴史的経過は、明治41年に

日野町立女子手芸学校の用地として日野町が取得したものですが、平成６年に滋賀

県との間で交換により譲渡したことにより、滋賀県の所有になってございます。平

成25年以降の日野警部交番改築に係る東近江警察署と町の協議の中において、過去

に町から滋賀県に譲渡した土地であることから、現警部交番が移転した後は、町に

無償で返還してもらいたいと、こういう要望をしてまいりましたが、ここにきて県

の方では、無償で町に返還することは難しい。有償でなら譲渡すると、こういうよ

うなことを県から言われておるところでございます。 
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 今後、日野町くらし安心ひとづくり総合戦略の中で、施策の１つとして位置づけ

おります、空き地等を活用した定住促進を検討していく中で、例えば、所有者であ

る滋賀県に対して、町にとって有効な活用を行うことを要望するなど、さまざまな

可能性の中で、町にとって適切な方向性を探ってまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 今、町長に答弁いただきましたが、基本的に、今の3,480平米、

大変広うございますが、皆さんご存じのように、現在の警部交番は、入り口が狭く

て中が広いというようなことで、道路を何とかしないと、これもいろんな利用法が

ないのかなというふうに思ったりもします。 

 現在の時点で、利用をするために県から有償ででも買い取る考えはあるのかどう

か。そして今現在の土地というか現況の周辺の地域から考えますと、大変商店とし

ては不向きじゃないかなというふうに思っておりますので、じゃ、あとは何かとい

えば、住宅敷地ということになってくるんじゃないかと思いますが、この辺の、こ

の件に関しましては、町だけの動きでいかないと思います。地元の意向も考慮して

やっていかないと、だめかなというふうに思いますので、その辺突っ込んだお考え

がないのか、もう一度お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 冨田議員の方から、現日野警部交番の跡地についてという

ことで再質問いただきました。 

 用地につきましては、先ほど町長が答弁させていただきましたとおり、県有地と

いうことでございます。先ほど答弁させていただいた繰り返しになるわけですが、

まずは町の中でどのような活用ができるのかということで、今おっしゃっていただ

きました住宅地というようなことも、１つの選択肢にはあるかというふうに思いま

す。町全体の中で、西大路地域の中の市街化区域の中にございます空き地といいま

すか未利用地も含めて、定住促進の１つの手法の中で考えていかなければならない

ということでございまして、空き地利用を活用した定住促進という中で、まずは県

の方に、そういう目的に即したような活用がしてもらえないのかということを、要

望してまいりたいというふうに思ってございますし、さまざまな可能性の中で、適

切な方向を考えていかなければならないなというふうに考えているところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） この跡地は、今、町長の答弁にありましたように、この29年度

に取り壊しをされ、更地になるということを聞いております。現在、平和堂も取り

壊しをされているところでございまして、こうした町の真ん中に更地がたくさんで

きるということでは、大変心配といいますか危惧する面もございます。町としては、
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地元周辺に即した土地の利用を考えていただきまして、周辺住民の皆さんをはじめ、

町の皆さんに納得していただけるような利用を考えていただくように、切にお願い

をして質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上で３名の諸君の質問は終わりました。その他の諸君の一般

質問は明14日と明後日15日に行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、それでは、その他の諸君の一般質問は明14

日と15日に行いますので、定刻ご参集をお願いいたします。 

 以上を持ちまして、本日の日程は全て終了いたします。本日はこれをもって散会

いたします。 

 一同起立、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １７時４４分－ 


